
資料１

環境企画部会の活動概要

１ 平成２０年度以降の部会審議状況

○ 滋賀県環境総合計画の改定について

（諮問内容）

滋賀県環境基本条例に基づく滋賀県環境総合計画の改定について

（審議内容）

知事からの諮問に基づき、平成16年3月に策定した現行計画（新滋賀県環境総合

計画）を改定するに当たり、その改定内容がどうあるべきかについて審議を行った。

２ 平成２０年度以降の部会開催状況

月 日 議 事 等 資料

平成２０年 ○ 部会長の選出について

６月３日 ○ 滋賀県環境総合計画の改定について

・計画改定の背景、目的、スケジュール

・現行計画（新滋賀県環境総合計画）の点検・評価

・改定計画の骨子・構成案（たたき台）

９月９日 ○ 滋賀県環境総合計画の改定について

・改定計画の骨子案について

11月21日 ○ 滋賀県環境総合計画の改定について

・改定計画の素案について検討

平成２１年 ○ 滋賀県環境総合計画の改定について 資料1-①～

２月２日 ・改定計画の答申案について検討 資料1-⑤

（平成21年2月12日 環境審議会会長から知事へ答申）

３ 今後の部会審議予定

環境企画部会としては開催予定無し。

※平成21年度末頃に、マザーレイク21計画第2期計画の策定について、知事から諮問

される見込み。（環境企画部会および水・土壌・大気部会の合同部会で審議予定。）
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滋賀県環境総合計画の改定について

本県では環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、滋賀県環境基本

条例に基づき環境総合計画を策定しています。平成 16 年 3 月に改定した現行の計画（新滋

賀県環境総合計画）は策定後約５年が経過しているため、地球温暖化問題への関心の高ま

りや琵琶湖における新たな課題など、最近の環境を取り巻く情勢の変化を踏まえ、「第三次

滋賀県環境総合計画」として改定を行います。

なお、この計画は「滋賀県行政に係る基本的な計画の策定等を議会の議決事件として定

める条例（平成 17 年滋賀県条例第 37 号）」第 2 条で規定される「基本計画」に該当してい

ます。このため、平成 21 年 6 月県議会定例会において、同条例第 4 条の規定に基づき、改

定の理由、目的および概要等について、立案過程における報告を行ったところであり、今

後、同条例第 6 条の規定に基づき県議会での議決を経て改定される予定です。

１．計画の性格

（１）滋賀県環境基本条例第１２条に基づく環境行政の基本計画

（２）計画期間：平成 21 年度から平成 25 年度までの 5 年間

２．改定の理由、目的

（１）現行計画（１５年度策定）は、策定後概ね５年を目途に見直すことになっている。

（２）持続可能な滋賀社会ビジョンの考え方を本計画に取り入れることにより、今後の

個別計画や施策への反映を確実なものとする。

※ビジョンの目標：低炭素社会の実現、琵琶湖環境の再生

３．現行計画策定後の状況変化

（１）温暖化問題、資源の枯渇、生態系の破壊等に対する危機感の高まりを背景に、国

内外で「持続可能な社会づくり」に対する機運が高まっている。

（２）県では基本構想、持続可能な滋賀社会ビジョンが策定されたほか、環境学習推進

計画、地球温暖化対策推進計画などの諸計画の策定・改定が行われている。

（３）琵琶湖における水草の大量繁茂、北湖の低酸素化、カワウ被害、外来動植物の増

加・多様化など新たな課題が顕在化している。

４．改定の経過

平成 20 年 6 月 3 日 環境審議会に諮問

（～平成 21 年 2 月 3 日）環境企画部会において審議

11 月 27 日 市町との対話（答申案の説明会、文書による意見照会）

平成 21 年 2 月 12 日 環境審議会から答申

3 月 16 日～4 月 15 日 県民政策コメント制度により意見募集

※その他、諮問から答申までの間に、有識者および県民の意見聴取の機会を設けた。

平成 21 年 6 月 6 月県議会定例会で立案過程の報告

５．今後の予定

平成 21 年 12 月 12 月県議会定例会で計画（案）を上程

資料１－①
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はじめに

１ 滋賀県環境総合計画の改定の経緯

県では、「滋賀県環境基本条例（平成 8 年 3 月制定）」に基づき、県の環境の保全に関5
する施策を総合的かつ計画的に推進するため、平成 9 年 9 月に「滋賀県環境総合計画」を

策定しました。

その後、「循環型社会形成推進基本法（平成 12 年 6 月）」や「琵琶湖総合保全整備計

画（平成 12 年 3 月）」（以下、「マザーレイク２１計画」という。）など新たに定めら

れた法令や計画および社会情勢の変化を踏まえて同計画を改定し、平成 16 年 3 月に「新10 
滋賀県環境総合計画」を策定しました。

「新滋賀県環境総合計画」では、「持続可能な発展をする社会の構築」を長期的な目標

とし、暮らしや事業活動の中で、だれもが自然に環境改善に取り組むことができる社会（環

境を内部化した社会）を目指すことを基本に施策の展開方向を示しました。また、同計画

は目標年度を平成 22 年度としておりますが、基本施策などの展開方向は平成 15 年度から15 
平成 19 年度までとし、おおむね 5 年後に社会経済情勢に応じて見直すこととしました。

同計画の下での施策の展開や県民・事業者などによる取組の結果、暮らしや事業活動に

伴う環境負荷の低減には一定の進展がありました。例えば、琵琶湖へ流入する汚濁負荷量

が着実に削減されたほか、資源化されない産業廃棄物量が大幅に削減されたり、県民の買

い物袋持参率や事業所のＩＳＯ１４００１認証取得率が上昇したことなどの成果がみら20 
れます。

一方で、より表面化・顕在化してきた環境課題も少なくありません。特に地球温暖化、

資源の枯渇や生物多様性の喪失など、地球規模での危機感が高まっています。

また、琵琶湖における底層部の低酸素化、水草の大量繁茂、外来動植物の侵入、有害鳥

獣による被害、産業廃棄物や土壌地下水汚染など地域固有の課題も深刻となっています。25 
こうした様々な環境課題に対応し、滋賀県が持続的に発展していくための指針として、

平成 20 年 3 月に「持続可能な滋賀社会ビジョン」を策定しました。

持続可能な滋賀社会ビジョンでは 2030 年（平成 42 年）の目指すべき社会像と、その実

現に向けての長期目標や対策・施策の基本方向などを示していますが、これらを環境に関

わる諸計画や施策に確実に反映させるため、「新滋賀県環境総合計画」を改定しました。30 

35 

40 
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２ 計画の性格と役割

（１）この計画は、「滋賀県環境基本条例」第 12 条に基づき策定する県の環境行政の基

本計画であり、環境の保全に関する長期的な目標、施策の方向などの重要事項を定め

るものです。5
（２）同条例第 13 条では、県は施策の策定および実施に当たって環境総合計画との整合

に努めるものとされており、また環境総合計画を推進するため、必要な財政上の措置

を講ずるものとされています。

（３）この計画は、県の最上位計画である「滋賀県基本構想」や「持続可能な滋賀社会ビ

ジョン」を踏まえつつ、マザーレイク２１計画とも整合を図りながら策定しました。10 
このため本計画は環境に関する個別計画等の指針として活用を図ります。

（４）この計画で対象とする環境とは、自然環境、生活環境、文化的環境(歴史的環境お

よび風景)および地球環境とします。

15 

 
３ 計画期間

この計画の計画期間は、平成 21 年度（2009 年度）から平成 25 年度（2013 年度）まで

の５年間とします。

なお、「滋賀県基本構想」および「持続可能な滋賀社会ビジョン」で示された目指すべ20 
き将来（2030 年）の姿の実現に向けて、長期的な目標とこれに基づく平成 25 年度（2013

年度）までの施策の基本方向を示します。
平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成32年度 平成42年度
2007年度 2008年度 2009年度 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 2020年度 2030年度

第三次滋賀県環境
総合計画

持続可能な滋賀社会ビジョン

滋賀県基本構想

マザーレイク21計画

中期的な県政の基本方向

将来の姿現状

目指すべき
社会像

施策の方向

将来の姿を実現するのに、何をすべきか？
どのように役割分担していくのか？

目指すべき将来の姿を踏まえつつ、H21～H25年度の施
策の方向を示す。

長期目標

将来の姿と現状の隔たり

戦略プログラム

第1期計画 第2期計画（今後策定予定）

2050年頃のあるべき姿

滋賀県基本構想

持続可能な滋賀社会ビジョン

環境総合計画

県環境基本条例
環境分野以外の

計画、ビジョン

マザーレイク 21 計画

環境分野の個別計画

琵琶湖の総合保全
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第 1 章

滋賀の環境の現状と課題

第１章では、今後の環境施策を実施す

る上で、前提となる滋賀の環境の現状と課

題を把握します。具体的には、環境施策を

考える上で踏まえるべき社会的背景を整

理した上で、滋賀県の環境の現状と施策に

つながる課題を分野別に示します。
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１ 社会的背景

（１） 人口減少・高齢化の進行

○ 我が国の人口は平成 17年(2005 年)に減少局面を迎え、平成 27年(2015 年)には、１億 2,543

万人、平成 42 年(2030 年)には 1億 1,522 万人と減少を続け、平成 58 年(2046 年)には１億人を

割り込む推計となっています。また、老年人口割合は上昇を続け、平成 42 年(2030 年)には約 35
人に 1人が 65歳以上となることが見込まれています。（図 1-(1)-1）

○ 県の人口は、湖南地域を中心とした人口流入により、今後も当面増加を続けますが、平成 27

年(2015 年)前後をピークに減少に転じ、平成 42年(2030 年)には 136.8 万人になると予測され

ています。老年人口割合については、我が国全体の中では比較的上昇幅は小さいものの、平成

27 年(2015 年)には約 4人に 1人が 65 歳以上となるなど、高齢化の進行が予測されています。10 
（図 1-(1)-2）

○ 県の世帯数は人口が減少に転じる平成 27 年(2015 年)頃以降も増加を続け、平成 37 年(2025

年)には、約 55万世帯となることが予測されています。また今後、単独世帯が最も多くなるこ

とが予測され、平成 37 年(2025 年)には約 16万世帯と、全体の約３割を占めることが見込まれ

ています。（図 1-(1)-3）15 
また、高齢世帯（世帯主が 65 歳以上の世帯）についても、平成 37 年(2025 年)には約 17 万

世帯となり、全体の約３割を占めるなど、単独世帯、高齢世帯の増加が見込まれています。

【図 1-(1)-1 我が国の人口の推移と将来推計】 【図 1-(1)-2 滋賀県の人口の推移と将来推計】
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【図 1-(1)-3 滋賀県の世帯数および平均世帯人員の推移と将来推計】
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資料：総務省統計局「国勢調査報告」、国立社会保障・人口

問題研究所「日本の世帯数の将来推計」（平成 17 年(2005

年)８月推計）

資料：総務省統計局「国勢調査報告」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計」（平成 18 年(2006 年)12 月推

計）、「都道府県の将来推計人口」（平成 19 年(2007 年)５月推計）
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【環境側面からの視点】

● 中長期的に見て、人口減少が環境負荷を低減させる面がある一方、労働力人口の減少も招く

ことで経済成長の鈍化などによる環境保全のための支出減少など、環境にマイナスの影響を与え

る面も懸念されることから、多様な就労環境の確保や労働生産性の向上などが求められます。

● 高齢化の進行や世帯数の増加による生活形態の変化が、民生部門（家庭や医療・福祉業務な5
ど）におけるエネルギー消費量の増加につながることが心配されます。

（２） 産業・経済の動向

○ 県内総生産は、平成 18 年度で 6 兆 863 億円（名目）と、国内総生産の約１％です。地理的

特性などから日本有数の内陸工業県となっており、全産業中で第 2 次産業の占める割合は、平10 
成 18 年度で 46.7％と全国平均の 26.7%を大きく上回り、全国１位となっています。（図 1-(2)-1）

○ 県内総生産に占める第３次産業の割合は、平成 18 年度で 54.9%と全国平均の 75.9%を大き

く下回っていますが、サービス業の拡大により、その割合は年々増加し、今後も拡大が予想さ

れます。その一方で、第 1 次産業は、海外からの輸入農産物への依存度の高まりによる米の消

費量の減少や農業従事者の高齢化による生産構造の弱体化などを背景に、その割合を大きく減15 
少させ、平成 18 年度には 0.7%となっています。（図 1-(2)-1）

○ 企業の海外への進出件数の推移を見ると、全国的には横ばい状態で推移していますが、県で

は平成 10 年(1998 年)以降、中国を中心とするアジア地域への企業進出が増加しています。ま

た、外国人労働者の受け入れも増加しています。(図 1-(2)-2) 
○ 中国・インドなどの新興国の経済発展に伴い、世界の資源・エネルギー需要は急速に高まっ20 
ており、資源獲得競争の激化が予想されます。こうした中で、エネルギーや原材料価格を製品

価格に転嫁しにくい中小企業では、原油・石油製品の価格上昇によって収益に影響があるとし

た企業が、平成 19 年(2007 年）で 89.7％となるなど、影響も大きいものと考えられます。（図

1-(2)-3）
○ 地球温暖化問題の深刻化などにより、企業への環境制約が今後益々高まることが見込まれる25 
一方で、世界の環境ビジネス市場は、平成 18 年(2006 年)に約 6,920 億ドルの規模となってお

り、平成 8 年(1996 年)からの 10 年間で約 1.4 倍に成長したとされています。今後も環境に関

わる市場・雇用の規模が拡大することが見込まれる中、海外企業を主要な競争相手としている

日本企業では、環境制約への対応が企業の強みとなり自社の競争力が高まると考えている企業

が４割に達しています。(図 1-(2)-4) 30
【図 1-(2)-1 滋賀県内の経済活動別総生産】
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【環境側面からの視点】

● 第 2 次産業を中心とする県の産業活動は、今後、省資源・省エネルギーの徹底など環境制約

への対応が一層求められます。

● 環境市場が拡大する中、自動車の排出ガス規制への対応が世界市場での日本製自動車の躍進

の一因となったように、投資や技術開発などを通じ、今後の環境市場において我が国が優位性10 
を発揮できる可能性があります。

● アジアを中心とする経済成長に伴い、資源・エネルギーの需要の増加による、資源の価格上

昇や枯渇が懸念されることから、省エネ・省資源型の産業技術がさらに普及することが求めら

れます。

● 平成 20 年(2008 年)、100 年に一度といわれる金融危機に陥り、世界経済は大変厳しい状況15 
にあります。しかし、こうした状況は、環境・エネルギーを景気・雇用対策の核として不況の

克服を図りながら、その過程で環境と共存する持続的な産業・経済の発展が可能となる仕組み

づくりやその実践に向けた取組を進めることができる好機であるとも捉えることができます。

（３） 地球的規模の環境問題の深刻化

○ 平成 19 年(2007 年)に発表された IPCC の第 4 次評価報告書は、地球温暖化は、人間活動に20 
起因する温室効果ガスの増加が原因であるとほぼ断定しました。また、今後も化石燃料に依存

しつつ高い経済成長を実現する社会が続けば、年平均気温は約 4.0（2.4～6.4）℃上昇し、海面

上昇、水資源の枯渇、食糧危機など様々な影響が予測されると報告しています。(図 1-(3)-1) 
○ 今後、中国・インドなどアジア諸国を中心とした急速な経済成長などに伴い、世界全体にお

ける資源・エネルギー需要の増加が見込まれることから、世界全体での CO2の排出量について25 
は、平成 42 年(2030 年)には、平成 17 年(2005 年)比で約 50％増加すると見込まれています。(図

備考：海外企業を主要な競争相手として

いる企業を対象に集計

資料：経済産業省調べ（平成 19 年(2007

年)12 月

資料：近畿経済産業局「関西国際化情報ファイル 2006」 ※原油・石油製品以外の原材料

資料：中小企業庁「原油・原材料価格上昇による中小企業への影

響調査」

【図 1-(2)-3 原油価格の高騰が中小企業の収益に与

える影響（全国）】

【図 1-(2)-4【厳しい環境制約が自社の国際協力に

与える影響（全国）】

【図 1-(2)-2 企業の海外進出件数の推移】
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1-(3)-2、図 1-(3)-3) 
○ 県においても、温室効果ガスの排出削減の追加的対策がとられない場合、平成 42 年(2030
年)には平成 2 年(1990 年)比で約 1 割の排出量の増加が見込まれます。(図 1-(3)-4) 

○ 現在、66 億人の世界の人口は、平成 62 年(2050 年)には 92 億人になることが予測されてお

り、食料需給がひっ迫する可能性が指摘されています。特に我が国の食料自給率は、平成 185
年度で 39％、県では 51％であり、その影響が大きいものと考えられます。

○ アジアを中心とする経済成長と人口増加を背景に、世界的に廃棄物の発生量が増大しており、

平成 62 年(2050 年)には、平成 12 年(2000 年)の 2.1 倍になると予測されています。(図 1-(3)-5)
また、中国などの旺盛な資源需要を反映して、再生資源などの国際移動が活発化しており、そ

の一例として、我が国のプラスチックくずの輸出量は平成 10 年(1998 年)から平成 16 年(200410
年)の間に６倍以上に増加しています。

○ 我が国は、変化に富んだ地形や気候などを反映し、固有種をはじめ多くの希少種が生息・生

育する豊かな生物多様性を有していますが、開発などを背景に生態系の破壊・分断・劣化が危

惧されています。また、外来種の侵入や地球温暖化などの人為的環境変動により生態系への影

響が懸念されています。15 
○ 近年、日本国内での光化学スモッグ注意報の発令や黄砂の発生頻度が高まっており、経済成

長が著しい東アジア地域での環境変化により、大気汚染物質が国境を超えて我が国へ影響を与

えている可能性も指摘されています。

【図 1-(3)-2 世界のエネルギー需要の見通し】 【図 1-(3)-3 世界の CO２排出量の将来予測】20 
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資料：IEA World Energy Outlook 2006より経済産業省等作成

備考：中国には香港を含む。その他のアジアはIEA「World

Energy Outlook 2007」における「Developing Asia」から中

国とインドを差し引いて算出しており、ASEANを中心としたア
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資料：IEA「World Energy Outlook 2007」

【図 1-(3)-1 今後の世界の気温上昇の予測】

平 12 年明 33 年
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5
【環境側面からの視点】

● 温室効果ガス（京都議定書では、二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素、ハイドロフルオロカ

ーボン、パーフルオロカーボン、六フッ化硫黄の 6 物質が削減対象となっています。）の排出

量削減のため、太陽光、風力やバイオマスなど、化石燃料に代わるエネルギーが、産学官の適

切な役割分担の下でのコスト低減や技術開発により、本格的に用いられていくことが期待され10 
ます。

● 食料の６割を海外に依存する我が国では、食料自給率の向上を図るとともに、輸送にかかる

エネルギー消費の削減が求められます。

● 開発行為や地球温暖化などによる生物多様性の危機に対し、長期的な視点に基づいて、NPO、

企業、行政など多様な主体による取組が求められています。15 
● アジア地域の経済成長により、資源価格の高騰や大気汚染の国境を越えた拡大など、我が国

へ の影響が懸念されることから、国際環境協力の必要性が一層高まります。

（４） 県民・事業者の環境意識と行動

○ 県では昭和 52 年(1977 年)５月、琵琶湖に大量の淡水赤潮が発生したことを契機に、県民が20 
主体となり、その発生原因の一つであるリンを含む合成洗剤の使用をやめ、粉せっけんを使お

うという運動、いわゆる「せっけん運動」が展開され、「富栄養化防止条例」制定のきっかけと

なりました。せっけん運動以降も、琵琶湖の水環境を保全するための県民一人ひとりの自主的

な取組とともに、ＮＰＯや企業などの各団体においても、流域ごとの取組や身近な暮らしの中

から水環境を見つめ直す活動が実践されるなど、環境保全への多様な活動が展開されています。25 
○ 環境の保全を定款上の活動の種類として掲げるＮＰＯ法人の数は年々増加し、平成 20 年

(2008 年)3 月末現在で 178 と県内 NPO 法人全体の 45.5%を占め、その割合は全国１位となっ

ています。(図 1-(4)-1) 
○ 県におけるこどもエコクラブの会員数およびサポーター数は、平成 19 年度には平成 15 年度

の約３倍になり、人口あたりのクラブ数も全国 2 位となるなど、主体的な環境学習が展開され30 
ています。(図 1-(4)-2) 

○ 県では、琵琶湖の水質保全のために、全国的にも厳しい排水規制を行っていますが、このよ

注）BaU とは「Business as Usual（現状維持）」の略で、温

室効果ガス排出量削減のための追加対策がとられない場合

を示している

資料：滋賀県持続可能社会研究会「持続可能社会の実現に

向けた滋賀シナリオ」（平成 19 年(2007 年)３月）、滋賀県「滋

賀県地球温暖化対策推進計画」より作成

資料：岡山大学田中教授論文
平 12 年 平 42 年 平 62 年

【図1-(3)-4滋賀県の温室効果ガス排出量】 【図1-(3)-5世界の廃棄物排出量の将来予測】
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うな中で、県内事業所の排水基準遵守率は平成 19 年度末で 95%と高い努力が認められます。

また、事業所におけるＩＳＯ１４００１やエコアクション２１（ＥＡ２１）などの環境マネジ

メントシステムの認証取得割合も高く、ＩＳＯ１４００１の認証取得件数は、平成 19 年度末

現在で 371 件、1,000 製造事業所あたりの取得件数は 114．2 件と全国 3 位となっています。(図
1-(4)-3) 5

○ 県民の県政に対する満足度を調査したところ、環境分野に関する県の施策のうち、「琵琶湖の

総合保全をはじめとした自然環境の保全」が最も満足度が高い一方で、県政への要望も高くな

っています。また、「地球温暖化防止や資源循環など持続可能な社会づくり」についても要望が

高くなっています。(図 1-(4)-4、図 1-(4)-5) 
 10 
【図 1-(4)-1 滋賀県内で環境の保全を活動分野とする 【図 1-(4)-2 滋賀県内のこどもエコクラブ数等の推移】
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【図 1-(4)-4 県民の県政に対する満足度と不満度（環境分野）】
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【図 1-(4)-5 県民の県政に対する要望（環境分野）】
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【環境側面からの視点】

● 県民や県内企業の環境問題に関する関心や認識の高さを背景に、地域や職場で環境活動への5
取組が進んできていますが、深刻化する地球温暖化問題などの解決に向け、県民一人ひとりの

環境活動のさらなる実践が求められます。

● 県民が期待する「琵琶湖の総合保全をはじめとした自然環境の保全」を県民協働で具体的に

進めていくためには、環境にかかる基礎データの収集、環境コミュニケーションや継続的に環

境保全活動を実践するための仕組みが求められています。10 
● 琵琶湖の総合保全や資源循環などの環境問題は、広域的な取組が必要であることから、今後

は滋賀県民のみならず琵琶湖・淀川流域の住民などと環境意識を共有し、協力の輪を広げてい

くことが求められます。

15 
 

資料：滋賀県「第 41 回県政世論調査」（平成 20 年 10 月）
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２ 滋賀の環境の現状・課題

（１） 県の概況

○ 滋賀県は、県土のほぼ中央に約 400 万年の歴史を有し、世界でも有数の古代湖である日本最

大の湖、琵琶湖を擁しています。また、伊吹、鈴鹿、比良、比叡などの山々に囲まれた豊かな

自然環境が形成されています。琵琶湖は、多様な生態系を支える源であるとともに、そのほと5
りに９千年以上前の縄文時代から人々が生活を営んできました。現在では、近畿 1,400 万人の

生存と経済的発展を支える重要な水資源となるなど、私たちに様々な恩恵を与え、命をはぐく

む母なる湖「マザーレイク」として、県民の心のよりどころともなっています。

○ 古くから多くの歴史街道を有し、人や物、情報の交流の要衝として栄え、旧街道に連なる家

並み、近江商人の屋敷群、古社寺や庭園など歴史的風景や文化財を数多く有しています。この10 
ため、琵琶湖を中心として水と緑が織りなす自然と、人々の長い間の営みに培われた、ひろが

りとつながりのある特色ある景観が形成されています。

○ 県土 4,017 ㎞２の利用形態を見ると、平成 18 年(2006 年)現在で、森林が 2,056km２(51.0％)、
水面・河川・水路が 792km２(19.7%)、農用地が 545 km２(13.6%)などとなっています。(図 2-(1)-1)
今後は平成 27 年(2015 年)まで人口の伸びが予測されるものの、増加傾向は鈍化することか15 

ら、宅地、道路などへの土地利用の転換は縮小することが見込まれます。また、森林について

は琵琶湖の水源かん養、温室効果ガス吸収源対策、自然環境・景観の保全などに配慮した県土

利用が見込まれることから、減少幅は小さくなるものと予測されます。

【図 2-(1)-1 土地利用の推移】20 
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（２） 地球温暖化

○ 県内（彦根市）の気温の経年変化をみると、1893 年から 2006 年の間に、平均値で約１．３℃25 
上昇しており、琵琶湖表層の水温も、気温と同様に上昇傾向にあります。(図 2-(2)-1、図 2-(2)-2) 

こうした気候の変化に伴い、桜（ソメイヨシノ）の開花は早まり、イチョウの色づきは遅れ

る傾向にあります。(図 2-(2)-3)) 
今後、さらに地球温暖化が進行することにより、県においても気候の変化や日常生活、琵琶

湖などの生態系、米の品質低下の進行など農林水産業などへの影響が懸念されます。30 
 

資料：滋賀県県民生活課、滋賀県国土

利用計画（第３次）、滋賀県における

土地利用の現状と対策
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○ 平成 18 年度の我が国の温室効果ガスの総排出量は、13 億 4,000 万トン（CO２換算）とな

っており、京都議定書の規定による基準年(平成２年(1990 年))の総排出量（12 億 6,100 万トン）25 
を 6.2%（7,900 万トン）上回っています。(図 2-(2)-4) 

部門別に見ると、基準年と比較して平成 18 年度は「業務その他部門」で 39.5%（6,490 万
トン-CO2）、「家庭部門」で 30.0%（3,830 万トン-CO2）増加しています。(表 2-(2)-4) 

○ 県の CO2の総排出量は平成 1８年(2006 年)で、1,187 万トンであり、基準年に対する増減割

合はマイナス 9.1％となっています。(図 2-(2)-6)また、部門別割合は産業部門が 48.2％と最も30 
多く、次いで、運輸部門 23.1％、家庭部門 15.4％、業務その他部門 10.9％となっています。(図
2-(2)-7) 

 
彦根の平均気温との差の変化
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【図 2-(2)-1 彦根の平均気温の差の変化】
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【図 2-(2)-3 桜の開花、イチョウの色づきの変化】

【図 2-(2)-2 琵琶湖の水温の経年変化】

彦根地方気象台資料に基づき、琵琶

湖環境科学研究センター作成

資料：琵琶湖環境科学研究センター

彦根地方気象台

資料：彦根地方気象台
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【図 2-(2)-6 滋賀県の CO２排出量の推移】
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ア 産業部門の動向

○ 県の平成 18 年(2006 年)の産業部門からの排出量は 5,722 千トンでした。温室効果ガスを大

量に排出するセメント工場の縮小や、景気の動向などの社会情勢を背景として、基準年と比較35 
して 842 千トン、12.8％の減少となっています。

資料：環境政策課温暖化対策室公表資料（平成 21年 5月）を基に作成

【図 2-(2)-4 我が国の温室効果ガス排出量の推移】

資料：環境省

資料：環境省【表 2-(2)-4 我が国の CO２の排出量】

【図 2-(2)-7滋賀県における CO２排出量の内

訳平成 18 年(2006 年)】
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イ 運輸部門の動向

○ 県の平成 18 年(2006 年)の運輸部門からの排出量は

2,740 千トンであり、基準年と比較して 157 千トン、5.4%
の減少となっています。しかし、乗用車を中心として自動

車保有台数は増加傾向にあることから、排出量の増加が懸5
念されます。(図 2-(2)-8) 

 
ウ 家庭部門の動向

○ 県の平成 18 年(2006 年)の家庭部門からの排出量は

1,825 千トンであり、家庭用機器の多様化や人口の増加な10 
どの影響で、基準年と比較して 566 千トン、45.0%の増加

となっています。

○ 県では今後も人口および単身世帯の増加が見込まれることや、家電製品をはじめとした耐久

消費財の普及率の高さが排出量に影響を及ぼすものと考えられます。(図 2-(2)-9、図 2-(2)-10) 
15 
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エ 業務その他部門の動向

○ 県の平成 18 年(2006 年)の業務部門からの排出量は 1,299 千トンであり、オフィスの OA 化

の進展や延べ床面積の増加などにより、基準年と比較して 216 千トン、20.0%の増加となって20 
います。

○ 本県においても第３次産業が進展する中、沿道型・郊外型の商業施設立地などが進んでおり、

排出量削減の追加的対策がとられない場合、さらに排出量が増加することが見込まれます。

【今後の課題】

25 
 

【図 2-(2)-8 滋賀県の車種別自動車保有台

数の推移】

● 温室効果ガスの大幅な排出削減を行うためには、社会経済制度の大胆な転換や新たな技術

の導入が必要です。

● 温室効果ガスの排出量が増加している「家庭部門」「業務その他部門」や自動車保有台数が

増加している「運輸部門」については、ライフスタイルや経済活動との関わりが大きいこと

から、省資源・省エネルギー行動の徹底など県民・事業者全体の理解と取組が必要です。
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（３） 自然環境

○ 県には、60 種以上の固有種をはじめ、1 万種を超える多様な野生生物が生息・生育していま

す。しかし、「滋賀県で大切にすべき野生生物 2005 年版」では、県内の 684 種の野生動植物に

ついて絶滅のおそれが指摘されており、2000 年版で指摘された 509 種から大きく増加するな

ど、近年、個体数の減少や生息・生育環境の悪化が進んでいることが明らかになっています。5
○ 魚類、鳥類など様々な生物の生息場所としても重要な琵琶湖周辺のヨシ群落の面積は、昭和

28 年(1953 年)には 260.8ｈa であったものが、平成 19 年度末には 169.3ｈa と、近年その面積

は回復しつつあるものの、大きく減少しています。(図 2-(3)-1) 
○ 湖岸の埋め立てや人工護岸化などによる内湖やヨシ群落といった産卵場所の喪失、水位の人

為的操作による産卵・生育環境の急激な変化、外来魚やカワウによる食害などにより、セタシ10 
ジミなどの貝類や、ニゴロブナ、ホンモロコなどのコイ科の漁獲量が特に減少しています。(図
2-(3)-2) 

○ 南湖では最近 10 年間で水草の繁茂面積が 1.8 倍になり、南湖の 60％以上を覆うほど異常繁

茂しており、その湖底では無酸素状態になるなど、砂地の減少とともに湖底環境を悪化させて

います。(図 2-(3)-3) 15
○ ここ数年、水辺域では、繁殖力が強く大量繁茂につながるおそれがあり、特定外来水生植物

に指定されているナガエツルノゲイトウやミズヒマワリが各地で確認されています。

○ 県の森林面積は、県土の 51％を占め、そのうち民有林の約 43％は人工林となっています。(図
2-(3)-4)また、人工林のうち、間伐などの手入れを必要とする９齢級以下の森林は 64.3%を占め

ています。(図 2-(3)-5) 20

【今後の課題】

25 
 

30 
【図 2-(3)-1 琵琶湖周辺のヨシ群落等】
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資料：滋賀県水産試験場「昭和 28 年度総合開発調査琵琶湖水位低下

対策（水産生物）調査報告書」、滋賀県環境室「ヨシ群落現存量等把

握調査」（平成４年(1992 年)３月）､滋賀県自然環境保全課35 
 資料：滋賀県水産課

【図 2-(3)-2 琵琶湖漁業魚種別漁獲量の推移】
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● 農林水産業就業人口の減少、高齢化や生活様式の変化によって森林・湖底をはじめとす

る自然環境の適切な管理が十分になされなくなったことが指摘されています。また、これ

までの開発行為などによって生物の生育・生息域が狭まったこと、外来魚やカワウ、水草

など特定の野生動植物が繁殖・繁茂し、本来の生態系のバランスの維持が危ぶまれている

ことなどから、人と自然の関わりの再構築や、生物多様性の保全への対応が必要です。
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25 

資料：滋賀県森林・林業統

計要覧（平成19年度）

【図 2-(3)-3 沈水植物の分布（南湖）】

所

（平成 19 年(2007 年)）

【図 2-(3)-5 民有人工林齢級別面積】

資料：滋賀県森林政策課（平成20年

(2008年)3月末現在）

【図2-(3)-4林種別民有林面積】

（平成 9 年(1997 年)）
資料：水資源機構 琵琶湖開発総合管理所

「琵琶湖水辺の環境調査」
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（４） 水・土壌環境

○ 琵琶湖の水質は、近年、北湖・南湖ともに窒素、りんは横ばいもしくは減少傾向にあり、富

栄養化は抑制されていると評価されます。(図 2-(4)-1、図 2-(4)-2) 5
しかし、有機汚濁の指標である COD は、BOD とは異なる動きを示し、昭和 59 年(1984 年)

以降上昇し、ここ数年高止まりの状況にあります。(図 2-(4)-3、図 2-(4)-4) 
○ 琵琶湖に流入する汚濁負荷量については、生活排水対策や工場排水規制などのいわゆる点源

対策に加え、農地や降雨に伴って道路や市街地などから流出する面源負荷についても対策を実

施してきました。主に下水道整備などによる点源負荷の削減により、総量としては着実に減少10 
してきています。(図 2-(4)-5) 

○ 淡水赤潮については、昭和 52 年(1977 年)に初めて発生が確認されて以降、減少傾向にあり

ます。一方、アオコについては、昭和 58 年(1983 年)に初めて発生が確認されて以来、昭和 59
年(1984 年)を除き毎年発生しています。(図 2-(4)-6、図 2-(4)-7) 

○ 暖冬であった平成 18 年度の冬に、「琵琶湖の深呼吸」と例えられる湖水の全循環が、例年よ15 
り大きく遅れ、平成 19 年度の秋には、湖底近くの溶存酸素濃度が低水準で推移するなどの現

象が現れています。(図 2-(4)-8) 
○ 琵琶湖・瀬田川に流入する主要な 24 河川の水質は近年良好な値で推移し、BOD の環境基準

達成状況は、平成８年度以降は 70%以上を維持しています。(図 2-(4)-9) 
○ 平成 19 年度は、これまで地下水汚染の確認された地域のうち、49 地域で地下水の定期モニ20 
タリング調査を実施しましたが、改善が見られる地域がある一方で、長期にわたり汚染が継続

している地域もあります。(図 2-(4)-10) 
 

【図 2-(4)-1 全窒素の経年変化】 【図 2-(4)-2 全りんの経年変化】

25 
【図 2-(4)-3BOD の経年変化】 【図 2-(4)-4COD の経年変化】
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【図 2-(4)-5 琵琶湖に流入する汚濁負荷量の経年変化】

【図 2-(4)-6 淡水赤潮の発生日数】 【図 2-(4)-7 アオコの発生日数】

【図 2-(4)-8 定期調査での今津沖中央底層（底から１m における溶存酸素濃度の変動）】
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【図 2-(4)-9 主要河川における BOD の環境基準達成状況（達成河川率）の経年変化】
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【図 2-(4)-10 地下水質の状況】

5
【今後の課題】

10 

資料：滋賀県琵琶湖再生課、琵琶湖環境科学研究センター

● 健全な琵琶湖を次世代へ引き継いでいくため、これまでの流入負荷削減などの取組に加

え、水質汚濁メカニズムを解明することなどを通じ、COD が徐々に増える傾向や琵琶湖

北湖深層部の低酸素化などの課題へ対応していくことが必要です。

● 土壌・地下水汚染の解消と新たな汚染の未然防止に向けた取組が必要です。
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（５） 大気・化学物質・その他の快適環境

ア 大気

○ 県の大気汚染の状況を直近５年間で見ると、二酸化いおう、二酸化窒素、一酸化炭素、浮遊

粒子状物質（SPM）はすべての測定地点で環境基準を達成しているものの、光化学オキシダン

トは、全地点で環境基準を超えており、国境を越えた大気の流動などによる影響も指摘されて5
います。(図 2-(5)-1、図 2-(5)-2) 
【図 2-(5)-1 二酸化窒素（ＮＯ２）の経年変化】 【図 2-(5)-2 光化学スモッグ注意報発令状況】
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イ 化学物質10 
○ PRTR 制度に基づく届出によると、県の化学物質の環境中への排出量は減少傾向にあります。

(図 2-(5)-3) 
○ 大気、水質・底質および土壌のダイオキシン類による汚染状況については、すべての調査地

点で環境基準を下回っています。(図 2-(5)-4) 
 15 
【図 2-(5)-3PRTR 上位５物質の排出量の推移】
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【図 2-(5)-4 大気中のダイオキシン類濃度（全地点平均）の推移】
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※平成 10・11 年度はコプラナーＰＣＢの測

定を行っていない。

※毒性等価係数：平成10年度は I-TEF(1988)
を平成 11 年度以降は WHO-TEF(1998)を使25 
用。 
※環境基準値 0.6pg-TＥQ/m3

30 
 

資料：滋賀県琵琶湖再生課、琵琶湖環境科学研究センター

資料：滋賀県琵琶湖再生課、琵琶湖環境科学研究センター

※PRTR･･･Pollutant Release and Transfer Registerの

略：化学物質排出移動量届出制度）とは、有害性のある多

種多様な化学物質が、どのような発生源から、どれくらい

環境中に排出されたか、あるいは廃棄物に含まれて事業所

の外に運び出されたかというデータを把握し、集計し、公

表する仕組み。日本では平成11年(1999年)、「特定化学物

質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関

する法律」（化管法）により制度化。

※平成13～14年度と平成15年度以降は届出対象が異なる。
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ウ 騒音・振動・悪臭

○ 県の騒音に関する苦情は、年間 100 件前後で推移しており、平成 19年度は 97 件となってい

ます。発生源別に見ると建設作業騒音が 30 件(30.9%)と多くなっています。また自動車騒音に

ついては、16箇所中８箇所において要請限度を超える結果となっています。(図 2-(5)-5)

○ 県の悪臭に関する苦情は、130件前後で推移しており、平成19年度は118件となっています。5
(図 2-(5)-6)

【図 2-(5)-5 騒音苦情の推移】 【図 2-(5)-6 悪臭苦情の推移】
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（６） 廃棄物・資源循環10 
○ 県の一般廃棄物の総排出量は、平成 18 年度で約 47.6 万トンとなっていますが、今後は人口の

増加に伴い、増えることが懸念されます。(図 2-(6)-1) 
また、１人１日あたりの排出量（排出原単位）は 948ｇとなっており、ここ数年微減傾向にあ

ります。一方で、ごみの資源化については、各市町による分別収集の取組などにより資源化量は

増加しています。(図 2-(6)-2) 15
○ 県の産業廃棄物の総排出量は、平成 18 年度で 403.8 万トンとなっており、排出量は近年横ば

いの状況です。再生利用量、減量化量はともに増加し、最終処分量は平成 9 年度 38.8 万トンで

あったものが、10.3 万トンに減少しています。(図 2-(6)-3) 
○ 産業廃棄物の不法投棄などについては、新規案件数は減少傾向にあるものの、年間 200 件あま

りの発生が見られます。その年度内解決率は平成 12 年頃の 50％前後から、近年では 70％台に向20 
上しています。(図 2-(6)-4)

【図 2-(6)-1 一般廃棄物の総排出量と処理状況・排出原単位の推移】

25 

※ 国では、平成 17 年度実績の

公表データより総排出量の定義を

「収集ごみ量＋直接搬入量＋自家

処理量」から「収集ごみ量＋直接

搬入量＋集団回収量」へ変更して

おり、この定義で見た場合、平成

18 年度の県の総排出量は 50.5 万

トン、排出原単位は 1,004ｇ、国

の排出原単位は 1,116ｇとなる。

資料：総務省「平成19年度公害苦情件数調査」
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【図 2-(6)-2 市町と集団回収による資源化量の推移】
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【図 2-(6)-3 産業廃棄物の総排出量と処理状況の推移】5
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【図 2-(6)-4 県内不法投棄等新規案件数と年度内解決率の推移】
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【今後の課題】10 

資料：滋賀県循環社会推進課

● 平成 27 年(2015 年)まで人口増加が予測され、一般廃棄物の排出量の増加が懸念されるこ

とから、３R(発生抑制、再利用、再生利用)の取組を今後とも推進していく必要があります。

● 産業廃棄物についても、資源化や不法投棄の防止など適正処理の取組を今後とも推進して

いくことが必要です。

資料：滋賀県循環社会推進課

資料：滋賀県循環社会推進課

資料：環境省「一般廃棄物処理事業実態調査」をもとに滋賀県循環社会推進課で作成
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第２章5

長 期 的 な 目 標

15 
 

25 
 

30 
 

35 
 

第２章では目指すべき滋賀の将来像と

その実現のための長期的な目標を示しま

す。また今後の施策を展開する上で必要

な基本的な視点を示します。
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１ 目指すべき将来の姿

平成19年12月に策定した滋賀県基本構想では、今後の県政運営の基本理念を「未来を拓く共

生社会へ」とし、実現に向けた戦略として「人の力を活かす」、「自然の力を活かす」、「地5
と知の力を活かす」の３つを掲げました。

「自然の力を活かす」戦略とは、「自然本来の力を再生可能な範囲で活かしながら損なわな

い『持続可能な社会づくり』を進めるとともに、損なった自然の力を再生させて、琵琶湖をは

じめとした豊かな自然を次世代に継承できる人と自然との新たな関係を築くこと」です。

そこで、この計画では、基本構想の基本理念と「自然の力を活かす」戦略に沿って、安全で10 
快適な生活を支える基本的な環境保全施策を着実に実施しながら、「温暖化の危機」、「資源

消費による危機」、「生態系の危機」に対応し、「持続可能な社会」の実現を図る環境政策を

構築します。

この計画では、おおむね一世代後である 2030 年を想定し、「持続可能な滋賀社会」を目指す15 
べき将来の姿と位置づけ、その実現を図るために長期的な目標と施策の基本方向を定めます。

「持続可能な滋賀社会づくり」に向けては、健全な県土の保全と良好な生活環境の確保に向

けた施策を基礎としながら、地球温暖化問題に対応する「低炭素社会づくり」、資源の消費を

抑制し環境への負荷を低減する「循環型社会づくり」、生態系が維持・回復され、自然と人間

が共生する「自然共生社会づくり」の３つの側面から取り組みます。20 

●持続可能な滋賀社会を目指して

25 
 

30 
 

健全な県土の保全

持持続続可可能能なな滋滋賀賀社社会会

低炭素社会 自然共生社会

循環型社会

健全な県土の保全 良好な生活環境の確保
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２ 持続可能な滋賀社会の実現に向けた長期的な目標

（１）目標の考え方

「低炭素社会づくり」、「循環型社会づくり」、「自然共生社会づくり」は相互に関連しあ5
っています。

例えば、「低炭素社会づくり」のために温室効果ガスの排出削減を進めることは、省資源・

省エネルギーや化石燃料から再生可能エネルギーへの転換を推進し「循環型社会づくり」に寄

与します。さらに琵琶湖や大気への負荷の低減にも好ましい影響を与えると考えられます。ま

た、本県における「自然共生社会づくり」を進めること、すなわち琵琶湖環境の再生のための10 
取組は、琵琶湖と向き合う人々の環境配慮意識を高め、省エネルギーや３R の取組を促進する

など、エコライフの実践を喚起し、「低炭素社会づくり」や「循環型社会づくり」にも寄与す

ることが期待されます。

そこで、この計画では３つの取組を統合的に進めていくために、「低炭素社会の実現」と「琵

琶湖環境の再生」を長期的な目標として、持続可能な滋賀社会の実現を目指すものとします。15 
 
（２）長期的な目標（この計画の目標）

注１目標の対象とする温室効果ガスは二酸化炭素（CO2）、メタン（CH4）、一酸化二窒素（N2O）、

ハイドロフルオロカーボン（HFC）、パーフルオロカーボン（PFC）、六フッ化硫黄（SF6）とする。20 
なお排出量の約９割はエネルギー起源のCO2 である。

ア 「低炭素社会の実現」を設定する背景

ＩＰＣＣ 第４次評価報告書によれば、地球の平均気温が2℃～3℃上昇すると、すべての地域

において自然環境から受ける恩恵が減少するか、または損失が増加することが示唆されていま25 
す。また、産業革命期からの気温上昇を2.8℃までに抑えるためには、2050 年のＣＯ２ 排出量

を2000 年比で60％～30％程度削減する必要があるとされています。

（次ページ 表 「地球環境の安定化シナリオ」 参照。）

このような科学的知見が示される中で、平成20年(2008年)7月の北海道洞爺湖サミットでは、

米国も含め 2050 年までに温室効果ガスを少なくとも半減するという目標をすべての国連交渉30 
参加国で共有し、その採択を求めることが合意されました。

こうした国際社会における動向を踏まえつつ、県民の生活と産業の基盤、そして琵琶湖をは

じめとする環境を守るためにも、滋賀県の温室効果ガス排出量の大幅な削減を目標として掲げ

ます。

ア 『低炭素社会の実現』

●2030 年における滋賀県の温室効果ガス排出量注１が５０％削減（1990 年比）されて

いる。

イ 『琵琶湖環境の再生』

●琵琶湖流域および周辺で健全な生態系と安全・安心な水環境が確保されている。

●遊・食・住などの人の暮らしと琵琶湖の関わりが再生している。
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県では、平成17年度から、琵琶湖環境科学研究センターを中心に持続可能な地域社会のあり

方を独自に研究してきました。研究では、先進的な技術を活用し、大胆に社会の仕組みやライ

フスタイルを転換すれば、目標の達成は可能であると推計しています。（「持続可能な滋賀社

会ビジョン」において想定している取組内容は、巻末資料編「温室効果ガス削減対策一覧」を

参照。）5

表 地球環境の安定化シナリオ

（出所）IPCC 第4 次評価報告書第3 作業部会報告書より作成

産業革命からの気温上昇（℃） 2050 年における必要な CO2排出削減量（2000 年比％）

2.0～2.4 -85 ～ -50

2.4～2.8 -60 ～ -30

2.8～3.2 -30 ～ +5

3.2～4.0 +10 ～ +60

4.0～4.9 +25 ～ +85

4.9～6.1 +90 ～ +140

イ 「琵琶湖環境の再生」を設定する背景10 
これまでの琵琶湖の環境政策は水質保全対策が中心であり、その結果、流入負荷の削減など

には一定の成果を上げてきました。今後は、豊かで望ましい生態系を保全する取組の強化が求

められています。生物多様性を確保し、様々な在来種でにぎわう、生命あふれる琵琶湖の再生

を目指します。

また、すべての県民が琵琶湖に愛着を抱き、大切にする気持ちを行動につなげていくことが、15 
琵琶湖環境の再生には不可欠です。そのためには県民の琵琶湖への思いを高め、深めていくこ

とが必要です。琵琶湖に遊び、恵みを味わい、湖畔で学び、リフレッシュして、自然との共生

を体感し、人々が琵琶湖とつながり、関わり合いを深めていくことを目標として掲げます。

なお「琵琶湖環境の再生」の目標は、マザーレイク 21 計画第 2 期計画の検討の中で、さら

に具体化していきます。20 
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20 
 

30 
 

40 
 
（３）長期的な目標に向けた計画期間内の取組

ア 低炭素社会の実現に向けた取組

2030 年における滋賀県の温室効果ガス排出量の 50％削減（1990 年比）に向けたロードマッ45 
プ（工程表）を作成します。そしてロードマップに示される新たな制度や仕組みづくりに取

り組む中で、平成 22 年度（2010 年度）には基準年比で９％の削減を達成し、さらに平成

25 年度（2013 年度）には、９％を上回る削減を目指します。

イ 琵琶湖環境の再生に向けた取組50 
マザーレイク２１計画の第 2 期計画を策定します。同計画では、必要な取組を体系的に

示すとともに「琵琶湖環境の再生」の進捗を的確に表す指標を設定します。これらを通し

て、平成 25 年度（2013 年度）には、「琵琶湖環境の再生」が着実に進展している状態を

目指します。

① 低炭素社会の実現

２０３０年における滋賀県の温室効

果ガス排出量５０％削減（1990 年比）

② 琵琶湖環境の再生

・健全な生態系と安全安心な水環境の確保

･人の暮らしと琵琶湖の関わりの再生

２０３０年

滋賀の現状

持続可能な滋賀社会の実現

長期的な目標

第三次滋賀県環境総合計画

(２００９年度～２０１３年度)
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３ 施策展開の基本的な視点

長期的な目標の実現に向け、施策を実施するにあたっての基本的な視点を定めます。

（１） 持続可能な滋賀社会の実現に向けた施策の推進の視点

5
ア 対症療法的だけでなく、総合的な視点で解決を目指します

従来型の社会システムの変革を通して、低炭素社会の実現や琵琶湖環境の再生への取組

を進めることは、環境問題の解決を図るばかりでなく、地域福祉の向上や、地域経済の活

性化につながるなど、社会全体に影響がおよびます。このため「部分解」に陥ることなく、

「全体解」すなわち持続可能な社会の実現のための「最適解」を見いだせるように総合的10 
な取組を進めます。

イ 様々な政策手法を組み合わせて取組を進めます

各種規制や税制・金融政策による誘導策など個別策として有効な対策・施策を組み合わ

せることで相乗効果が高まるようにします。また持続可能な社会づくりに向けて行動でき15 
る人づくりのために環境学習を推進します。

ウ 新たなビジネスチャンスの創出や県民生活の向上を目指します

技術革新や県民のライフスタイルの転換を促す仕組みづくりは、新たなビジネスチャン

スととらえることができます。持続可能な滋賀社会づくりのニーズをビジネスモデルの創20 
造や雇用機会の拡大につなげ、経済発展と県民生活の質の向上を目指します。

エ 最新の科学技術や伝統的な知恵を活用し、新たな豊かさを創造・普及します

最新の科学技術を活用するとともに、風土に根ざした伝統的な暮らしの知恵を活かし、

季節に応じた暮らしぶりの定着を図ります。また、人と人のつながりや、人と自然の共生25 
の中に新たな豊かさを見いだし、暮らしの中に根づくよう働きかけます。

オ 取組が利益となったり、効果が見える仕組みを構築します

県民や事業者の取組が継続し、拡大していくためには、環境配慮行動の選択を社会的に

誘導する仕組みが必要です。取組の努力が経済的・社会的に評価されたり、効果が実感で30 
きるシステムを整えていきます。

（２） 県民、事業者、市町などとの連携による施策の推進の視点

ア 県民、地域団体、ＮＰＯ、事業者などとの協働・連携を推進します35 
地域共通の課題である環境問題に対して、「環境自治」の理念のもと、自治の担い手で

ある県民、地域団体、ＮＰＯ、事業者などが、自主性や主体性を発揮して取り組めるよう、

積極的な情報の公開・提供を行うとともに、県民などのアイディアも活かして協働や連携

を推進します。また国際化など多様化が進む実態にも配慮します。

40 
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イ 市町とのより適切な連携・協力関係を構築します

地域における総合的な経営主体として住民に対して直接的に対応する市町の役割を踏まえる

とともに、市町と県の行政サービスが効果的・効率的となるよう、より適切な連携、協力関係

を築きます。

5
ウ 琵琶湖・淀川流域をはじめとする広域的な連携・協力を図ります

水、大気、廃棄物、エネルギーといった環境問題には広域的な連携を図ります。特に、琵琶

湖の治水・利水などに大きな関わりをもつ琵琶湖・淀川流域の関係自治体などとの関わりをさ

らに深めます。また流域住民をはじめ広く国民に対して、琵琶湖の恵みや保全の必要性につい

ての理解と協力を働きかけます。10 
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5

第３章

施策の方向

10 
 

20 
 

30 
 

40 
 

50 
 

第 3 章では、持続可能な滋賀社会の実
現に向けた施策の方向を示します。

まず、第 1 節と第 2 節では、持続可能社
会づくりの基礎となる、環境学習などによ
る「人育ち・人育て」と、住民参加や産業・
まちづくり、調査研究などの「基盤づくり」
の 2 つの分野について施策の方向を示し
ます。続いて第 3 節で、６つの環境分野別
に施策の方向を示します。

各分野ごとに、目指すべき将来の姿を示
し、次に前計画（新滋賀県環境総合計画）
の評価・課題を確認した上で、長期的な目
標に向けた戦略と施策の方向を示します。

また、施策の方向性に沿った取組に関
連する数値指標を設定し、進行管理に活
用します。

なお、目指すべき将来の姿は、「滋賀県
基本構想」や「持続可能な滋賀社会ビジョ
ン」とも共通するものであることから、これ
らの将来像の記述の中から、各分野に関
わりのあるものを掲げています。
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１ 目指すべき将来（2030 年頃）の姿

○ 人々は家族や地域、世代間のつながりを大切にし、交流を深め、支え合いながら生活しています。

○ 誰もが地域社会の一員として、互いの価値観を尊重しつつ、地域活動やボランティア・ＮＰＯ活5
動に積極的に参加しています。

○ 省エネルギー行動やグリーン購入がほぼすべての家庭・オフィスに普及しており、環境への負荷

が少ないライフスタイルが定着しています。

○ 県民が主役となって環境学習や環境保全活動、森林づくり活動などを県全体で展開しています。

10 
２ 現行施策の評価と課題

県では、これまで環境学習推進計画の策定や環境学習支援センターの開設などにより環境学習の支

援体制を確立し、ライフステージに応じた環境学習の充実を図ってきました。こうした県の取組や、

県民などの各主体の取組の結果、こどもエコクラブへの参加の拡大や、省エネルギー行動の実践率、

県民の買い物袋持参率が高まりなど、環境保全活動の浸透がうかがえます。15 
こうした気運や行動をさらに加速させ、地球温暖化問題など今日の環境問題の解決や持続可能な社

会の実現に向けて、私たち一人ひとりがより一層、環境に対する責任と役割を自覚し、解決に向けた

行動につなげていくことが求められています。

３ 施策の方向20 

（１）環境教育・環境学習の推進

○ 「滋賀県環境学習推進計画」に基づき、県民、ＮＰＯ・地域団体、学校、企業、行政などの様々

な主体の連携のもと、生涯にわたる環境学習の関連施策を体系的・総合的に進めます。40 
○ 様々な主体による環境学習が効果的かつ適切に実施されるよう「滋賀県環境学習支援センター」

の運営を通じ、環境学習に関する情報や交流の機会の提供、指導者の育成などを行います。

○ 地域の特性を活かした多様な環境学習の機会の充実や取組の広がりを図るため、地域で環境学習

を担う様々な主体の交流や連携の仕組みづくりを進めます。

○ 環境学習を教育課程に位置づけ、滋賀県の豊かな自然や身近な環境を通じて、人間の活動と環境45 
の関わりについて理解を深め、環境を大切にする心や実践的な態度、資質・能力を育成するととも

第１節 持続可能な滋賀社会の構築に向けた人育ち・人育て

◇「低炭素社会の実現」に向けて

● 自らの課題として地球温暖化問題をとらえられるよう、地球温暖化への理解と認識

を深めて、環境教育・環境学習を推進します。また、環境配慮行動の効果が見えるよ

うな仕組みを組み合わせて、省資源・省エネルギーをはじめとする環境保全のための

具体的行動の実践へとつなげ、低炭素社会の実現を図ります。

◇「琵琶湖環境の再生」に向けて

● 琵琶湖をはじめとする豊かな自然環境、地域固有の伝統文化や歴史などの素材、地

域の人材を活かした環境教育・環境学習の推進により、自分たちの地域環境は自分た

ちで良くしていこうという気運を高めていくことで、琵琶湖環境の再生を図ります。
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に、環境に関する教員の研修に努めます。

○ 環境をはじめとする地域課題について継続的・段階的に学ぶ機会づくりに取り組みます。

○ びわ湖フローティングスクールでの「びわ湖環境学習」（うみのこ）、森づくり体験などの「森林

環境学習」（やまのこ）、農業体験学習において、体験的に学ぶ環境教育を推進します。

○ 自然観察会や川、水辺に関する体験型環境学習の機会とともに、博物館などを利用した体験や学5
習の機会を充実します。

○ 琵琶湖をはじめとした滋賀の環境保全や保護に対する理解を深めるため、エコツーリズムを推進

します。

４ 数値指標10 

関 連 指 標 単位 実績
実績
年度

H22年度
中期目標

H25年度
目 標

環境学習企画サポート件数(累計） 件 496 H19 1,200 1,900
びわ湖フローティングスクール（うみのこ）事業実施学校数 校 全小学校 H19 全小学校 全小学校
森林環境学習（やまのこ）事業実施学校数 校 115 H19 全小学校 全小学校
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１ 目指すべき将来（2030 年頃）の姿

○ 誰もが地域社会の一員として、互いの価値観を尊重しながら、地域活動やボランティア・ＮＰＯ

活動に積極的に参加しています。5
○ 全産業が環境に配慮しながら発展し、事業や生産、流通の現場では高効率で低炭素型の施設や設

備が導入されています。

○ 環境こだわり農業が、県農業のスタンダ－ドとして定着しています。また、安全で高品質な近江

米、近江牛、近江茶などが地域ブランドとして確立するとともに、県産物へのニーズの高まりに対

応し地産地消が進み、農業が魅力豊かな産業として発展しています。10 
○ 森林資源が見直され、住宅や学校などの公共施設でも木材が使用され、県産木材の県内消費が進

んでいます。

○ 自家用車に頼らず、バスや自転車などにより、身近な移動が手軽にできるよう交通環境が整って

います。

○ 適正な規模と形態でコンパクトなまちづくり（都市機能の集約化）が進んでおり、住民が交わる15 
機会が増え、地域の課題を自分たちで解決する気運が高まっています。

○ 企業や大学、研究機関が連携し環境に関わる試験研究や技術開発を展開するとともに、豊富で質

の高い人材を育成しています。

２ 現行施策の評価と課題20 
環境保全活動を行う住民主体の組織体制が整備され、河川流域単位などで地域の特性を活かした取

組が展開されていますが、こうした活動が自立した運営となるよう、今後も支援していく必要があり

ます。

事業所の環境マネジメントシステムの導入は、全国的にも高い水準にありますが、環境に配慮した

経済活動が一層推進されるためには、導入が進んでいない中小事業者への環境マネジメントシステム25 
の普及を促進する必要があります。

環境こだわり農産物の栽培面積が大きく増加するなど、環境と調和した農業への転換が進んでいま

すが、地産地消を推進する上では、さらに生産を拡大する必要があります。

琵琶湖環境科学研究センターや琵琶湖博物館などでは、琵琶湖をはじめとする滋賀の環境に関する

総合的な試験研究や情報提供などを行っていますが、地球温暖化や琵琶湖流域での環境変化に対応し、30 
これまで以上に社会や行政のニーズに対応した試験研究を進めていく必要があります。

人口や産業活動の増大に伴う琵琶湖の自然環境への影響が懸念されることから、琵琶湖の水質保全、

水源のかん養、自然的環境・景観の保全に配慮した県土利用を図ることが重要となっています。

第２節 持続可能な滋賀社会の構築に向けた基盤づくり



34

３ 施策の方向

（１）地域との協働・住民参加5
○ 各種開発事業を対象に、計画策定の早い段階において環境保全側面や社会経済的必要性を総合的

に検討する戦略的環境アセスメント（ＳＥＡ）の制度について、国の動向を踏まえながら検討を進

めます。

○ 「マザーレイク２１計画」に基づき、これまでの取組成果の点検・評価なども踏まえながら、河

川流域の住民や事業者などが主体となった身近な河川での環境保全活動を推進します。10 
○ 河川の特性と地域の風土・文化などに応じた、地域との協働、住民参加による河川整備や維持管

理を行うことにより、流域一体となった防災や環境保全の取組を推進します。

○ 農村の土地、水、伝統、環境などの資源を良好な形でまるごと保全するため、田園の自然環境や

景観、農地・農業用水の保全など、地域ぐるみの共同活動を支援します。

○ 環境保全に取り組む県民、地域団体、ＮＰＯ、事業者などの自主的な活動を支援するとともに、15 
これら多様な主体との協働の推進を図ります。

○ 環境白書の発行による環境の状況や環境保全施策の報告および琵琶湖環境に関する一元的な情

報提供を行うなど積極的な環境情報の提供に努めます。

（２）環境と調和した産業・まちづくりへの転換20 
○ 地球規模での環境変化や琵琶湖流域での環境変化に対応し、持続可能に発展していくため、「持

◇「低炭素社会の実現」に向けて

● 環境への負荷が少ない移動手段への転換、木材や農産物の地産地消の推進、環

境マネジメントシステムの普及などをまちづくりや地域経済の活性化に活かしな

がら、県民や企業などの日常生活や事業活動における温室効果ガスを削減し、低

炭素社会の実現を図ります。

● 省エネルギー技術や新エネルギー技術を開発する産業を振興し、その技術を県

内で普及させることにより、温室効果ガスの削減につなげ、低炭素社会の実現を

図ります。

● 持続可能な社会への転換につながる方策や政策手段の調査研究を進め、各種規

制や誘導策など様々な政策手法を組み合わせた効果的な取組を検討することによ

り、低炭素社会の実現につなげます。

◇「琵琶湖環境の再生」に向けて

● 積極的な環境情報の提供や地域住民などと協働した環境保全活動を支援するこ

とにより、琵琶湖環境の再生を図ります。

● 環境への負荷削減技術を用いた農産物の栽培の普及や、水質汚濁防止関連の技

術開発の振興とその成果の普及により、琵琶湖環境の再生を図ります。

● 琵琶湖環境に関する様々な問題に対応するため、琵琶湖環境科学研究センター

や琵琶湖博物館をはじめ各試験研究機関は、より緊密な連携を図り、琵琶湖環境

の再生につなげます。
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続可能な滋賀社会ビジョン」に基づき、長期的視点による施策を展開します。

○ 企業の取組を支援しつつ、「びわ湖環境ビジネスメッセ」の開催による販路開拓や情報交流によ

って環境調和型産業への転換を図ります。

○ 企業や大学、研究機関が連携し環境に関わる試験研究や技術開発を展開するため、省エネルギ

ー・新エネルギー技術や水質汚濁防止技術などの環境分野の戦略的技術開発や製品開発に活発に取5
り組む環境産業の産業集積を目指します。

○ エコアクション２１など、事業者が取り組みやすい環境マネジメントシステムの普及を図るため、

普及促進を行うＮＰＯなどの活動を支援します。

○ 環境こだわり農業が県農業のスタンダードとなるよう推進するとともに、県産農水産物が県民の

目に見え、選んで買ってもらえるような総合的なＰＲ活動を展開します。10 
○ 飼料自給率の向上により輸送エネルギーの削減を進めるため、県内産飼料の生産拡大を図ります。

○ 県産木材の利用拡大を進めるため、安定供給体制の確立を図ります。

○ 県産木材の活用や省エネルギー化などによる環境に配慮した住宅の普及促進を図ります。

○ 鉄道やバスなどの公共交通機関と湖上交通や自転車・徒歩の組み合わせにより、自動車に頼らな

くても県内を移動することができる交通体系を整備します。15 
○ 商店街の活性化に向けた取組について、地域の課題解決を目指す多様な主体の参画を支援し、に

ぎわいのまちづくりを推進します。

○ 自動車に頼らないまちづくりや地産地消の推進など、低炭素社会の実現に向けて積極的に取り組

む市町を支援します。

○ 持続可能な滋賀社会への転換につながる有効な方策や、制度的・経済的手法について研究を進め20 
ます。

○ グリーン購入の推進などにより、生活様式や業務形態の省資源・循環型への転換を進めます。

○ 県庁のあらゆる分野において、省エネや環境配慮行動を実践するなど、持続可能な社会づくりに

向けた率先行動に努めます。

25 
（３）調査・研究の推進と成果の活用

○ 琵琶湖環境科学研究センターでは、琵琶湖と滋賀県の環境を継続的に観察・監視するとともに、

持続可能な滋賀社会の構築、琵琶湖と流域の水質・生態系の保全・再生、環境リスク低減のための

実態把握の３つの基本的課題を踏まえ、直面する様々な環境問題に対して、科学的側面から課題解

決を図るため、科学的知見を集約し総合解析することにより、政策提言を行います。30 
○ 琵琶湖博物館では、琵琶湖地域の自然、歴史、暮らしの研究・調査を総合的に進めるとと

もに、その成果を活用し、人びとが地域の調査活動に参加したり、あるいは研究活動を自ら

行うことができるよう支援します。

○ 琵琶湖環境科学研究センターや琵琶湖博物館をはじめ、県の試験研究機関の知見を社会に還元し、

県民の環境保全活動を科学的・技術的側面から支援することで、地域への貢献を図っていきます。35 
○ 琵琶湖環境に関する研究を効果的・効率的に進めるため、琵琶湖環境科学研究センター、琵琶湖

博物館、県立大学などの機能統合についての検討を行います。

○ 海外技術研修員の受け入れや、国際湖沼環境委員会(ILEC)、国連環境計画国際環境技術センター

(UNEP-IETC)などの国際機関との協調や連携を積極的に図りながら、琵琶湖に関する技術や経験の

発信を通じて、世界の水問題に貢献します。40 
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４ 数値指標

関 連 指 標 単位 実績
実績
年度

H22年度
中期目標

H25年度
目 標

びわ湖環境ビジネスメッセにおける有効商談件数（累計） 件 28,628 H19 38,328 47,028
環境こだわり農産物栽培面積 ｈａ 10,367 H19 12,000 12,000以上
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１ 目指すべき将来（2030 年頃）の姿5
○ 県内の温室効果ガスの排出量は半減されているとともに、世界中で削減の取組が進展しており、

地球全体で温暖化は抑制基調にあります。

○ 全産業が環境に配慮しながら発展し、事業や生産、流通の現場では高効率で低炭素型の施設や設

備が導入されています。

○ 高品質、高効率、長寿命の電器製品や給湯器などが普及するとともに、省エネルギー行動やグリ10 
ーン購入が、ほぼすべての家庭・オフィスに定着しており、環境への負担が少ないライフスタイル

が実践されています。

○ 高断熱仕様やＩＴを活用したＨＥＭＳ（ホームエナジーマネジメントシステム）を導入した住宅

や、太陽光や県産木材、バイオマスなど自然の仕組みや地域の資源を活用した住宅が、新築・リフ

ォーム・住み替え時に選択され、省エネで快適な生活空間が実現しています。15 
○ 再生可能エネルギーの活用、身近な公共交通手段を組み合わせた環境負荷の低い交通体系など、

温室効果ガスの排出を抑制する省エネ・省資源型社会への転換が進んでいます。

○ 農林水産業による適切な利用によって農地や森林の多面的機能などが持続的に発揮されていま

す。

20 
２ 現行施策の評価と課題

県では、「滋賀県地球温暖化対策推進計画」を平成 18 年(2006 年)12 月に改定し、平成 22 年(2010

年)において県域における温室効果ガスの総排出量を平成2年(1990年)比で９％削減することを目標

としました。この目標の達成を目指し、一定規模以上の事業者に大気環境負荷低減計画の策定を求め

るほか、地球温暖化防止活動推進員による地域での啓発活動の推進やエコカーの普及を図るためのエ25 
コカーマイスターの養成などを実施してきました。

さらに、平成 20 年 3 月には、2030 年（平成 42 年）に県の温室効果ガスの総排出量を 1990 年（平

成 2年）比で半減するという目標を含む「持続可能な滋賀社会ビジョン」を策定し、長期的な目標に

ついて県民や事業者などの各主体との共有を図ることとしました。

今後、低炭素社会の実現に向けて、温室効果ガスの削減につながる効果的な施策の展開を図るため、30 
世界や国の動向も踏まえながら、新たな仕組みづくり、制度づくりが必要です。

新エネルギー導入については、個人が設置した太陽光発電施設に対して余剰分の売電量に応じて助

成を行うモデル事業や、地域の特性に応じた新エネルギーの利用を推進するために、産学官の連携に

よる新エネルギーの研究や、バイオディーゼル燃料バスの実証試験を行ってきました。

今後、新エネルギー導入をさらに推進するために、様々な主体が参加しやすい仕組みや、資金的な35 
支援のみでなく新たな仕組みを構築していくことが必要です。

40 

第３節 各分野別の環境施策の推進

１ 地球温暖化対策
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３ 施策の方向

（１）地球温暖化対策の推進5
○ 「滋賀県地球温暖化対策推進計画」に基づき、総合的かつ計画的に地球温暖化対策を進めます。

○ 温暖化対策の一層の推進を図るため、滋賀の特性に配慮した、新たな条例を含めた制度設計の検

討を行います。

○ 2030年までに県の温室効果ガスの排出量を1990年比で半減するためのロードマップを作成しま

す。10 
○ 経済界との協働による「滋賀エコ・エコノミープロジェクト」により、経済発展とＣＯ２削減を

同時に推進するための仕組みづくりと実践を行います。

○ 家庭における温室効果ガス排出削減のため、企業などとの協働により、インターネットを活用し

た「みるエコおうみ」プログラムの普及を図るほか、省エネルギー・省資源行動の徹底、環境に配

慮した自動車利用、住宅の省エネルギーや新エネルギーの導入、地域や住宅の緑化、県産木材の利15 
用促進、環境保全活動への参加などの取組を推進します。

○ 事業所における温室効果ガス排出削減のため、「滋賀県大気環境への負荷低減に関する条例」に

基づく大気環境負荷低減のための自主管理計画の策定、省エネルギー・省資源型の事業活動、新エ

ネルギーの導入、ビルや工場などの省エネ化、環境に配慮した自動車利用、緑の保全・創出などの

取組を推進します。また、中小企業向け環境マネジメントシステムの普及や効果的な実践事例の普20 
及などを通じて事業者のＣＯ２の総排出量を削減するための取組を進めます。

○ 地球温暖化防止活動推進センターへの支援を通じ、地球温暖化防止活動推進員などによる地域で

の啓発活動や広報活動を進めます。

○ 資源化されない廃棄物の排出量を削減することにより、廃棄物処理にかかる温室効果ガスの発生

を抑制します。25 

◇「低炭素社会の実現」に向けて

● 最新の科学技術や伝統的知恵を活用し、事業活動やライフスタイルの転換を促す

仕組みづくりを通じて、省資源・省エネルギーの取組を定着・拡大させることによ

り、温室効果ガスの排出量が増加傾向にある「業務」、「家庭」の各部門や自動車保

有台数が増加している「運輸」部門についての排出削減を進め、低炭素社会の実現

を図ります。

● 効果の実感できる仕組みや経済的な誘導策など、様々な政策手法を組み合わせ、

県民、事業者、行政の各主体の温暖化対策の取組を確実に推進し、温室効果ガスの

排出削減を図るとともに、再生可能エネルギーの導入促進を通じて、新たなビジネ

スチャンスも創出しながら、低炭素社会の実現を図ります。

● 国の「経済危機対策」などに基づく基金や交付金などを活用し、雇用促進や地域

活性化と併せた温室効果ガスの排出削減や新エネルギーの導入に関する事業を促進

し、低炭素社会の実現を図ります。

◇「琵琶湖環境の再生」に向けて

● 温室効果ガスの排出削減の取組を通じて、ライフスタイルや事業活動の省資源・

省エネルギー化を進め、琵琶湖へ流入する汚濁負荷の削減を図ります。
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○ 森林の持つ、二酸化炭素を吸収し、地球温暖化防止に貢献する働きを十分に発揮させるため、間

伐などの適切な森林整備を推進します。

○ 温暖化の影響評価、温暖化の緩和策(防止策)、および適応策という 3つの視点から、持続的な農

業・水産業を目指します。

○ 鉄道やバスなどの公共交通機関と湖上交通や自転車・徒歩の組み合わせにより、自動車に頼らな5
くても県内を移動することができる交通体系を整備し、エコ交通を進めます。(再掲)

○ 県は、電気自動車やハイブリッド車などの低公害車を公用車として導入するとともに、ＥＳＣＯ

事業などの導入やグリーンオフィス滋賀の取組の推進、また下水処理などにおけるエネルギーの効

率化などを図ることにより、事業者として自らのＣＯ２排出量削減に向けた率先行動に取り組みま

す。10 

（２）新エネルギーの導入の促進

○ 「新エネルギー導入戦略プラン」（目標年度：平成 22 年）の取組の総括、評価を行い、今後の新

エネルギー導入についての方針を検討します。

○ 国の経済危機対策にかかる制度を活用し、家庭に対する太陽光発電設備の導入を支援します。15 
○ 農村が持つ自然エネルギーを活用し、持続可能な農村社会の実現を目指して、既存水利施設を利

用した小水力発電施設の導入を進めます。

４ 数値指標

関 連 指 標 単位 実績
実績
年度

H22年度
中期目標

H25年度
目 標

温室効果ガス排出量の削減率（平成2年比） ％ 7.7 H18 9 9以上
「みるエコおうみ」プログラム取組世帯数 世帯 ー 50,000 50,000を維持
県内での太陽光発電による総発電容量 ｋW 17,402 H16 100,000 100,000以上20 
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１ 目指すべき将来（2030 年頃）の姿

○ 春夏秋冬の季節感が感じられ、美しい琵琶湖の風景や緑豊かな森林があります。

○ 琵琶湖や流域河川では在来の魚貝類でにぎわい、生物多様性が確保されています。5
○ 琵琶湖と共存しながら、健全で持続的な生産活動が行われることにより、農地や森林の持つ多面

的機能が十分に発揮されています。

○ 奥山、里地里山、琵琶湖などの野生動植物の生息・生育空間（ビオトープ）の保全・再生・ネッ

トワーク化が図られ、生物の多様性が確保されています。

○ 県民が主役となって環境学習や環境保全活動、森林づくり活動などを県全体で展開しています。10 

２ 現行施策の評価と課題

野生動植物との共生を目的とした「ふるさと滋賀の野生動植物との共生に関する条例」を制定し、

希少種の保護対策、外来種対策、有害鳥獣対策を推進するとともに、有害鳥獣については特定鳥獣保

護管理計画も策定するなどして対策を進めていますが、依然として被害が発生しています。15 
里山、田園、河川、水辺など様々な場所での生態系の保全・再生に向けた取組については、琵琶湖

における外来魚の推定生息量が減少するなど一定の成果を上げていますが、水草の大量繁茂など新た

な課題も顕在化しており、今後も取組を継続していく必要があります。

また、「琵琶湖森林づくり条例」に基づき、森林の多面的な機能が持続的に発揮されるように、環

境重視と県民協働という視点に立った森林づくりを進めていますが、地球温暖化問題への対応という20 
面からも、二酸化炭素の吸収源となる森林の適正な管理が望まれています。

３ 施策の方向

25 

（１）自然環境の総合的保全

○ 恵まれた自然を保全するため、「滋賀県自然環境保全条例」に基づき自然環境保全地域や緑地環

境保全地域の指定を行います。また、植物や地質鉱物などで、学術的および教育的に価値の高いも

のや地域に親しまれているものなどを次代に引き継いでいくため自然記念物として指定します。45 
○ 外来植物の侵入や植生の遷移、観光客の集中利用により自然環境の劣化が懸念される伊吹山のお

２ 自然環境

◇「低炭素社会の実現」に向けて

● 県産木材の利用拡大や、県民などとの協働も活かした森林や里山の適正な管理を通

じて、森林の持つ二酸化炭素吸収源としての機能を充分に発揮させ、温室効果ガスの

削減を図ります。

◇「琵琶湖環境の再生」に向けて

● 人と自然の関わりの回復の視点を持って、内湖や砂浜、ヨシ群落など湖辺の生態系

を保全・再生し、琵琶湖固有の魚類などが生息・生育できる環境を整備することによ

り、琵琶湖環境の再生を図ります。

● 森林や里山の適正な管理を進め、森林の持つ水源かん養機能や水質浄化機能を高め

ることにより、琵琶湖の水質保全を図ります。
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花畑について、自然環境の保全・再生に取り組みます。

○ 自然公園において、優れた風景地の保護管理に努め、自然保護監視員による指導を行います。

○ 自然環境保全意識の普及啓発を図るため、県立朽木生きものふれあいの里センターや県立三島池

ビジターセンターなどを自然環境教育の拠点とし、自然観察会のプログラムの充実などを行います。

○ 湿地の賢明な利用を進めるため、ラムサール条約の登録湿地である琵琶湖との良好な関わり方の5
情報発信などを行います。

○ 「滋賀県琵琶湖のレジャー利用の適正化に関する条例」に基づき、レジャーの面からの琵琶湖へ

の環境負荷の低減をめざします。

○ 公共工事については、生物環境アドバイザーなどの指導を受けるなどにより、生物環境に配慮し

た工事の実施に努めます。10 
○ 湖辺の砂浜やヨシ原、松林などを保全するために、湖岸浸食の著しい砂浜の浸食防止対策を実施

します。また、人工湖岸を、現在の治水機能を確保しつつ、砂浜やヨシ原などの自然湖岸へと再生

します。

○ 河川の改修にあたっては多自然川づくりを基本とし、護岸は必要最小限として河畔林や瀬・淵を

保全するほか、自然な河床形状を保つなど、自然環境に配慮します。15 
○ 農村の土地、水、伝統、環境などの資源を良好な形でまるごと保全するため、生物に配慮した水

田管理や水田に生息する生物の観察会の開催など、地域住民による豊かな田園の生きものを育む取

組を支援します。

○ コイ・フナ・ナマズなどが琵琶湖周辺の水田で産卵・生育できる環境の回復を目指し、地域住民

による魚道の整備などの取組を支援します。20 

（２）健全な生態系の保全・回復

○ 「滋賀県ビオトープネットワーク長期構想」に基づき、野生動植物の個体の生育および生育環境

の保全、再生、ネットワーク化を推進します。

○ 生物の多様性に富む、琵琶湖の湖辺に拡がる陸域と水域の推移帯（エコトーン）を中心に、生物25 
の生育・生息状況の把握や生態系のメカニズム解明に努め、健全な生態系の保全・再生に活かしま

す。

○ 琵琶湖湖辺域の推移帯におけるビオトープネットワークを形成するため、その拠点としてふさわ

しい早崎内湖の再生に向けた実施計画を作成します。

○ 「滋賀県琵琶湖のヨシ群落の保全に関する条例」に基づき、琵琶湖のヨシ群落の健全な育成を図30 
ります。

○ 琵琶湖において過剰に繁茂する水草を適切に刈り取ります。また、刈り取った水草の利活用につ

いての検討を進めます。

○ 生態系の保全を図るため、琵琶湖および内湖などに生育する外来水生植物の実態把握や駆除など

を行います。35 
○ 「琵琶湖・淀川流域圏の再生計画」の「南湖再生プロジェクト」の一環として、国、水資源機構、

県など関係機関の連携を積極的に図りながら、南湖湖底の生物生息空間の回復を目指します。

○ 外来魚の駆除を実施するほか、「滋賀県琵琶湖のレジャー利用の適正化に関する条例」に基づき

釣り上げた外来魚の再放流（リリース）禁止の定着に向けた取組を徹底し、琵琶湖固有の魚類相の

回復を目指します。また、継続的に在来魚の種苗放流を実施します。40 
○ 「ふるさと滋賀の野生動植物との共生に関する条例」により、希少種の保護施策を推進するとと

もに、在来の生態系をかく乱するおそれのある外来種の対策などを進め、生物多様性の保全を図り

ます。また、県民との協働により野生生物の生育・生息状況の調査を実施し、希少種の情報を記載
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した「滋賀県で大切にすべき野生生物」の生息・生育情報の精度を高めます。

○ 農林水産業への被害が深刻化しているニホンザル、ニホンジカ、ツキノワグマ、カワウについて

は、特定鳥獣保護管理計画などに基づき、被害防止対策、生息環境の整備、個体数管理を進めます。

鳥獣による被害が生じた場合には、必要に応じ有害鳥獣の捕獲を実施します。

○ 野生動物の保護を進めるため、鳥獣保護区の設定などによる計画的な鳥獣保護と併せて、傷病鳥5
獣の治療やリハビリのための受け入れ体制の整備とボランティアの育成などを実施します。

（３）みどりづくりの推進

○ 森林、里山、田園、都市内緑地、河川、水辺などの多様な空間において、地域性に応じた多様な

生物が生息・生育する豊かな環境を創出・保全する多様なみどりづくりを推進します。10 
○ 森林の持つ多面的機能が持続的に発揮されるように、環境に配慮した森林づくりを進めます。

○ 県民が様々な場面で主体的に森林づくりへ参画できるよう、地域の活動団体による森林づくりを

支援します。また、琵琶湖森林づくり県民税の目的や使途など、森林づくりに関する情報を積極的

に発信します。

○ 企業の社会貢献活動としての森林整備・保全活動を促すため、活動フィールドの情報収集など、15 
サポート体制の整備に努めます。

○ 県立近江富士花緑公園や山門水源の森、きゃんせの森などの拠点施設を活用し、森林づくりやみ

どりづくりの普及啓発に努めます。

○ 「緑の募金」活動の推進により、豊かな生活環境を創造するための身近なみどりづくりや、その

普及啓発に努めます。20 
○ 緑地保全地区や風致地区、歴史的風土保全制度の活用による緑地の保全、びわこ地球市民の森な

どの公園・緑地の整備、緑の街路づくりを進めるとともに、宅地開発などにおける現存樹林の保全

などによるみどり空間の確保を図ります。

○ 県産木材の利用拡大を図るため、安定供給体制の確立に向けた施策を推進します。（再掲）

○ 森林センターにおいて、森林づくりなどについての調査研究を行うとともに、その成果や技術の25 
普及啓発に努めます。

４ 数値指標

関 連 指 標 単位 実績
実績
年度

H22年度
中期目標

H25年度
目 標

希少野生動植物種の「生息・生育地保護区」の箇所数 箇所 2 H19 10 10
人工湖岸を再自然化した累計延長 m 2,930 H19 3,800 3,800
外来魚推定生息量 ｔ 1,600 H18 1,000 700
県の鳥カイツブリの生息数 羽 629 ※１ 800 800
琵琶湖のヨシの面積 ｈａ 151 H14 159 159以上
緑化されている道路の延長 km 183.9 H18 200 240
都市公園面積（県民１人当たり） ｍ２ 8.1 H19 9.5 9.5

年間間伐実施面積 ｈａ 1,920 H15 2,600 2,600
※１）「県の鳥カイツブリの生息数」の基準年の欄の数字はH17～19年度の平均値

30 
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１ 目指すべき将来（2030 年頃）の姿

○ 春夏秋冬の季節感が感じられ、美しい琵琶湖の風景や緑豊かな森林があります。

○ 琵琶湖と共存しながら、健全で持続的な生産活動が行われることにより、農地や森林の持つ多面5
的機能が十分に発揮されています。

○ 都市部では、住宅・商店などが集約されたり計画的な住宅立地が進むことにより、まとまったオ

ープンスペースが生まれ、身近に自然と触れ合える緑地や親水空間が計画的に配置されたり、家庭

菜園が営まれるなど、快適な都市空間が実現しています。

○ 農村部では、農業や林業の健全でかつ持続的な生産活動を通して豊かな県土が保全され、美しい10 
田園・里山景観が維持されています。

○ 歴史文化などを観光資源として活かしたまちづくりが進んでいます。

２ 現行施策の評価と課題

「景観法」および「ふるさと滋賀の風景を守り育てる条例」に基づき景観形成の取組を推進すると15 
ともに、「湖国風景づくり宣言」や「滋賀県景観計画」を策定し、琵琶湖を中心としたひろがりとつ

ながりのある景観形成を進めています。今後、景観行政団体となる市町が増加していくと考えられる

ことから、地域の特性に応じた景観形成を尊重しつつ、県土の一体的な景観保全を図るため、県と関

係市町との連携を十分に図っていく必要があります。

また、県内にある多くの貴重な文化財や伝統文化などを県民が身近に親しみ、潤いある生活につな20 
げるよう、積極的な保存と活用が求められています。

３ 施策の方向

25 

（１）湖国の景観の保全・創造

○ できるだけ多くの市町が景観行政団体となり、地域の特色に応じた景観行政に取り組むよう、景

観法の活用について、市町に対する啓発や研修に努めます。また、景観行政団体協議会を設置し、

県内の景観行政団体とともに琵琶湖の景観など広域的な課題に取り組みます。30 
○ 農村の土地、水、伝統、環境などの資源を良好な形でまるごと保全するため、レンゲやコスモス

などの景観作物の栽培や、伝統的な農法や施設の保全など、地域住民による心なごむ田園景観を守

り育てる取組を支援します。

○ 地域住民との協力を図りながら、水辺や河川などの良好な環境の保全や、沿道の景観づくりを進

めます。35 

３ 景観・歴史的環境

◇「琵琶湖環境の再生」に向けて

● 先人から受け継いだ美しい湖国の風景を守り育てていくことを通じて、健全な生態系

を確保することや、人の暮らしと琵琶湖の関わりを再生することにより、琵琶湖環境の

再生を図ります。

● 人と水が関わってきた歴史や文化を守り育てるとともに、学びに活かし、水と共存す

ることの大切さへの気づきを促すことで、琵琶湖環境の再生につなげます。
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（２）歴史的環境の保全

○ 県内各地に所在する文化財の実態を把握し、今後の保存・活用を検討するための基礎資料となる、

各種の文化財調査を進めます。

○ 身近な歴史環境の保全・活用の推進のために歴史的建造物などの保全を点から面へ広げ、より豊

かな歴史的環境の保全を図ります。5
○ 特に重要な史跡については公有化を進め、調査を行うことにより、地域住民が生活の中で歴史、

文化に触れる場として、広く活用を図ります。

４ 数値指標

関 連 指 標 単位 実績
実績
年度

H22年度
中期目標

H25年度
目 標

景観行政団体となった市町の数 市町 7 H19 9 11
県指定(選定）文化財の件数 件 375 H19 435 435
登録有形文化財の件数 件 249 H19 270 30010 
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１ 目指すべき将来（2030 年頃）の姿

○ 琵琶湖で泳いだり、美しい水辺に集うなど、琵琶湖は人々が憩い、リフレッシュできる場として

高い価値を保持しています。5
○ 農林水産業による適切な利用によって農地や森林の多面的機能などが持続的に発揮されていま

す。

○ 快適で安全な生活に向けて、公園や下水道、交通環境の整備などのまちづくりや情報通信技術の

活用が進んでいます。

10 
２ 現行施策の評価と課題

生活排水対策や農業排水対策などを講じてきたことにより、琵琶湖への流入負荷量の削減は進んで

います。今後は、これまでの取組に加えて、流入負荷量の削減による琵琶湖の水質改善効果の検証を

行うことや、ＢＯＤは減少しているにもかかわらず、同じ有機汚濁の指標であるＣＯＤが増加傾向に

あることの原因を解明することなどにより、水質と生態系を健全な形で維持・再生していくための効15 
果的な保全策に結びつけていく必要があります。

さらに、地球温暖化の進行が懸念される中、北湖深層部の低酸素化現象など、気候変動による琵琶

湖水質や生態系への影響を把握する必要があります。

また、水源かん養機能など森林の持つ機能を活かすために、除間伐を必要とする森林の整備を重点

的に進めています。しかし、林業の低迷により放置された森林が増加しており、環境を重視した森林20 
づくりを進める必要があります。

土壌・地下水汚染については、水質汚濁防止法や土壌汚染対策法に基づく調査の結果、長期にわた

る汚染の継続や新たな汚染が確認されており、これらの解消と新たな汚染の未然防止に向けた取組を

進める必要があります。

25 
３ 施策の方向

４ 水・土壌環境

◇「低炭素社会の実現」に向けて

● 最新の省エネルギー技術を活用して水処理を進めるなど、琵琶湖への流入負荷削減

対策をより効率的に進めることにより、温室効果ガスの排出削減につなげ、低炭素社

会の実現を図ります。

● 間伐などの森林施業を適切に実施し、災害の防止や水源かん養の機能とともに二

酸化炭素吸収源として機能する森林を維持し、低炭素社会の実現を図ります。

◇「琵琶湖環境の再生」に向けて

● 農地や路面等の面源および事業場等の点源から琵琶湖へ流入する汚濁負荷の削減

対策等を推進し、水質保全を通じて琵琶湖環境の再生を図ります。

● 森林や農地を適正に整備・管理し、災害の防止や水源かん養の機能とあわせて水質

浄化機能を効果的に発揮させることで、琵琶湖環境の再生を図ります。

● 気候変動による琵琶湖の水質、水生生物、魚類、水収支等への影響を予測評価し、

適応策につなげていくことで、琵琶湖環境の再生を図ります。
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（１）水・土壌環境保全対策の推進

○ 「湖沼水質保全対策特別措置法」に基づく「琵琶湖に係る湖沼水質保全計画」の着実な推進に努

めます。

○ 琵琶湖の水質汚濁メカニズム解明調査を継続的に実施し、琵琶湖総合保全学術委員会において琵5
琶湖再生の方向性や琵琶湖再生調査についての検討を行います。

○ 北湖深層部の低酸素化に関する実態把握と生態系や水質への影響把握を、琵琶湖環境科学研究セ

ンターの中期計画に位置づけ、定期的に調査を行い実態の把握などに努めます。

○ 下水道の整備促進と各戸への接続率を向上させるとともに、効率的な下水処理を行い、流入河川

や琵琶湖への汚濁負荷を削減します。また、下水処理にかかるエネルギー効率の向上にも努めます。10 
○ 合併処理浄化槽については、生活排水を早期かつ適正に処理するため、下水道など整備計画のな

い地域や下水道などの供用開始が長期間見込まれていない地域において整備促進を図ります。

○ 事業場などの点源からの排水に対し、引き続き監視・指導を行い、適正な自主管理による排出抑

制を推進します。

○ 雨水幹線整備事業などにより、市街地や道路などの面源から、降雨に伴って流出する汚濁負荷の15 
抑制に努めます。

○ 「滋賀県琵琶湖のレジャー利用の適正化に関する条例」に基づき、従来型 2サイクルエンジンの

使用を禁止し、プレジャーボートの排気ガスによる水質への影響を低減します。

○ 環境こだわり農業を推進し、栄養塩類、濁水、農薬成分の流出負荷量の低減を図ります。

○ 農業集落排水の適正な管理や高度処理により、琵琶湖への汚濁負荷の削減を進めます。20 
○ 農村の土地、水、伝統、環境などの資源をまるごと保全するため、田園の自然環境や景観、農地・

農業用水の保全など、地域ぐるみの共同活動を支援し、水田からの負荷削減を実現します。

○ 農地から流出する汚濁負荷を削減するため、循環かんがい施設や反復利用施設、浄化施設の整備

など、再利用対策や発生源対策を進めるとともに、その適正な運用、維持管理のための仕組みづく

りに取り組みます。25 
○ 琵琶湖への汚濁負荷を削減するために、流入河川対策や底質改善対策を実施します。

○ 県内の地下水汚染の状況を監視するため、毎年度、地下水質測定計画を策定し、計画に基づく調

査を継続的に実施します。

○ 平成２０年に施行した改正滋賀県公害防止条例に基づき、地下水汚染の未然防止や早期発見と改

善、土壌汚染の改善に努めます。30 

（２）水源かん養対策の推進

○ 洪水や渇水を緩和し、水質を保全する機能を持つ森林や農地などを保全します。

○ 強雨時の土壌流出などにより、保水機能や水質浄化機能が低下することを防ぐため、県土を保全

する砂防事業の推進により、土壌層の安定化を図ります。35 
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４ 数値指標

関 連 指 標 単位 実績
実績
年度

H22年度
中期目標

H25年度
目 標

県内主要河川の水質目標の達成率 ％ 79 H19 100 100
琵琶湖の透明度 ｍ 7.5※１ H19 7.2 7.2
琵琶湖の水質
（COD) 北湖 ｍｇ/L 2.6 H17※２ 2.6 2.6以下

南湖 ｍｇ/L 3.2 H17※２ 3.1 3．1以下
（T-N) 北湖 ｍｇ/L 0.32 H17※２ 0.30 0．30以下

南湖 ｍｇ/L 0.36 H17※２ 0.33 0．33以下
（T-P) 南湖 ｍｇ/L 0.018 H17※２ 0.018 0.018以下

琵琶湖のプランクトンの異常発生日数と水域数
（アオコ） 日数 5 H19 0 0

水域 3 H19 0 0
（淡水赤潮） 日数 0 H19 0 0

水域 0 H19 0 0
琵琶湖の水泳場の「快適」ランクの箇所数 箇所 7 H19 10 10
下水道を利用できる県民の割合 ％ 83.5 H19 85 85以上
年間間伐実施面積（再掲） ｈａ 1,920 H15 2,600 2,600
整備を必要とする農業集落排水処理施設に対する整備割合 ％ 97.3 H18 98.2 98.7
事業場排水基準遵守率 ％ 95 H19 100 100
プレジャーボートの環境対策型エンジンの使用率 ％ 29 H18 100 100
流域単位での農業排水対策の面積 ｈa 14,036 H18 16,800 16,800

※２）「琵琶湖の水質」は、目標値設定の基となっている「第５期琵琶湖に係る湖沼水質保全計画」（平成１８～２２年
度）における基準年である平成１７年度の実績値を示している。

※１）「琵琶湖の透明度」は、比較的経年変動が大きく、６．１ｍ（H16年度）、６．８ｍ（H17年度）、７．７ｍ（H18年
度）、７．５ｍ（H19年度）、６．８ｍ（H20年度）と推移している。
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１ 目指すべき将来（2030 年頃）の姿

○ 琵琶湖と共存しながら、健全で持続的な生産活動が行われることにより、農地や森林の持つ多面

的機能が十分に発揮されています。5
○ 公共交通や自転車歩行者道の基盤整備により、バス・鉄道などの利用者が増え、自動車利用が減

ることにより、誰にとっても、安全でゆとりある、まちづくりが進んでいます。

○ 快適で安全な生活に向けて、公園や下水道、交通環境の整備などのまちづくりや情報通信技術の

活用が進んでいます。

○ 自家用車だけに頼らず、鉄道やバス、乗り合いタクシーなどの公共交通機関などにより、身近な10 
移動が可能になっています。

２ 現行施策の評価と課題

滋賀県の大気汚染の状況は、二酸化いおう、二酸化窒素、一酸化炭素、浮遊粒子状物質（ＳＰＭ）

については、全ての測定地点で環境基準を達成していますが、光化学オキシダントは環境基準が達成15 
されておらず、近年は毎年、光化学スモッグ注意報が発令されています。今後は大気環境について、

シミュレーションの実施や大気自動測定局の適正配置の検討などを行い、大気状況の面的把握を行う

必要があります。

また、「びわこ横断エコバス」の運行や｢鉄道版エコ交通モデル」の確立に向けた各地域の取組に

より、エコ交通に対する理解と気運を作り出すことに取り組みました。今後は交通事業者･関係団体･20 
関係市町などとの連携を強化し、継続的・多角的な取組を展開していく必要があります。

ＰＲＴＲ法に基づく化学物質の排出量は、年々低下傾向はみられるものの、事業所からの届出排出

量は、全国の約 2.0％と、工業県である本県の特性を反映し、面積や人口規模からすると比較的多い

傾向にあります。このため、事業場などにおける化学物質の適正な管理の促進などにより、環境中に

放出される化学物質量を削減する必要があります。25 

３ 施策の方向

（１）大気環境保全対策の推進30 
○ 滋賀県の大気状況について監視を継続し、面的把握を行い、良好な大気環境の確保につなげます。

○ 大気環境中の有害大気汚染物質やアスベストについて定期的な監視を実施します。

○ 工場や事業場からの排出ガスなどに対し、引き続き監視・指導を実施し、適正な自主管理による

５ 大気・化学物質・その他の快適環境

◇「低炭素社会の実現」に向けて

● 環境負荷を小さくする技術や機器、施設の導入などにより、工場や事業場における大

気汚染物質削減と温室効果ガスの削減を一体的に進め、低炭素社会の実現を図ります。

● 自動車利用から公共交通機関や自転車への利用転換が、利用者にとってメリットとな

るような仕組みづくりを通じて低炭素社会の実現を図ります。

◇「琵琶湖環境の再生」に向けて

● 工場や事業場における大気汚染物質削減や化学物質などの適正な管理を促進すること

により、降雨などを経由した琵琶湖への負荷を削減し、琵琶湖環境の再生を図ります。
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排出抑制を進め、大気環境の保全を図ります。

○ 「滋賀県大気環境への負荷の低減に関する条例」に基づき、工場・事業場に対しばい煙や有害大

気汚染物質の排出量低減を図る自主管理計画の策定や継続的実行を支援し、事業活動に伴う大気環

境の負荷を低減します。

○ 鉄道やバスなどの公共交通機関と湖上交通や自転車・徒歩の組み合わせにより、自動車に頼らな5
くても県内を移動することができる交通体系を整備し、エコ交通を進めます。(再掲)

○ 道路整備などを実施することにより、交通渋滞を緩和し大気環境保全につなげます。

（２）化学物質対策の推進

○ 化学物質の有害性や環境中の存在に関する情報、ＰＲＴＲ法に基づく排出量の情報などにより環10 
境リスクを把握し、施策効果を検証するためにモニタリングを実施します。

（３）その他快適な生活環境保全の推進

○ 騒音、振動、悪臭対策の推進に向けて、土地利用や生活の実態に合わせた規制地域の指定を行う

とともに、規制事務を所管する市町に対する支援を行います。15 
○ 「滋賀県琵琶湖のレジャー利用の適正化に関する条例」に基づき、プレジャーボートの航行規制

水域の指定を行い、プレジャーボートの騒音から生活環境を守ります。

４ 数値指標

関 連 指 標 単位 実績
実績
年度

H22年度
中期目標

H25年度
目 標

二酸化窒素、浮遊粒子状物質に係る環境基準達成率 ％ 100 H19 100 100
各駅の１日あたり乗車人数の合計 千人 343.4 H18 349.0 349.0以上
市街地における混雑時の自動車の平均速度 km/h 25.1 H17 30.0 30.0以上
主要渋滞ポイント数 箇所 9 H19 5 4
プレジャーボートによる騒音被害に関する苦情件数 件 33 H19 15 1520 
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１ 目指すべき将来（2030 年頃）の姿

○ 省エネルギー行動やグリーン購入がほぼすべての家庭・オフィスに普及しており、環境への負担

が少ないライフスタイルが定着しています。5
○ 資材の調達・加工・流通・消費が地域内で循環する割合が高まるとともに、コミュニティビジネ

スなど地域に密着した事業が活発となっています。

○ 資源・分別回収が徹底されています。また、農村部を中心に生ごみの資源化が定着しています。

○ 廃棄物の発生の抑制と資源化の仕組みが確立し、資源循環を進めています。

10 
２ 現行施策の評価と課題

一般廃棄物については、県民 1人が 1日に出すごみの量はここ数年微減傾向にありますが、当面は

人口増に伴う総排出量の増加が懸念されます。また、リサイクルも一定進んではいるものの、大きく

は進展していません。

一方、産業廃棄物については、産業廃棄物税条例の施行や、リサイクル製品の認定制度、資源化情15 
報サイトの開設など資源の有効利用の支援施策を実施してきたところ、事業者の自主的なゼロ・エミ

ッションの取り組みや廃棄物のエネルギー利用が進んだこともあり、資源化されない産業廃棄物の量

は大きく減少してきています。また、下水道の進捗に伴い汚泥の増加が見込まれますが、引き続きエ

ネルギー利用も含めた有効利用を推進していく必要があります。

新たな不法投棄など不適正処理件数は年々減少傾向にあり、新規に発生した事案がその発見年度内20 
のうちに解決できた率（新規事案の年度内解決率）も向上しているものの、現在も年間 200 件あまり

の新規案件の発生が見られます。

今後、さらなる循環型社会の構築を目指して、廃棄物の３Ｒの取組を一層推進するとともに、廃棄

物の不法投棄など不適正処理の未然防止や早期改善に向け適切に対応していく必要があります。

25 
３ 施策の方向

（１）３Ｒの推進

○ 滋賀県リサイクル製品認定制度による認定製品（ビワクルエコ製品）の周知や長く使えるものを30 
選ぶなど、グリーン購入の啓発などにより、廃棄物の排出削減を図ります。

○ 各種リサイクル法令の運用や、排出事業者、処理業者、市町などでの資源化処理の推進により、

発生後の廃棄物の資源化を進めます。

○ 農村地域に多量に存在している、もみ殻、家畜ふん尿、生ごみ、集落排水汚泥など生物由来の有

６ 廃棄物・資源循環

◇「低炭素社会の実現」に向けて

● 廃棄物の３Ｒの取組を進め、廃棄物の処理に必要なエネルギー使用を削減すること、

廃棄物をエネルギーとして再利用することなどにより、温室効果ガスの排出量の抑制

を図り、低炭素社会の実現を目指します。

◇「琵琶湖環境の再生」に向けて

● ごみのポイ捨てや不法投棄など、不適正処理の未然防止や早期改善に取り組むこと

により、快適な琵琶湖環境の維持を図ります。
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機性資源(バイオマス)を、たい肥やエネルギーなどとして利活用する資源循環型の農村社会の構築

を進めます。

○ 公共施設の適切な維持管理による長寿命化を図り、建築工事廃棄物の発生抑制に努めます。

（２）廃棄物の適正処理の確保5
○ 廃棄物の適正処理のために必要となる処理施設が確保されるよう、排出事業者、処理業者、市町

などによる主体的な整備を進めます。

○ 産業廃棄物排出事業者や処分業者などへの適正処理にかかる指導を徹底し、生活環境の保全を図

ります。

○ 「滋賀県ごみの散乱防止に関する条例」によるごみのポイ捨て禁止などの主旨の徹底と、美化活10 
動の推進により、美しい湖国づくりを行います。

○ 県民が安心して暮らせる環境を確保するため、不法投棄に対しては、未然防止対策・監視通報体

制強化・原状回復対策を推進します。

○ 地下水汚染などの生活環境保全上の支障およびそのおそれが生じているＲＤ最終処分場問題の

早期解決を図ります。15 

４ 数値指標

関 連 指 標 単位 実績
実績
年度

H22年度
中期目標

H25年度
目 標

県民１人が１日に出すごみの量 ｇ 948 H18 900 900以下※１

１年間に出る資源化されない産業廃棄物の量 千トン 240 H18 200 200を維持※１

１年間に出る資源化されない一般廃棄物の量 千トン 367 H18 210 210を維持※１

不法投棄など産廃不適正処理事案新規分年度内解決率 ％ 71 ※２ 80 80

※２）「不法投棄など産廃不適正処理事案新規分年度内解決率」の実績の数値は、H14年度～H18年度の平均値

※１）「県民１人が1日に出すごみの量」、「１年間に出る資源化されない産業廃棄物の量」、「１年間に出る資源化されない一般廃棄
物の量」は、平成22年度に「第三次滋賀県廃棄物処理計画」の策定を行い、平成27年度目標値を設定する予定
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第４章

重 点 プ ロ ジ ェ ク ト5

第 4 章では、第 3 章で方向付けた施策の中から、

長期的な目標の実現に向けて、特に重点的に取

り組む施策(群)を、重点プロジェクトとして示します。
10 
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１ 低炭素社会の実現

低炭素社会の実現には、国による社会経済制度の大胆な転換やエネルギー供給事業者をはじ

めとする大規模排出事業者の削減取組が不可欠ですが、ここでは、家庭、地域、県域を対象に

地産地消やまちづくりなど地域活性化の視点に配慮した取組をプロジェクトとして掲げます。

5

１「みるエコおうみ」プロジェクト

２「しが炭素基金」プロジェクト

３「農産物の地産地消の確立」プロジェクト

４「木材の地産地消の確立」プロジェクト

５「持続可能な交通システム」プロジェクト10 

２ 琵琶湖環境の再生

琵琶湖環境の再生には、森林の適正な管理、下水道などの排水処理対策、市街地や農地の面

源負荷対策など流域全体での継続的な取組が必要ですが、ここでは、「琵琶湖と暮らしの関わ

りの再生」、「生物多様性の回復」、「水環境の保全」という視点から琵琶湖環境の再生につ15 
ながる新たな取組をプロジェクトとして掲げます。これらのプロジェクトは、マザーレイク２

１計画（第２期計画）においてさらに具体化される予定です。

６「琵琶湖と暮らしの関わり再生」プロジェクト

７「魚の再生」プロジェクト20 

８「水環境の保全」プロジェクト

25 
 

30 
 

[事業内容の表の凡例]
○事業名および事業概要の欄：計画期間中に実施する事業名および事業概要を記述して

います。

○現状および事業展開の欄

・黒丸印（●）：事業の実施内容を記述しています。

・矢 印（→）：事業の実施期間（事業の始期および継続期間）を表しています。

（なお、平成 20 年度以前から実施していた事業については、平成 20
年度から矢印が始まっています。）

・事業目標：事業期間で何をどこまで達成するのかを可能な限り数量で設定していま

す。 
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１ ねらい

家庭でのＣＯ2の削減効果の「見える化」を図り、温暖化問題を「自分ごと」として意識でき

るよう、インターネット上で気軽に参加できる「みるエコおうみ」プログラムの普及を図りま

す。 5

２ 展開方向および事業内容

システムの改良を行うなど、プログラムの充実により参加者の拡大を図り、また市町の同様

の取組とも連携を図りながら、環境負荷の少ないライフスタイルへの転換を促進し、家庭部門

でのＣＯ２の着実な削減につなげます。10 

事 業 名

事 業 概 要

現状

（H20）

事 業 の 展 開

（H21～H25）

「みるエコおうみ」プログラム推進事業

各家庭がインターネット上で環境に配慮した取組結

果を入力し、その取組に対して企業などから特典や割

引が得られる仕組みをつくり、家庭におけるＣＯ２排

出量の削減の取組を推進する。

システム

運用開始

ＣＯ２削減プログラム取組世帯数 －世帯

●システムの見直し

●市町、企業を通じた普及拡大

●事業の評価

●今後の展開検討

50,000世帯

１ 「みるエコおうみ」プロジェクト

（初年度特典提供期間

平成２１年３月）

●「みるエコおうみ」プログラムの事業イメージ
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１ ねらい

経済発展と温室効果ガス削減を同時に達成するため、経済界と県が協働してカーボンオフセ

ット制度を創設します。

※カーボンオフセットとは、市民、企業などの社会の構成員が、自らの温室効果ガスの排出量を認識し、主体的にこれを削減5
する努力を行うとともに、削減が困難な部分の排出量について、他の場所で排出削減・吸収を実現するプロジェクトや活

動に資金提供することなどによって、その全部または一部を相殺すること。

２ 展開方向および事業内容

環境経済で県内の雇用創出と事業革新を牽引することを目的とした県と経済界が協働で取り

組む「滋賀エコ・エコノミープロジェクト」の一環として「しが炭素基金」を設置し、カーボ10 
ンオフセット制度を創設・運用します。

事 業 名
事 業 概 要

現状
(H20)

事 業 の 展 開
（H21～H25）

滋賀エコ・エコノミープロジェクト推進事
業

「しが炭素基金」を設置し、低炭素社会の実現に資す

る新規事業への助成や温室効果ガス削減の優良事例を

表彰することにより、事業者の低炭素社会づくりへの

理解と関心を深める。

そして、事業者が県内の温室効果ガス削減事業を活用

してカーボンオフセットする制度の運用につなげる。

滋賀エコ

・エコノ

ミー戦略

本部の設

置( H 1 9 )

●排出量の調査

●基金の創設､事業実施

●カーボンオフセット制度の設計・試行

15 
 

20 
 

25 
 

30 
 

２ 「しが炭素基金」プロジェクト

● 「 し が 炭 素 基 金 」 の 事 業 イ メ ー ジ
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３ 「農産物の地産地消の確立」プロジェクト

１ ねらい

地場野菜の生産拡大と流通体制の整備により地産地消を進めるとともに、学校などでは、地

産地消とあわせて食品資源が地域循環する仕組みづくりを進めます。

5

２ 展開方向および事業内容

（１）地場農産物の生産拡大と県内流通の促進

環境こだわり農産物をはじめとする地場野菜を県内消費者へ安定的に供給するため、生産

振興を図るとともに、県内量販店に向けた通年供給体制を整備します。また、県内農産物の

需要喚起を図ります。10 

事 業 名

事 業 概 要

現状

（H20）

事 業 の 展 開

（H21～H25）

近江の園芸特産チャレンジャー事業

県産農産物を安定供給するため、低コスト・省力化技

術の導入、栽培施設の整備による生産拡大を図る。

野菜の作付面積（うち施設野菜の作付面積）3,502ha(389ha)(H18)

●野菜の周年供給のためのパイプハウス設置助成

●「近江の野菜」ブランド化のための生産体制整備助成

●水田における野菜生産拡大のための省力化機械導入助成

4,000ha(400ha)

「近江の野菜」県内流通促進事業

環境こだわり野菜を中心とした県産野菜を量販店へ

年間供給する県内流通システムを確立する。

県産野菜を年間供給する量販店数 ４店舗

●流通システム構築のための協議会・調整会議開催を支援

●量販店でのＰＲ、産消交流会の開催を支援

●流通コンテナの導入を支援

５店舗

しがの農水産物マーケティング戦略推進事業

県と県内の食品販売事業者などが協働して、県産農産

物を定期的にクローズアップする取組（「おいしが

うれしが」キャンペーン）などを実施する。

滋賀県の「顔」となり、県民が愛着心を抱くような農

産物を育成する。

●マーケティング戦略推進会議の開催

●「おいしが うれしが」キャンペーンの実施

●滋賀の「顔」となる農産物の育成

にぎわいのまちづくり総合支援事業

（地産地消こだわり支援）

商店街の空き店舗活用による地元野菜の直売店舗の

整備などを支援する。

●事業経費の一部を補助

15 

(300店舗)地産地消推進店登録店舗数 526 店舗
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（２）食品資源が地域循環する地産地消モデルの推進

学校給食などへの安定的な地場農産物供給体制とあわせて、食品資源を活用した地域循環

の仕組みづくりを進めます。さらに、地場農産物の学校給食への活用を通じて食育を推進し

ます。

5
事 業 名

事 業 概 要

現状

（H20）

事 業 の 展 開

（H21～H25）

地場農産物が支える学校給食推進モデル事業

生産者と学校給食関係者が連携して、食育農園の設置

を進め、学校給食へ地場農産物を供給する地域モデル

を構築する。

地域モデルの設置数－か所

●学校給食地場農産物供給促進会議設置を支援

●食育農園設置を支援

６か所(野菜品目数 ４品目)

栄養教諭を中核とした食育推進事業

地場農産物が支える学校給食推進モデル事業の対象

市町（地域）の学校を研究指定校に指定し、地場農産

物を活用した食育を推進する。

●研究指定校の支援

（３）飼料の地産地消の推進

休耕田などを活用した家畜飼料の自給拡大を図ります。

事 業 名

事 業 概 要

現状

（H20）

事 業 の 展 開

（H21～H25）

飼料自給率向上対策事業

水田特化型の本県の特徴を活かして、稲発酵粗飼料や

飼料用米の生産拡大による飼料自給率の向上を図り、

輸入飼料の輸送に係るエネルギー消費の削減と畜産

経営の安定を図る。

稲発酵粗飼料作付面積 98ha(H19)

●戦略会議の開催

●飼料イネ生産者・集団への助成

●飼料用米利用のモデル実証

220ha

10 
 

15 
 

20 
 

25 
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１ ねらい

森林資源の循環利用を促進するため、県産木材の生産流通体制を整備するとともに、県産木

材を活用した良質な木造住宅の普及促進を通じて、木材の地産地消を推進します。

5

２ 展開方向および事業内容

（１）県産木材の生産流通体制の整備

適期に適切な森林整備を推進するため、県産木材の生産流通体制を整備します。

事 業 名

事 業 概 要

現状

（H20）

事 業 の 展 開

（H21～H25）

県産木材生産体制整備支援事業

施業の集約化および低コスト施業をモデル的に実施

し、森林組合などの経営力や技術力を高めるととも

に、モデル地域の成果を周辺森林へ波及させる。

モデル地区の設置数 －か所

●施業プランナー、高性能林業機械オペレーターの育成

●高性能林業機械導入支援

●搬出路開設支援

７か所

県産木材流通拠点整備支援事業

県産木材の安定供給に不可欠な流通拠点の整備に向

けた支援および拠点稼働（Ｈ23予定）後に必要な運営

支援を行う。

●経営技術者育成

●調査・検討・体制整備

●流通拠点施設の運営支援

10 
（２）県産木材の利用拡大

良質な木造住宅のつくり手や住まい手・利用者への支援、公共施設などでの県産木材の利

用を通じて、消費の拡大を図ります。

事 業 名

事 業 概 要

現状

（H20）

事 業 の 展 開

（H21～H25）

滋賀らしい環境こだわり住宅推進事業

県民や事業者、技術者を対象とした木造住宅につい

ての研修会や住宅見学会などの開催を支援する。

木造住宅のつくり手である設計者、大工・工務店、木

材供給者のネットワークづくりを支援する。

登録制度

の構築

●研修会や住宅見学会の開催を支援

●つくり手ネットワークグループ登録制度の周知を支援

未来へつなぐ木の良さ体感事業

木の良さを体感する機会を県民に提供することで、び

わ湖材の積極的な利用を普及啓発する。

木材自給率 26％

●事業の見直しを検討

●つくり手への新たな支援の実施

35％

15 

４ 「木材の地産地消の確立」プロジェクト
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事 業 名

事 業 概 要

現状

（H20）

事 業 の 展 開

（H21～H25）

滋賀県産木材利用指針の見直し

公共施設などでの県産木材の利用を促進するため、木

造・木質化する場合の「判断基準」を明確にする。

●指針の見直しに向けた検討

●指針の運用

県産材の規格化の検討

公共施設などの県産木材での木質化を推進するため、

壁、床などの内装材の規格の統一を図る。

●県産材の規格化を検討

●規格の運用

5

10 
 

15 
 

20 
 

25 
 

30 
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５ 「持続可能な交通システム」プロジェクト

１ ねらい

駅周辺や企業・事業所が集積した地域で、通勤や買い物の近距離のマイカー移動を自転車や

バスへ転換します。5

２ 展開方向および事業内容

（１）自転車利用の促進

市町と協働して、重点エリアを選定し、計画的かつ集中的に取組を実施することにより、

自転車利用の先導的な地域モデルを構築します。10 

事 業 名

事 業 概 要

現状

（H20）

事 業 の 展 開

（H21～H25）

持続可能な滋賀社会づくり構想推進事業

（持続可能な滋賀の地域社会応援プロジェクト）

意欲ある市町と県が協働して、低炭素社会の実現に向

けた取組をモデル的に実践する。

地域モデルの設置数 －地域

●自転車利用促進計画の策定を支援

●計画に基づく事業の実施を支援

４地域

＜モデル市町（地域）を支援する関連施策＞

（１）レンタサイクル整備・充実支援

市町が実施する駅などでのレンタサイクルの整備・充

実に対して支援する。

（２）自転車走行環境の整備

自転車走行帯の整備、危険箇所の点検・補修など自転

車走行環境を整備する。

（３）にぎわいのまちづくり総合支援事業

（自転車利用拡大支援）

商店街の空き店舗活用によるレンタサイクル施設の

整備などを支援する。

●事業経費の一部を補助

15 

20 
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（２）バス利用の促進

企業や地域において、マイカー通勤の削減やバス運行の活性化を交通事業者や関係自治体

と協働して検討するとともに、モビリティ・マネジメントの実施によりマイカーからバス利

用への転換を促進します。5
また、バス事業者などが行う利用促進のための取組を支援するとともに、ＰＴＰＳ（公共

車両優先システム）などのバス利用者の利便性を向上させるシステムの導入を検討します。

事 業 名

事 業 概 要

現状

（H20）

事 業 の 展 開

（H21～H25）

環境に配慮したクルマ利用モデル事業

企業や住民、交通事業者、関係自治体との協働による

、マイカー通勤の削減策やバスの活性化策の検討に対

して支援する。

モデル地域・企業数 ２か所

●企業との協働によるマイカー通勤削減策等の検討

●検討結果の検証

４か所

エコ交通推進啓発事業

交通事業者、関係団体、関係市町などが連携して実施

する公共交通機関利用促進事業（バス利用者への特典

付与など）の広報啓発に要する経費を支援する。

●広報啓発を支援

公共交通情報一元化システム導入検討

鉄道、バスといった公共交通機関のダイヤ、運賃、乗

り継ぎ情報などをパソコンや携帯電話から入手でき

るシステムの導入を検討する。

●導入検討

ＰＴＰＳ導入検討

定時性の確保のための取組として、信号制御などによ

り交差点でバスを優先通過させるシステム（ＰＴＰＳ

）の導入を検討する。

導入済

１路線

●導入検討

10 
 

15 
 

20 
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１ ねらい

琵琶湖と暮らしの関わりの再生に向け、琵琶湖を意識した暮らしぶりの提案を行います。

２ 展開方向および事業内容

暮らしが琵琶湖の水環境などに与える影響を明らかにすることにより、琵琶湖への負荷削減5
を図る暮らしを提案します。また、県民が琵琶湖や川と関わる機会を増やすとともに、琵琶湖

についての環境情報の発信や環境学習の充実を図ります。

事 業 名

事 業 概 要

現状

（H20）

事 業 の 展 開

（H21～H25）

暮らしと琵琶湖の水環境との関連調査

食べ物、日用品などについての分解性調査を実施し、

その結果をもとに暮らしの見直しを提案することに

より、各家庭での負荷削減を図る。

●調査の実施

●啓発・周知

琵琶湖との関わりの機会拡大の取組

湖魚料理を食べる機会、琵琶湖や川と触れあい、遊ぶ

機会、琵琶湖の保全に県民が参加する機会を拡大する

取組を推進する。

●湖魚料理の促進

●琵琶湖や川に出かける機会の拡大

●県民の参加機会の拡大

琵琶湖に関する情報提供と環境教育の推進

県ホームページで琵琶湖の環境情報を発信するとと

もに、大人を対象とした環境学習および学校での環境

教育の充実を図る。

●県ＨＰで琵琶湖の環境情報を発信

●環境教育、環境学習の充実

10 

15 
 

20 

６ 「琵琶湖と暮らしの関わり再生」プロジェクト
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１ ねらい

琵琶湖の在来の魚や貝を増やし、本来の生態系を回復するため、南湖の生きもの再生や早崎

内湖の再生を図ります。

２ 展開方向および事業内容5

（１）南湖の生きもの再生

かつて、ホンモロコやニゴロブナなどの産卵、生育の場として重要であった内湖について、

田んぼ、内湖、水路、琵琶湖との横断方向のつながりを確保し、生きもの再生に取り組みま

す。 
10 

事 業 名

事 業 概 要

現状

（H20）

事 業 の 展 開

（H21～H25）

南湖の生きもの再生事業

琵琶湖と田んぼのつながりを再生させるため、水路・

田んぼへの魚の遡上状況などの調査や候補地域・手法

などの検討を行うとともに、琵琶湖から田んぼへ魚が

遡上するための水路などの整備を行う。

●田んぼ遡上状況調査

●候補地・手法の検討

●遡上のための水路整備

（２）早崎内湖の再生

先進性の高い早崎内湖の再生を進めることにより、今後の湖沼保全のモデルとして確立し

ます。

15 
事 業 名

事 業 概 要

現状

（H20）

事 業 の 展 開

（H21～H25）

早崎内湖再生事業

平成20年度以降、用地測量、地形測量、文化財調査な

どを実施し、平成22年度までに早崎内湖再生実施計画

を策定する。

●実施計画の策定

20 
 

25 

７ 「魚の再生」プロジェクト
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１ ねらい

今後の効果的な琵琶湖の総合保全施策を進めるため、ＣＯＤが改善しない要因について調査

研究し、新たな有機汚濁指標なども含めた検討を進めます。

２ 展開方向および事業内容5

水質汚濁メカニズムの解明および水質シミュレーション（模擬実験）による難分解性有機物

の収支を把握することにより、効果的な有機物対策の実施や適切な水環境の指標策定などにつ

なげます。

事 業 名

事 業 概 要

現状

（H20）

事 業 の 展 開

（H21～H25）

水質汚濁メカニズム解明調査

点源、面源などの流入負荷についての調査、主要河川

における難分解性有機物の変動の把握調査、プランク

トンなどによる内部生産についての調査および水質

シミュレーションによる有機物収支の把握を行う。

●調査の実施

●対策の検討

●対策の実施

10 

８ 「水環境の保全」プロジェクト
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5

第５章

計画の円滑な推進
10 

 

20 
 

25 

30 

35 

40 

第 5 章では、計画の円滑な推進を図る

ために配慮すべき事項を示します。
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１ 関係諸計画への確実な位置付け

本計画に掲げた長期的な目標の実現に向けて、関係部局は連携を図るなど、総合的な視野に

立って施策を講じることが必要です。このため、環境関係の計画のみならず、土地利用、産業5
振興、住宅政策、農林水産業政策、交通政策などに関する計画においても、本計画の長期的な

目標や施策の方向を反映させるものとします。

２ 計画の進行管理・見直し10 

本計画の柔軟かつ適切な推進を図るため、「ＰＤＣＡ型行政運営システム（計画(PLAN)－実

施(DO)－評価(CHECK)－反映・見直し(ACTION)）」によって進行管理を行い、計画の継続的

改善を図ります。

計画の点検・評価は、年度ごとに環境白書やホームページなどを活用して広く公表し、県民、15 
事業者などから意見・提言を求めます。

また長期的な目標の進捗を測る適切な指標について検討を行います。

３ 環境への配慮のための指針20 

県民、事業者、行政など各主体が、日常生活や事業活動において環境への負荷を低減する役

割を積極的に果たしていくため、環境配慮のための指針を定め、広く活用を図ります。

25 
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１．用語解説
用語

数字

２サイクルエンジン 内燃機関の一つ。内燃機関には2サイクルや4サイクルなどの方式があり、このうち2サイクル
エンジンは、その構造上、燃焼行程において吸気行程と排気行程が重なる時間帯が生じるた
め、未燃焼燃料が排出されやすく、4サイクルエンジンや燃料を燃焼室に直接噴射する方式の
環境対策型2サイクルエンジンと比較して、炭化水素などの物質が、5倍から10倍程度多く排出
される。

数字

３Ｒ リデュース（Reduce 発生抑制）、リユース（Reuse 再利用）、リサイクル（Recycle 再生利用）
の3 つの英語の頭文字「R」をとって「３R」と呼ぶ。国では、3R に対する理解と協力を求めるた
め、毎年10 月を「リデュース・リユース・リサイクル推進月間（略称：3R推進月間）」と定め、広く
普及啓発している。なお、リペア（Repair 修繕する)やリフューズ（Refuse （購入を）拒否する）
などを加え、４R、５Rなどとして啓発することも増えてきているが、本計画では、こうした概念も
含め、環境と経済が両立した循環型社会を形成していくためのキーワードとして「３R」という言
葉を用いている。

B

BOD 生物化学的酸素要求量（Biochemical Oxygen Demand）。水中の有機物が微生物によって分解
されるときに必要とする酸素の量をいい、数字が大きいほど水は汚れていることを示す。河川
などの水質汚濁の程度を評価する際に用いられる代表的な指標である。

C

COD 化学的酸素要求量（Chemical Oxygen Demand）。水中の有機物を酸化剤で酸化した際に消費
される酸素の量。湖沼、海域の有機汚濁を測る代表的な指標であり、この値が大きいほど、水
中に有機物等が多く、汚濁負荷（水の汚れ）が大きいことを示している。

E

ESCO エナジーサービスカンパニー（Energy Service Company）のこと。 工場やビルの省エネルギー
に関する包括的なサービスを提供し、それまでの環境を損なうことなく省エネルギーを実現し、
さらにはその結果得られる省エネルギー効果を保証する事業。また、ESCO の経費はその顧
客の省エネルギーメリットの一部から受取ることも特徴となっている。

H

HEMS ホームエナジーマネジメントシステム（Home Energy Management System）のこと。IT 技術の活
用により、人に代わって家電機器等の最適運転や照明のオン・オフ、さらにはエネルギーの使
用状況をリアルタイムで表示する等、家庭におけるエネルギー管理（省エネ行動）を支援する
家庭用エナジーマネジメントシステムのこと。

I

IPCCの第4次評価報告書 IPCCはIntergovernmental Panel on Climate Change（気候変動に関する政府間パネル）の略
称。国連環境計画（UNEP)と世界気象機関（WMO)が設置し、各国の研究者が地球温暖化問題
に関する科学的知見をまとめ、地球温暖化対策に科学的基礎を与える公式の場。平成19年の
第4次評価報告書では、地球温暖化が進行しており、その原因は人間の諸活動によることを科
学的にほぼ断定した。

ISO14001 国際標準化機構（ISO=International Organization For Standardization）が制定・発効した環境マ
ネジメントシステムの構築に関する国際規格。組織の活動・製品およびサービスによって生じる
環境への影響を持続的に改善するためのシステムの構築を目指すもの。経営層が策定した環
境方針に沿って、PDCAサイクル（Plan→Do→Check→Act）を繰り返すことにより、システムの
継続的な改善を図っていくものであり、規格を順守していることについて、外部機関による第三
者認証、自己宣言等をすることができる。

N

NPO
（Nonprofit Organization）

非営利組織（Nonprofit Organization）。政府や私企業とは独立した存在として、市民・民間の
支援のもとで社会的な公益活動を行う組織・団体。

P

PRTR制度 PRTRとは、化学物質の排出・移動量届出（Pollutant Release and Transfer Register） の略称
で、工場や事業所が化学物質の環境中への排出量や廃棄物としての移動量を把握し、行政に
報告、行政が公表することを通じて、特定化学物質の適正管理を目的とする制度のこと。

R

RD最終処分場問題 栗東市小野の(株)RDエンジニアリング社（以下「RD社」）の最終処分場で、産業廃棄物が適正
に処理されず、地下水汚染などが発生している問題。平成11年（1999年）10月に高濃度の硫化
水素ガスが検出され、それ以降、県は調査や指導を行い、平成13年（2001年）からは改善命令
などによって是正を求めてきた。しかし、ＲＤ社が平成18年（2006年）6月に倒産し、同社による
対応が見込めなくなっている。

あ

アスベスト 石綿のこと。天然にできた鉱物繊維で耐熱性等にすぐれているため多くの製品に利用されてき
たが、発ガン性等が指摘され、現在は原則として製造・使用が禁止されている。大気汚染防止
法ではアスベスト製品等を製造する施設について排出規制等をおこなっている。

い

一般廃棄物 産業廃棄物以外の廃棄物を指し、し尿のほか家庭から発生する家庭系ごみや、オフィスや飲
食店から発生する事業系ごみも含んでいる。それらの処理責任は廃棄物処理法において、市
町村にあるとされている。

伊吹山のお花畑 伊吹山の山頂一帯の山地草原は、約３００種類の温帯性および亜高山性の草本が生育し、春
から秋にかけて美しい花を咲かせるため「お花畑」と呼ばれる。お花畑には、コイブキアザミ・イ
ブキヒメヤマアザミ・ルリトラノオ・イブキコゴメグサ・イブキレイジンソウなど９種の固有種（特産
種）が生息していることやグンナイフウロ・ハクサンフウロなどの北方系要素の植物の南限と
なっているなど貴重な植物相がみられる。

用語解説

1



用語 用語解説

え

栄養塩類 窒素、リンなど、藻類その他の水生植物が増殖するための必要な各種元素のこと。湖沼での
過剰な栄養塩類の供給は富栄養化の原因となる。

エコアクション21 中小企業等においても容易に環境配慮の取組を進めることができるよう、環境マネジメントシ
ステム、環境パフォーマンス評価及び環境報告をひとつに統合した環境配慮のツール。幅広い
事業者に対して環境への取組を効果的・効率的に行うシステムを構築するとともに、環境への
取組に関する目標を持ち、行動し、結果を取りまとめ、評価し、報告するための方法を提供して
いる。

エコカーマイスター 低公害車の普及と運転者の環境意識向上を図るため、自動車販売店において販売員が新車
購入予定者に対し自動車の環境情報を適切に説明できるよう指導・推進する者を育成する制
度。知事が指定する温暖化問題や自動車環境対策等についての講習を修了した者を「エコ
カーマイスター」として認定する。

エコツーリズム 自然環境や歴史文化を対象とし、それらを体験し学ぶとともに、対象となる地域の自然環境や
歴史文化の保全に責任を持つ観光のありかた。

お

温室効果ガス 地表から放出される熱（赤外線）を大気中で部分的に吸収し、地表へ再放出する気体の総称。
京都議定書では、二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素、ハイドロフルオロカーボン等６物質が温
室効果ガスとして削減対象となっている。

か

カーボンオフセット 市民、企業等の社会の構成員が、自らの温室効果ガスの排出量を認識し、主体的にこれを削
減する努力を行うとともに、削減が困難な部分の排出量について、他の場所で排出削減・吸収
を実現するプロジェクトや活動に資金提供すること等によって、その全部又は一部を相殺する
こと。

化石燃料 一般的に動物、植物の死骸が地中に堆積し、変成したもので、主に石炭、石油、天然ガスを指
す。化石燃料を燃焼させると二酸化炭素などを発生し、地球温暖化を招いた主要な要因とされ
ている。

環境こだわり農業 化学合成農薬および化学肥料の使用量が慣行的使用量を50%以上削減して行われる農業で
あって、たい肥その他の有機質資材を適正に使用し、農業排水を適正に管理し、その他環境と
の調和に配慮して農作物を栽培するものをいう。「滋賀県環境こだわり農業推進条例」に規定
している。

環境マネジメントシステム 事業者等が環境に関する方針を自ら設定し、これらの達成に向けて取り組んでいくための体
制、手続きであり、国際標準化機構（ISO）が発行したISO14001に基づくものが代表的な事例で
ある。

環境リスク 人の行動によって環境に加えられる負荷が環境中の経路を通じ、環境の保全上の支障を生じ
させるおそれを環境リスクといい、人の健康や生態系に影響を及ぼす可能性（おそれ）を示す
概念である。人の健康や生態系への影響を未然に防止していくにあたっては、環境リスクの要
因が持つ便益と環境リスクの大きさを比較、分析することにより、環境リスクを管理していくこと
が重要である。

き

京都議定書 平成12年（2000年）以降の先進国の地球温暖化対策として、具体的な削減対象ガス（二酸化
炭素、一酸化炭素、メタン、代替フロン等）とその削減目標（平成２年（1990年）水準から先進国
全体で5．2％、日本は6％、米国は7％、欧州は8％削減など）、達成期間（平成20年（2008年）
から平成24年（2012年）の間）を定めている。また、国際的に協調して目標を達成するためのし
くみとして、排出量取引、共同実施及びクリーン開発メカニズム（CDM）の三つのメカニズムに
ついて規定しており、これらを京都メカニズムという。

協働 ＮＰＯ・企業・行政など立場の異なる組織や人同士が、対等な関係のもと、同じ目的・目標のた
めに連携・協力して働き、相乗効果を上げようとする取組。

く

グリーン・オフィス滋賀 「環境にやさしい（滋賀）県庁率先行動計画」のこと。県庁自らが環境への負荷を低減する取組
を率先実行し、県民、事業者等の主体的、積極的な取組を促すとともに、これらと協働して環
境負荷を低減するための具体的な行動を起こしていこうとするもの。庁舎の管理や事務活動に
おいて、全職員の参加の下に職場における日常の省資源、省エネルギー等の取組を行う。

グリーン購入 商品やサービスを購入するときに、まず購入の必要性を考え、環境への負荷が出来るだけ小
さいものを選んで購入すること。グリーン購入を進めることは、ライフスタイルが環境にやさしい
ものに変わるだけでなく、商品等を供給する企業に環境への負荷が小さい商品の開発や環境
に配慮した経営努力を促すことにつながる。

け

景観行政団体 景観法により定義された景観行政を実施する行政主体のこと。都道府県、政令市、中核市は
自動的に景観行政団体となり、その他の市町は、知事と協議し、知事の同意により景観行政
団体になることができる。景観行政団体は、景観計画の策定、景観協議会の組織化、景観重
要建造物及び景観重要樹木の指定、景観協定の認可、景観整備機構の指定を行うことができ
る。

こ

国際湖沼環境委員会 世界の湖沼環境の健全な管理とこれと調和した持続的開発の在り方を求めて、国際的な知識
交流と調査研究推進を図る財団。草津市に所在。滋賀県が提唱して開催された第1回世界湖
沼環境会議を契機として昭和61年に発足した。平成4年4月から国連環境計画国際環境技術
センターの支援機関となっている。
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用語 用語解説
国連環境計画国際環境技
術センター

国連環境計画（ＵＮＥＰ）の監督下で活動する国際機関。開発途上国等への環境上適正な技術
の移転促進を目的として、淡水湖沼集水域の環境管理問題を担当する滋賀事務所と、大都市
の都市環境管理問題を担当する大阪事務所とから構成され、環境保全技術に関するデータ
ベースの整備、情報提供、研修、コンサルティング等の業務を行っている。

こどもエコクラブ 次代を担う子ども達が地域の中で主体的に環境活動を展開できるよう、平成７年(1995年）から
環境省が応援している事業。 ２人以上の子どもとそれを支える大人（サポーター）１人以上が
集まれば、こどもエコクラブに登録でき、こどもたちの身近な環境活動に支援を受けることがで
きる。

コミュニティビジネス 主として地域住民が主体となって、地域資源（労働力、原材料、技術力等）を活用し、サービス
（労働）の対価を得ながら、地域の活性化と地域課題の解決を目指す、地域密着型の小規模
ビジネス。

固有種 世界で、特定の地域・水域にしか分布しない種のこと。固有種となる過程には、その地域で絶
滅した結果としてそこだけに残っている場合と、そこで固有に進化（分化）した結果として形成さ
れた場合とがある。

さ

再生可能エネルギー 国際的に統一された定義はないが、国際エネルギー機関（IEA)は、「絶えず補充される自然の
プロセスに由来する」エネルギーとして定義している。太陽（光・熱）、風力、バイオマス、地熱、
水力等があげられる。

産業廃棄物 事業活動に伴って生じたごみのうち、燃えがら、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック
など廃棄物処理法で定められた20種類の廃棄物をいう。それらの処理責任は同法において、
排出事業者にあるとされている。

し

滋賀エコ・エコノミープロ
ジェクト

環境への負担をできるだけ少なくしながら経済活動を活発にしようと県と県経済団体が連携し
て取り組むプロジェクト。平成19年（2007年）8月にスタートした。低炭素化事業や企業の二酸化
炭素を削減する取組を支援する「炭素中立県－低炭素経済を目指して－」と環境産業の集積
を目指す「Green Lake－エコイノベーション先端県－」の2つのプロジェクトを柱としている。

滋賀県基本構想 平成19 年度からの県政運営の基本方針。県政の総合的な推進のための指針となるものであ
り、県政の最上位計画として、部門別の各種計画、ビジョンの基本となるもの。

滋賀県資源化情報サイト
「リサイクルねっと・しが」

県内外の事業者から寄せられる循環資源の提供情報や引取情報、廃棄物の減量化・再生利
用等に関する情報などを一体的に提供するWEB（ウェブ）サイト。県内外の廃棄物等の排出事
業者や資源化施設の事業者がこのサイトを利用して、循環資源のマッチングが進むことが期
待されている。平成20年4月に開設。

滋賀県で大切にすべき野
生生物

県内に生息・生育する野生生物の中から、個体の分布状況や個体数の状況、最近の個体数
の増減状況、県民や有識者等の意見などに基づき「滋賀県で大切にすべき野生生物」を選定
し、取りまとめられた。滋賀県版レッドデータブック。最新となる平成17年（2005年）の更新版で
は、684種の動植物種が、絶滅危惧種、絶滅危機増大種、希少種に選定されて、個体数の減
少や生息・生育環境の悪化により、絶滅の危機に瀕していると評価された。

滋賀県琵琶湖のレジャー
利用の適正化に関する条
例

琵琶湖でのレジャー活動に伴う環境への負荷の低減を目的に平成14年（2002年）10月に制
定。プレジャーボートの航行規制、従来型２サイクルエンジンの使用禁止、外来魚のリリース禁
止、地域実態に応じたローカルルールの認定などを定めている。

滋賀らしい環境こだわり住
宅

県産材や地場産素材などを活用した良質な木造軸組住宅のこと。平成19年(2007年）３月に
「滋賀らしい環境こだわり住宅」整備指針を公表するなどしてその普及促進を図っている。「滋
賀らしい環境こだわり住宅」は、バリアフリー化や省エネルギー・省資源に配慮した住宅である
とともに、日本の気候風土に培われた工法で建築され、リフォームしやすく長く住み続けられる
ことが特徴。

自然エネルギー 風力、太陽光、水力、地熱など自然現象から得られるエネルギーをいう。

自然共生社会 「低炭素社会」、「循環型社会」とともに「持続可能な社会」の一側面として定義される。生物多
様性が適切に保たれ、自然の循環に沿うかたちで農林水産業を含む社会経済活動を自然に
調和したものとし、また様々な自然とのふれあいの場や機会を確保することによって自然の恵
みを将来にわたって享受できる社会。

持続可能な滋賀社会ビジョ
ン

滋賀において、環境・経済・社会が将来にわたってバランスよく発展する持続可能な社会の実
現を図るためのビジョン。温室効果ガスの半減と琵琶湖環境の再生を長期的な目標として、そ
の実現に向けた施策の提言を行う。

集団回収 地域の自治会や子ども会・老人会・PTAなどが、回収の日時・場所・品目（新聞・雑誌・ダンボー
ル・紙パック・缶・びんなど）・回収業者を決め、家庭から出される資源を資源回収業者に引き
取ってもらう、自主的なリサイクル活動。
本計画の第1章の【図２－（６）ー２ 市町と集団回収による資源化量の推移】においては、集団
回収のうち市町村が用具の貸出、補助金の交付等により関与しているものを計上している。
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用語 用語解説
循環型社会 「自然共生社会」、「低炭素社会」とともに「持続可能な社会」の一側面として定義される。社会

経済活動の全段階を通じて、廃棄物等の発生抑制や循環資源の利用などの取組により、新た
に採取する資源をできるだけ少なくした、環境への負荷をできる限り少なくする社会。

循環かんがい施設 水田の排水路の流末に設けた池や排水路等に循環かんがいポンプを設置し、パイプライン等
を通じて排水を再度、同じ地区内で利用すること。循環かんがいを実施することで、窒素・リン
等の地域外への流出負荷が削減できる。

小水力発電施設 数十kW～数千kW程度の比較的小規模な水力発電（一般的には2,000kW以下）の総称として用
いている。 ダム、頭首工、水路等の農業水利施設における落差と流量を利用し、農業用用排
水施設の一工種として設置される。小水力発電は、自然エネルギーの特徴に加えて、建設時
の環境負荷が少なく短期間で設置できることや地方の小電力需要に臨機に対応できることが
特徴。

食育 様々な経験を通じて「食」に関する知識と「食」を選択する力を習得し、健全な食生活を実践す
ることができる人間を育てること。食育の基本理念と方向性を明らかにするとともに、食育に関
する施策を総合的かつ計画的に推進するため、平成17年7月、食育基本法が施行された。

新エネルギー 石油の代替エネルギーとなるエネルギーのうち、経済性の面での制約から普及が進展してお
らず、その普及促進が石油代替エネルギーの促進に特に寄与するもの（新エネルギー利用等
の促進に関する特別措置法より）をいう。 具体的には、太陽光発電、風力発電、太陽熱利用、
温度差エネルギー、廃棄物発電、廃棄物熱利用、廃棄物燃料製造、バイオマス発電、バイオマ
ス熱利用、バイオマス燃料製造、雪氷熱利用、クリーンエネルギー自動車、天然ガスコージェ
ネレーション、燃料電池の１４種類。

す

水源かん養 降雨時に河川などへの水の流出を軽減させる働き（洪水緩和）と、無降雨時に河川などへ水を
安定的に供給する働き（渇水緩和）という二つの働きのことで、河川や琵琶湖の水位を平準化
する役割をもつ。

せ

生物環境アドバイザー 「人と自然にやさしい建設工事」を推進するために、平成6年度に設けた制度で、公共施設の計
画策定や工事の施工に際して、生物環境等の専門家（生物環境アドバイザー）の指導助言を
受ける制度。発足から平成20年度までに延べ387ヶ所で制度を適用し、貴重植物の移植、魚や
ホタル等への配慮、けもの道の設置等を行っている。

生物多様性 特定の範囲に生息生育する生物の多様さの程度で、様々な生物がいる「種の多様性」、様々な生
息環境がある「生態系の多様性」、同じ種であっても個体差や地域差がある「遺伝子の多様性」が
含まれる。

ゼロエミッション ある産業の製造工程から出る廃棄物を別の産業の原料として利用することにより、廃棄物の
排出（エミッション）をゼロにする循環型産業システムの構築を目指すもの。国連大学が提唱
し、企業や自治体で取組が進んでいる。

戦略的環境アセスメント 事業の枠組みが決まった後で実施するのではなく、開発計画などの立案段階から環境への影
響を予測・評価する環境影響評価（環境アセスメント）のこと。

た

ダイオキシン類 ポリ塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシン（PCDDｓ、75種類）のことをいい、これに同様の性質を持つ
ポリ塩化ジベンゾフラン（PCDFｓ、135種類）やコプラナーポリ塩化ビフェニル（Co-PCBｓ、12種
類）を加えてダイオキシン類と呼んでいる。これらは、物の燃焼などの過程で意図せずに生成さ
れる有害な有機塩素化合物で、たばこの煙や自動車排出ガスなどに含まれるなど、広く環境
中に分布している。その一つである2，3，7，8-四塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシンの急性毒性の
強さから、よく知られるようになった。

多自然川づくり 河川全体の自然の営みを視野に入れ、地域の暮らしや歴史・文化との調和にも配慮し、河川
が本来有している生物の生息・生育・繁殖環境及び多様な河川景観を保全・創出するために、
河川管理を行うこと。

淡水赤潮 琵琶湖の淡水赤潮は、毎年4月末から6月初めにかけて、15℃から20℃の水温期に、植物プラ
ンクトン「ウログレナ・アメリカーナ」が大量発生する現象で、湖水が赤褐色に変色し生臭さいに
おいがする。

ち

地球温暖化 石油などの化石燃料の燃焼により大気中の二酸化炭素等が増加し、地表から放出される赤外
線を吸収することにより、地表の温度が上がる現象。地球温暖化は海面の上昇や気候の変化
等を引き起こし、人類や生態系に悪影響を及ぼす。

地球温暖化防止活動推進
員

地球温暖化対策の推進に関する法律に基づき、地域における地球温暖化対策に関する基礎
知識の普及や温暖化防止のための啓発活動を行う。滋賀県では約120人が知事の委嘱を受
けて活動している。

地産地消 地域生産・地域消費の略。地域生産された農産物を地域で消費しようとする活動を通じて、農
業者と消費者を結びつける取組のこと。

て

堤脚水路 堤防が設けられた地盤が低い場所で雨水を排水するため、堤防のり尻付近に設けられた水
路。湖岸堤（湖岸道路）付近にみられる。
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用語 用語解説
低酸素化 「琵琶湖の深呼吸」を参照

低炭素社会 「自然共生社会」、「循環型社会」とともに「持続可能な社会」の一側面として定義される。温室
効果ガスの排出を大幅に削減し、気候に悪影響を及ぼさない水準で大気中の濃度を安定化さ
せると同時に、生活の豊かさを実感できる社会。

鉄道版エコ交通モデル 幹線となる鉄道やバス等の公共交通機関と枝線となる湖上交通や自転車・徒歩等とを有機的
に組み合わせた、人と環境に優しく、魅力と利便性が高い滋賀発の交通体系をエコ交通と呼ん
でいるが、鉄道版エコ交通モデルとは、このエコ交通を戦略的に進めていくための鉄道におけ
るモデル的な取組を指す。具体的には、電車内への自転車の持ち込みが可能なサイクルトレ
インやワンコイン（100円）エコパス、コミュニティバスとの連携 パークアンドライドの推進など。

点源負荷（点源対策）
・面源負荷(面源対策）

点源負荷とは、家庭や事業場等のように汚濁負荷の排出源と流域との境界が明確に区分でき
る汚濁負荷（特定汚濁負荷）のこと。また、生活排水対策や工場排水規制など点源負荷への
対策を点源対策という。
これに対し、市街地や農地などのように汚濁負荷発生源と流域の境界が不明瞭で、一定の面
積を設定した上でないと算定できない汚濁負荷を面源負荷（非特定汚濁負荷）という。また市
街地排水や農業排水など面源負荷からの汚濁負荷の流出防止等の対策を面源対策という。

な

南湖再生プロジェクト 自然と人とが共生する南湖を再生するため、政府の「都市再生プロジェクト」である「琵琶湖・淀
川流域圏の再生計画」に位置づけたプロジェクトの一つ。国、水資源機構など関係機関との連
携のもとに、湖底環境の改善、沿岸域環境整備、在来魚介類の増大、流入負荷対策、ビオトー
プの再生、内湖の水質浄化、親しみ憩える湖辺域の保全再生・整備などに取り組んでいる。

難分解性有機物 自然界の微生物によって分解されにくい有機物の総称。

は

バイオディーゼル燃料 植物油（廃食油）を原料とする非化石燃料であり、燃焼によって発生する二酸化炭素は、植物
が光合成によって大気中から吸収したものであることから、地球温暖化の原因となる二酸化炭
素の増加を招かないという特性を持っている。また既存のディーゼル機関にそのまま利用可能
で、硫黄酸化物や黒鉛の発生が軽油に比べて少ない燃料である。

バイオマス 再生可能な生物由来の有機性資源で化石資源を除いたもの。廃棄物系バイオマスとしては、
廃棄される紙、家畜排せつ物、食品廃棄物、建設発生木材、黒液、下水汚泥などがある。主な
活用方法としては、農業分野における飼肥料としての利用や汚泥のレンガ原料としての利用が
あるほか、燃焼して発電を行ったり、アルコール発酵、メタン発酵などによる燃料化などのエネ
ルギー利用などもある。

早崎内湖再生 長浜市（旧びわ町）にある早崎内湖干拓地の水田の一部を試験湛水して、内湖機能再生の可
能性について調査検討を行っている取組。

反復利用施設 水田にかんがいした用水は最終的には下流部の排水路や河川に流出するが、この流出した
水を用水として反復利用することにより、水資源の有効活用を図る施設のこと。

ひ

びわこ横断エコバス バイオディーゼル燃料（BDF)を用いたバスにより琵琶湖大橋経由でJR守山駅からJR堅田駅を
結ぶバス路線のこと。琵琶湖によって分断されている東西方向の移動手段として「びわこ横断
エコバス」を運行し、大津湖南地域の中枢機能を高めるとともに、同地域が県のリーディング
ゾーンとして発展するよう広域交通機能の強化を図るもの。BDFの普及と利用拡大をめざし
て、バス路線でBDFを用いて実証実験を行う場合に必要な経費を支援するバイオディーゼル燃
料利用推進事業としても取り組まれている。

琵琶湖環境科学研究セン
ターの中期計画

琵琶湖環境科学研究センターの業務に関する具体的な活動内容等を記載した中期的な計画。
第2期計画（平成20年度から22年度）では、「持続可能な滋賀社会の構築」、「琵琶湖と流域の
水質・生態系の保全・再生」、「環境リスクの低減のための実態把握」をセンターの基本的課題
とし、琵琶湖と滋賀県の環境の継続的な観察・監視、環境課題の発見・提起、環境情報・知見
を解析して行う政策提案、琵琶湖の総合保全施策の効果検証、調査研究成果の社会的発信
などに取り組むこととしている。

びわ湖環境ビジネスメッセ 環境への負荷を軽減し、環境保全に貢献する「環境ビジネス」を積極的に振興するための見本
市。滋賀環境ビジネスメッセ実行委員会［（社）滋賀経済産業協会、滋賀県、県内経済団体、県
内大学、長浜市、彦根市、米原市］主催。

びわ湖材 県内の森林から伐採された原木と、その原木を県内で加工した製材品等のこと。

琵琶湖総合保全学術委員
会

琵琶湖総合保全に関し、学術的な見地から高度な助言、提言を得るとともに評価を求め、琵琶
湖総合保全の取り組みの持続的な改善を図るために、平成12年(2000年）に設置された。水質
保全、水源かん養、自然的環境・景観保全およびその他の分野の学識経験者により組織され
ている。

琵琶湖総合保全整備計画
（マザーレイク21 計画）

平成12年（2000年）３月に、健全な琵琶湖を次世代に引き継ぐための指針として策定。県民・事
業者の主体的な取組と行政の各種施策を計画の両輪に据えて推進している。
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用語 用語解説
琵琶湖の深呼吸 日光が届かず、表層の湖水が供給されない琵琶湖北湖の深層部の湖底においては、沈降し

た有機物（プランクトンの死骸など）が分解され、水中の酸素（溶存酸素）が消費されて濃度が
下がる現象（低酸素化）がみられる。湖底の溶存酸素濃度は、毎年10月から11月頃に最も低
い状態となるが、１～２月頃には、酸素を多く含んだ表層水が冷やされて沈み込み、低層部の
水と混じり合うことで回復する。この湖水の鉛直混合を「琵琶湖の深呼吸」と呼ぶ。湖底の溶存
酸素が減少すると、底泥から栄養塩類などが溶け出し、水質悪化の原因となる。

びわ湖フローティングス
クール

学校教育の一環として昭和58 年度から県内の全ての小学５年生を対象に実施している学習
船「うみのこ」を活用した１泊２日の宿泊体験学習。学習の場を主に琵琶湖に求め、びわ湖環
境学習、ふれあい体験学習、「湖の子」船内生活の体験学習を行っている。

琵琶湖・淀川流域圏の再
生計画

平成15年(2003年）11月に国において決定された都市再生プロジェクトである「琵琶湖・淀川流
域圏の再生」を推進するために平成17年３月に策定された計画。①自然環境、②都市環境、
③歴史・文化、④流域の連携、の４つの視点から整理し、これらの課題に対して、「水でつなぐ”
人・自然・文化”～琵琶湖・淀川流域圏～」を基本コンセプトとして、流域圏が一体となった取組
を展開することとしている。

ふ

富栄養化 元来は、湖沼が長い年月の間に流域からの栄養塩類の供給を受けて生物生産の高い富栄養
湖に移り変わっていく現象を指す概念であったが、近年の人工・産業の集中や土地利用の変
化等に伴い、栄養塩の流入が加速され、人為的な富栄養化が急速に進行していく現象を指
す。富栄養化の進行により、植物プランクトンが異常繁殖し、赤潮やアオコが発生する。さらに
進行すると水中の溶存酸素が減少し、魚介類のへい死や悪臭を引き起こす。海域・湖沼の富
栄養化に対しては窒素・リンに関する環境基準の設定や排水規制等の対策がとられている。

浮遊粒子状物質（SPM) 大気中に浮遊する粒子状の物質（浮遊粉じん、エアロゾルなど）のうち粒径が10 マイクロメート
ル（１マイクロメートルは100 万分の1メートル）以下のものをいう。

ほ

北海道洞爺湖サミット 平成20年(2008年）7月に北海道洞爺湖畔で開催された先進国首脳会議。世界経済、環境問
題、アフリカの発展など国際社会が直面し、その解決に向け努力すべき課題が話し合われた
が、中でも地球温暖化対策は、国際社会の一致団結した取組の強化が急がれる課題として主
要なテーマとなった。

み

「みるエコおうみ」プログラ
ム

県内家庭からの二酸化炭素の排出削減を促進することを目的としたWEB（ウェブ）サイト。日常
生活の省エネ・省資源行動や、光熱使用量などをインターネット上で記録すると二酸化炭素排
出削減量が表示され、取組の成果が「見える」仕組みとなっている。

め
面源負荷 点源負荷（点源対策）・面源負荷(面源対策）の欄を参照。

も

モビリティマネジメント 一人ひとりのモビリティ（行動）が、社会的にも個人的にも望ましい方向（過度な自動車利用か
ら公共交通等を適切に利用する等）に変化することを促す、コミュニケーションを中心とした交
通政策のこと。

や

やまのこ 森林への理解と関心を深め、人と豊かにかかわる力を育むため、学校教育の一環として、県
内の小学校4年生が、自然豊かな森林体験施設やその周辺フィールドで体験型の森林環境学
習を行う事業。

よ

溶存酸素濃度 水中に溶解している酸素の濃度のことで、代表的な水質汚濁状況を測る指標の１つ。
一般に清浄な河川等では、ほぼ飽和値に達しているが、水質汚濁が進んで水中の有機物が
増えると、好気的微生物による有機物の分解に伴って多量の酸素が消費され、水中の溶存酸
素濃度が低下する。

ら

ラムサール条約 多様な生態系としての湿地を保全することを目的に、昭和46年（1971年）イランのラムサールで
採択された条約。正式には「特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約」とい
う。日本は昭和５５年（1980年）に加入し、琵琶湖は平成5年（1993年）6月に登録湿地に指定さ
れた。
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No. 指標名 指標の説明 データの出典 この指標を選んだ理由
平成22年度

目標値の考え方
平成25年度

目標値の考え方
備考

1

環境学習企画
サポート件数(累
計）

環境学習支援
センターでのサ
ポート件数

環境学習支援
センター調べ

県民等の環境学習の実
施状況を反映する指標と
して設定した。

平成19年度単年度
実績より約10％増加
を目標とした。

平成22年度単年度
目標値と同程度を
目標とした。

2

びわ湖フローティ
ングスクール事
業(うみのこ)実
施学校数

全小学校の５
年生で実施

県びわ湖フロー
ティングスクール
調べ

県の環境体験学習の象
徴的な事業である「うみの
こ」「やまのこ」の実施学校
数を指標とした。

全小学校での実施を
目標とした。

全小学校での実施
を目標とした。

3

森林環境学習
「やまのこ」事業
実施学校数

琵琶湖森林づ
くり基本計画の
基本施策「森
林環境学習の
推進」に基づく
事業に参加す
る学校数

県森林政策課
調べ

県の環境体験学習の象
徴的な事業である「うみの
こ」「やまのこ」の実施学校
数を指標とした。

全小学校での実施を
目標とした。

全小学校での実施
を目標とした。

4

びわ湖環境ビジ
ネスメッセにおけ
る有効商談件
数（累計）

今後セールスに
つながる見込み
のある商談件
数（累計）

びわ湖環境ビジ
ネスメッセ概況
報告（滋賀環
境ビジネスメッセ
実行委員会調
べ）

びわ湖環境ビジネスメッセ
は、環境ビジネスの販路開
拓・拡大、県内企業の環
境関係の新技術・新製品
開発を支援する見本市で
あり、環境産業の創出・拡
大の進捗度合いを最も端
的に表す指標として会期
中における有効商談件数
を設定した。

過去10年間の商談
件数の平均伸び数を
もとに設定した。

過去10年間の商談
件数の平均伸び数
をもとに設定した。

5

環境こだわり農
産物の栽培面
積

環境こだわり農
産物の認証面
積

農業経営課調
べ

環境こだわり農産物は滋
賀県農業のシンボルであ
り、環境こだわり農業の取
組の進捗度合いを最も端
的に表す指標として設定
した。

「滋賀県環境こだわり
農業推進基本計画」
に掲げる目標数値を
設した。

平成２２年度以降
の具体的な数値目
標が設定されていな
いため、２２年度の
目標値以上とした。

6

温室効果ガス
総排出量の削
減率(1990年
比）

平成2年（1990
年）の県域にお
ける温室効果
ガス排出量を
基準とした削減
率

県地球温暖化
対策推進計画

地球環境の保全には、球
温暖化の防止が重要であ
り、県民・事業者等の省エ
ネ行動の取組を推進し、
温室効果ガスの総排出量
を減らすことを指標として
設定した。

「地球温暖化対策推
進計画」において、温
室効果ガスの排出量
を2 0 1 0 年において
1990年比９％削減を
目指すとしたことから、
この値を設定した。

ポスト京都議定書
の動向を注視しなが
ら新たな目標を設
定する。詳細スケ
ジュールについては
今後検討する。

7

「みるエコおうみ」
プログラム取組
世帯数

１人１日１ｋｇの
削減を行う場
合５万世帯が
取り組むと、約
５万トン／年の
削減と想定

持続可能な滋
賀社会ビジョン

滋賀県地球温暖化対策
推進計画の削減目標の
達成に向け家庭部門から
の排出量削減の取組が
重要であることからこのプロ
グラムに参加する世帯数を
指標として設定した。

このプログラムにより１
人１日１ｋｇの削減を
行う場合５万世帯が
取り組むと、約５万ト
ン／年の削減が見込
まれる。(滋賀県地球
温暖化対策推進計
画の県民の省エネル
ギー・省資源行動の
徹底による削減目標
１５万トンの１／３に
相当)

３年間の実績を検
証しその後の取組に
ついての検討を行
う。

8

県内での太陽
光発電による総
発電容量

平成１６年１０
月策定のしが
新エネルギー導
入戦略プランに
より設定された
目標値

しが新エネル
ギー導入戦略
プラン

温暖化の原因となる温室
効果ガスの９割をエネル
ギーに起因する温室効果
ガスが占めており、新エネ
ルギーの導入を進めること
は重要である。新エネル
ギーの中で太陽光エネル
ギーについては今後の導
入拡大が期待されることか
ら指標として設定した。

しが新エネルギー導入
戦略プランで、２０１０
年における太陽光発
電設備の総発電容
量の目標を１００，００
０ｋＷとしたことからこ
の目標値を設定し
た。

目標年度における
太陽光発電設備の
導入状況の調査等
を行い、平成２３年
以降に新たに目標
値の考え方を検討
する。

２．数値指標の解説
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No. 指標名 指標の説明 データの出典 この指標を選んだ理由
平成22年度
目標値の考え方

平成25年度
目標値の考え方

備考

9

希少野生動植
物種の「生息・
生育地保護区」
の箇所数

「ふるさと滋賀の
野生動植物と
の共生に関する
条例」に基づき
希少野生動植
物種の保護の
ために指定した
生息・生育地
保護区の数

県自然環境保
全課調べ

希少な野生生物の保護・
復活を図るためには、その
生息している自然環境全
体を維持・回復する必要
がある。これを示す代表的
な指標として希少野生動
植物種の保護区の箇所
数を設定した。

平成19年度を初年
度とし、1年当たり2～
3箇所の指定を目指
すこととして、目標値
を設定した。

現行予定として、調
査に5年（平成18年
度から22年度）をか
けて、計10地区の
指定を目標としてお
り、平成25年度まで
の具体的な目標値
がないため、平成22
年度目標値と同様
とした。

10

人工湖岸を再
自然化した累計
延長

人工湖岸を現
在の治水機能
を確保しつつ、
自然湖岸へと
再生した延長

県河港課調べ マザーレイク２１の第１期
対策として人工湖岸の再
自然化が挙げられているた
め。

長浜地区：600m、彦
根多景地区：
1700m、守山地区：
1500mにおいて、H22
年度までに人工湖岸
の再自然化を完成予
定。

草津地区：
L=1900mについて、
H23年度から事業に
着手予定。

11

外来魚推定生
息量

琵琶湖における
外来魚（オオク
チバス・ブルーギ
ル）の推定生息
量

県水産課・水
産試験場調べ

これら外来魚は漁業被害
のみならず、その根幹をな
す琵琶湖生態系にも悪影
響を及ぼしていることから、
駆除事業を実施してい
る。駆除事業等による琵
琶湖生態系の回復状況
を示す指標として設定し
た。

外来魚の生息量推
定シミュレーションの結
果による。

外来魚の生息量推
定シミュレーションの
結果による。

12

カイツブリ（県の
鳥）の生息数

琵琶湖や県内
の主要な河川
の観察地点で
同時刻に一斉
調査し生息を
確認した数値を
集計

滋賀県ガンカモ
類等生息調査
(県自然環境保
全課)

カイツブリは、琵琶湖や周
辺の主要な河川などで通
年生息する水鳥であり、ヨ
シ帯に浮き巣を作り繁殖
し、主として小魚を主食と
している。琵琶湖とその周
辺の自然環境の保全が
図られていることを示す指
標として設定した。

カイツブリは、水辺地
域のヨシが繁茂する
場所に住む鳥であるこ
とから、生息環境であ
るヨシ群落の保全対
策に取り組んだ以降
の最高値（連続する3
年間の平均値）の水
準を目標値とした。

生息環境であるヨシ
群落の保全対策に
取り組んだ以降の最
高値の水準を目標
値とした。

13

琵琶湖のヨシの
面積

琵琶湖のヨシ等
の抽水植物群
落面積

ヨシ群落現存
状況調査

ヨシ群落は、水域から陸
域への推移帯にあって多
様な働きをしており、琵琶
湖の環境保全にとって重
要な存在であるため。

ヨシ群落保全条例に
よって定められた「ヨシ
群落保全基本計画」
に掲げる目標値を設
定した。

現行の「ヨシ群落保
全基本計画」では、
平成22年度までの
目標設定となってお
り、平成25年度まで
の具体的な目標値
がないため、平成22
年度目標値以上と
した。

14

緑化されている
道路の延長

県管理用道路
のうち、歩道や
中央分離帯が
緑化されている
道路の延長

滋賀県道路整
備アクションプロ
グラム2008を参
考とした。

道路は生活に密着した社
会基盤であり、道路の緑
化は快適な道路環境の
創出、ひいては良好な生
活環境・自然環境を創造
することから指標として設
定した。

実績値の伸びを参考
に目標値を設定し
た。

滋賀県道路整備ア
クションプログラム
2008を参考に、今
後5年間の整備延
長をもとに緑化延長
を設定した。

15

県民１人当たり
の都市公園面
積

都市公園面積
／都市計画区
域人口

都市公園等整
備現況調査（
国土交通省）

多くの県民にとって日常生
活の中で最も身近にあり、
利用する機会の多い都市
公園が確保されているかを
測るためこの指標を設定し
た。

近年の都市公園面
積の延びを参考に目
標値を設定した。

公共事業の見直し
による進捗率の低
下によりH22と同値
とする。

16

年間間伐実施
面積

琵琶湖森林づ
くり基本計画の
「環境に配慮し
た森林づくり推
進プロジェクト」
に基づく年間間
伐実施面積

県森林政策
課・森林保全
課調べ

森林の持つ多面的機能を
持続して発揮するために
は、適切な間伐が不可欠
であることから指標として設
定した。

琵琶湖森林づくり基
本計画の目標値を設
定した。

平成２１年度に琵
琶湖森林づくり基本
計画を見直し平成
２６年度目標値を
設定する予定。
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No. 指標名 指標の説明 データの出典 この指標を選んだ理由
平成22年度

目標値の考え方
平成25年度

目標値の考え方
備考

17

景観行政団体
となった市町の
数

景観法に基づ
き、景観行政を
実施する市町

県都市計画課
調べ

景観行政団体になること
は、独自に景観行政に取
り組もうとする自治体の意
欲の表れであり、取組の広
がりを測るためにこの指標
を設定した。

現在の7団体（近江
八幡市、大津市、高
島市、彦根市、守山
市、長浜市、栗東
市）に加え、2団体が
景観行政団体となる
ことを目標とした。

7団体に加え4団体
が景観行政団体に
なると想定する。

18

県指定(選定）
文化財の件数

県教育委員会
が指定(選定)
した文化財の
件数

文化財保護課
資料

歴史的環境の保全が図ら
れていることを示す指標と
して設定した。

過去の状況等を踏ま
え実現可能な努力目
標として設定した。

過去の状況等を踏
まえ実現可能な努
力目標として設定し
た。

19

登録有形文化
財(建造物)の件
数

文化庁の文化
財登録原簿に
登録されている
登録有形文化
財(建造物)の
件数

文化庁ホーム
ページ

歴史的環境の保全が図ら
れていることを示す指標と
して設定した。

過去の状況等を踏ま
え実現可能な努力目
標として設定した。

過去の状況等を踏
まえ実現可能な努
力目標として設定し
た。

20
県内主要河川
の水質目標の
達成率

県内の環境基
準点を設定した
河川のうちの、
BODの環境基
準を達成した河
川の割合

琵琶湖再生課
調べ

ＢＯＤは有機物による汚
濁の状況を表す指標で、
環境基本法に基づき河川
における生活環境の保全
に関する環境基準項目と
されていることから設定し
た。

琵琶湖の水質保全を
図るためには、河川流
域での取組が重要と
なってくるため、全河
川での基準の達成を
目標値とした。

琵琶湖の水質保全
を図るためには、河
川流域での取組が
重要となってくるた
め、全河川での基
準の達成を目標値
とした。

21
琵琶湖の透明
度

琵琶湖水質調
査での北湖中
央部９地点の
年間平均透明
度

琵環センター、
国交省、水資
源機構調べ

透明度は濁りを表す水質
指標の一つで、陸域から
流入する土壌粒子やプラ
ンクトンの量などによって変
動する。北湖中央部の透
明度は、土壌粒子や底泥
の巻き上げの影響を受け
にくく、主にプランクトンの量
によって左右されることか
ら、富栄養化の重要な指
標となることから設定した。

環境総合計画におい
て、平成22年度まで
に昭和40年代前半の
水質レベルに回復を
目指して設定した。

マザーレイク21計画
の第2期目標である
昭和40年代前半の
水質レベルへの回復
を目指し、平成22
年度目標値と同値
で設定した。

22

琵琶湖の水質 琵琶湖に設定
されている環境
基準に基づく水
質項目（COD
（化学的酸素
要求量）、全窒
素、全りん）

第5期湖沼水
質保全計画

琵琶湖に流入する各種の
汚濁負荷の削減対策を
講じることによって改善が
見込まれる水質を指標と
して設定した

第5 期水質保全計
画（平成１８～22年
度まで）の目標数値を
設定した。

平成23年度に策定
予定の次期湖沼水
質保全計画で、平
成27年度目標値を
設定予定であるが、
当面は平成22年年
度目標値よりさらに
水質改善が進むこと
を目標とした。

23

琵琶湖のプラン
クトンの異常発
生日数と水域
数

琵琶湖における
赤潮やアオコの
発生日数と水
域数

琵琶湖再生課
調べ

プランクトンの異常増殖に
よって引き起こされる淡水
赤潮やアオコは富栄養化
の象徴であり、これらの現
象が発生しないことが富栄
養化防止、すなわち琵琶
湖の水質保全の目標とな
ることから設定した。

プランクトンによる利水
障害がなかった昭和
40年代前半の琵琶
湖水質を取り戻すこと
を目標にしていること
から設定した。

プランクトンによる利
水障害がなかった昭
和40年代前半の琵
琶湖水質を取り戻
すことを目標にしてい
ることから設定した。

24
琵琶湖の水泳
場の「快適」ラン
クの箇所数

環境省の水泳
場水質基準で
水質AAランクの
水泳場数

琵琶湖再生課
調べ

水泳場は県民が琵琶湖
に身近に接する水域であ
り、白砂青松の景色と澄
んだ水は、県民の誇りとい
える重要な環境指標であ
ることから設定した。

マザーレイク２１計画
で、昭和40年代前半
の水質を目標としてお
り、全ての水泳場を最
も良好な「水質AA」ラ
ンクにすることを目標そ
して設定した。

マザーレイク２１計画
で、昭和40年代前
半の水質を目標とし
ており、全ての水泳
場を最も良好な「水
質AA」ランクにするこ
とを目標そして設定
した。

25

下水道を利用
できる県民の割
合（下水道普及
率）

行政区域内の
総人口に占め
る処理区域内
人口の比率
（百分率）

県下水道課調
べ

下水道が生活排水等の
汚濁を浄化することによる
環境への負荷削減に大き
な働きがあることから、琵
琶湖や河川等の公共用
水域の水環境保全の指
標として設定した。

マザーレイク２１計画
第
１期目標値（下水道
普及率８５％）と整合
をとり、下水道の効果
的、効率的な整備を
目指すこととした。

マザーレイク２１計画
との整合をとり、下
水道の効果的、効
率的な整備を目指
す。 ※ただ
し、現在のところ、第
２期目標値は未設
定。
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No. 指標名 指標の説明 データの出典 この指標を選んだ理由
平成22年度
目標値の考え方

平成25年度
目標値の考え方

備考

26

整備を必要とす
る農業集落排
水処理施設に
対する整備割
合

計画施設数に
対する供用済
施設数の比率
（百分率）

県農村振興課
調べ

農業集落排水処理施設
が生活排水等の汚濁を浄
化することによる環境への
負荷削減に大きな働きが
あることから、琵琶湖や河
川等の公共用水域の水
環境保全の指標として設
定した。

整備主体である市町
の近年の事業進捗を
参考に目標値を設定
した。

整備主体である市
町の近年の事業進
捗を参考に目標値
を設定した。

27

事業場排水基
準遵守率

県が実施する
排水検査の実
施事業場・工
場数のうち、遵
守していた率

琵琶湖再生課
調べ

発生源対策で工場・事業
場の指導の指導を徹底し
ており、その結果が反映さ
れる指標として設定

既に８９％に達してお
り、全ての事業場が
遵守できている理想
の状態を目標値とし
た。

既に８９％に達して
おり、全ての事業場
が遵守できている理
想の状態を目標値
とした。

28

プレジャーボート
の環境対策型
エンジンの使用
率

滋賀県内で登
録されているプ
レジャーボートの
うち、環境対策
型エンジンを搭
載しているもの
の比率

県琵琶湖再生
課調べ

プレジャーボートの航行に
伴う環境への負荷の低減
を図るため、条例で使用を
禁止している従来型２サイ
クルエンジンから負荷の少
ない環境対策型エンジン
への転換の比率を指標と
して設定した。

条例に基づく特例措
置を受けた従来型2サ
イクルエンジンの最終
使用期限である平成
22年度末における転
換比率の目標値を
100％とした。

従来型2サイクルエン
ジンの使用期限が
過ぎていることから、
目標値を100％とし
た。

29

流域単位での
農業排水対策
の面積

農業排水の再
利用や排水抑
制など流域単
位で農業排水
対策に取り組む
農地面積

県耕地課、農
村振興課調べ

公共用水域への農業系
排水負荷の削減に向けて
は、流域ぐるみでの農業排
水（濁水）の取り組みが重
要であることから、取組状
況を示す指標として設定
した。

「しがの農業・水産業
新戦略プラン」に掲げ
る目標数値を設定し
た。

平成22年度に「しが
の農業・水産業新
戦略プラン」の改訂
を行い、新たな目標
値を設定する予定
であることから、平成
22年度の目標値を
維持することとした。

30

二酸化窒素、
浮遊粒子状物
質に係る環境
基準達成率

大気環境基準
が設定されてい
る項目について
環境基準の達
成状況（長期
的評価）

県琵琶湖再生
課、琵琶湖環
境科学研究セ
ンター調べ

発生源対策等を実施する
ことにより、その結果が反
映される大気の指標として
設定した。

既に環境基準は達成
しているため、現状維
持する。

既に環境基準は達
成しているため、現
状維持する。

31

各駅の１日当た
り乗車人員の合
計

県内にあるＪＲ
（東海道新幹
線を含む）、京
阪電気鉄道、
近江鉄道およ
び信楽高原鐵
道の各駅におけ
る１日当たり乗
車人員の合計

ＪＲ旅客乗車
人員、私鉄旅
客乗車人員
(県交通政策
課)

環境負荷の少ない交通
体系を形成するためには、
環境負荷の少ない公共
交通機関利用への転換を
促進することが重要であ
り、代表的な公共交通機
関である鉄道における各
駅１日当たりの乗車人員
を指標として設定した。

人口の増加割合が縮
小する中で、今後見
込まれる人口の増加
割合と過去の乗車人
数の増加割合を勘案
して目標を設定した。

平成25年度目標値
の設定は困難であ
るため、平成22年度
以上の値とした。

32

市街地における
混雑時の自動
車の平均速度

都市部（DID：
人口集中地
区）における混
雑時の平均自
動車旅行速度

平成17年度道
路交通情勢調
査

スムーズな車移動と、温室
効果ガス削減に向けた運
輸部分での具体的な取
組として、目に見えるわかり
やすい指標として設定し
た。

現状から平成6年度
実績値を上回る切り
のいい数値とした。

平成25年度目標値
の設定は困難であ
るため、平成22年度
以上の値とした。

33

主要渋滞ポイン
ト数

「新たな渋滞対
策プログラム
2006」のうちの
県管理箇所

滋賀県渋滞対
策協議会調査

スムーズな車移動と、温室
効果ガス削減に向けた運
輸部分での具体的な取
組として、目に見えるわかり
やすい指標として設定し
た。

渋滞ポイント9カ所
（外町、草津3丁目、
近江大橋西詰、六枚
橋、十王町、駒井
沢、御幸橋北、大萱
6丁目、琵琶湖大橋
東詰）のうち、まず、4
箇所（草津3丁目、近
江大橋西詰、十王
町、大萱6丁目）の整
備を行うこととしてい
る。

平成27年度目標値
を参考に設定した。

34

プレジャーボート
による騒音被害
に関する苦情件
数

県および市町が
受け付けた、プ
レジャーボートの
航行に伴う騒
音に関する苦
情の件数

県琵琶湖再生
課調べ

プレジャーボートの航行に
よる地域住民への騒音被
害の発生状況を具体的に
表す指標として設定した。

平成19年度の苦情
件数を半減させること
を目標として、この値
を設定した。

平成19年度の苦情
件数を半減させた
状態を維持すること
を目標として、この値
を設定した。
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No. 指標名 指標の説明 データの出典 この指標を選んだ理由
平成22年度
目標値の考え方

平成25年度
目標値の考え方

備考

35

県民1人が1日
に出すごみ量

ごみ総排出量
／（総人口×
365日）

滋賀県の廃棄
物

循環型社会を構築してい
くため、ごみの減量化、リサ
イクルを積極的に進めるこ
とが必要であり、その結果
が反映される指標として設
定した。

排出抑制の取組を促
進し、平成9年度の量
から約５％減の900ｇ
を目標とした。

県基本構想
（H19.12）での設定
と同様とした。

36

１年間に出る資
源化されない産
業廃棄物の量

総排出量－汚
泥の事業所内
での脱水による
減量－有効利
用された量

県循環社会推
進課調べ

循環型社会を構築してい
くため、産業廃棄物の有
効利用を進めることが必
要であり、その状況を示す
指標として設定した。

産業廃棄物の資源
化処理を進め、平成
9年度の量の1/3とす
ることを目標とした。

平成22年度に策定
予定の「第三次滋
賀県廃棄物処理計
画」の策定時に平
成27年度の目標値
を設定する予定であ
ることから、平成22
年度の目標値を維
持することとした。

37

１年間に出る資
源化されない一
般廃棄物の量

総排出量＋集
団回収量－有
効利用に供さ
れた量

県循環社会推
進課調べ

循環型社会を構築してい
くため、一般廃棄物の有
効利用を進めることが必
要であり、その状況を示す
指標として設定した。

一般廃棄物の熱利
用も含めた資源化処
理を進め、平成9年
度の量の1/2とするこ
とを目標とした。

平成22年度に策定
予定の「第三次滋
賀県廃棄物処理計
画」の策定時に平
成27年度の目標値
を設定する予定であ
ることから、平成22
年度の目標値を維
持することとした。

38

不法投棄等不
適正処理事案
新規分年度内
解決率(産業廃
棄物)

発見した年度
内に解決した不
法投棄等産業
廃棄物の不適
正処理事案数
／不法投棄等
産業廃棄物の
不適正処理事
案の年度内新
規発見数

県循環社会推
進課調べ

悪質・巧妙化した不法投
棄等に対し、早期発見お
よび初期対応を行うことに
より、不法投棄等の防止
と原状回復に向けた取組
を推進する必要がある。こ
の取組を測る代表的な指
標として設定した。

不法投棄は、生活環
境への影響が大きく、
是正には長い時間と
多額の費用を要する
ため、早期発見・早
期解決が重要であ
る。このため、過去の
実績を踏まえ一層の
監視指導の強化に努
めることにより年度内
解決率80％を目標と
した。

県基本構想
（H19.12）での設定
と同様とした。

11



12

３．温室効果ガス削減対策一覧

この計画の長期的な目標の設定の根拠となっている「持続可能な滋賀社会ビジョ

ン」(2008 年 3 月)、「持続可能社会の実現に向けた滋賀シナリオ」(2007 年 3 月)におい

て示している温室効果ガス削減対策一覧および削減量は、次のとおりです。



13

温室効果ガス排出量と部門別削減量



(第三次滋賀県環境総合計画 別冊)

淡海のくらし ～環境への心づかい～

［環境への配慮のための指針］

(素案)

平成２１年６月

滋 賀 県

資料１－④



1

■ 目的5
この「淡海のくらし」は、県民や事業者のみなさんが、環境にできるだけ負荷を

与えない行動を自ら考え、選択するための指針（ガイドライン）です。日常生活や

事業活動の様々な場面において何か行動を起こそうとするとき、法律や条例を守る

ことに加え、どんなことをすればよいか、具体的な取組を示しています。

10 
■ 構成

この指針は、日常生活、事業活動、開発行為の３つの場面ごとの指針で構成して

います。

15 
■ 位置づけ

この指針は、滋賀県環境基本条例に基づく環境総合計画において定めることとさ

れている環境配慮のための指針を具体的に示すものです。

同条例には、県民、事業者が環境への負荷を低減する役割を積極的に果たしてい

くことが定められており、そのために、この指針が効果的に活用されることを期待20 
するものです。

■ 指針の活用

この指針は、県民、事業者、行政機関等が日常の生活や事業活動の様々な場面で

直接利用するほか、広報誌等による環境啓発あるいは環境啓発冊子の作成などの参25 
考とされることで、環境への心づかいが広く普及することを目指しています。

なお、「日常生活編」については、この指針の内容に具体的事例などを加えてわか

りやすく補足拡充した普及版を作成するなど、より県民のみなさんが家庭等で活用

しやすいよう努めます。

30 
■ 指針の見直し

また、この指針は、地球環境問題や琵琶湖環境などに関する最新の科学的知見や

施策の方針などを反映して、必要に応じて見直しを行います。

○ 日常生活での環境への心づかい

○ 事業活動での環境への心づかい

○ 開発行為での環境への心づかい

淡海のくらし ～環境への心づかい～



2

第１節 日常生活での環境への心づかい

■台所では

○生ごみの量を減らす。

・食べ残しをせず、調理くずなどの生ごみの量を減らす。5
・生ごみはできる限りコンポスト化し、肥料として活用する。

○調理機器を上手にかしこく利用する。

・冷蔵庫は、詰め込み過ぎない、扉の開閉を少なくする、開けている時間を短くするな

ど効率的な利用をする。

・調理の下ごしらえに電子レンジを活用する、熱効率を考えてガスレンジを利用するな10 
ど、調理機器を効率的に使用する。

・食器洗いのお湯の温度設定はできるだけ低くするようにし、流しっぱなしにしない。

また、食器洗い乾燥機を使う場合は、まとめて洗い、温度調節をこまめにする。

○水を汚さないようにする。

・食器の汚れは古布や古紙、ゴムへらなどで落としてから洗う。 15
・レモンや酢、重曹などを活用し、洗剤を使わない工夫をする。

・目の細かいストレーナーや水切り袋で細かいごみも取り除く。 
・食用油はできるだけ使い切り、残ったものは有効に利用し、流さない。

・米のとぎ汁、牛乳パックの洗い水などは植木にまく。

20 
■買い物では

○ごみが出ない買い物の仕方をする。

・マイバッグや買い物かごなどを持参する。

・ムダな包装は断る。 
・再利用できる容器に入った商品、詰め替え商品を選ぶ。 25
・食品はできるだけバラ売りや量り売り商品を購入する。

○ムダのない買い物をする。

・メモをして買い物に出かけ、必要以上に買わない。

・レンタル用品を利用する。

○環境にやさしい商品を選択する。30 
・エコマーク、グリーンマークなど、環境ラベルのついた製品を選択する。

・フロン、代替フロンを使っていない製品を選ぶようにする。

・省エネラベリング制度を活用し、省エネルギータイプの電気・ガス機器などを選ぶよ

うにする。

・環境こだわり農産物や地元で取れた食材、旬の食材を選ぶ。 35
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・自動販売機からの購入は自粛する。

・飲用には水道水を利用したり、水筒を持ち歩くようにし、ペットボトル入り飲料など

はできるだけ買い控えるようにする。

■ごみでは5
○ごみを減らす。

・修理できるものは修理をして長く使う。 
・不要になったものはフリーマーケットなどに出し、必要としている人に使ってもらう。

・ダイレクトメールの拒否、電子メールの活用、チラシの回覧などにより紙の使用を減

らす。10 
・リターナブル容器を使用する。

○廃棄をする場合の再生利用を進める。

・分別収集の徹底により資源として再生利用する。

・冷蔵庫や洗濯機、テレビ、エアコンの買い換えをするときは、家電リサイクル法等に

より販売店に引き渡す。 15
・ポイ捨てをしない。

■風呂、洗面、トイレでは

○風呂、洗面では

・水（湯）を入れすぎたり、流しっぱなしにしない。20 
・間隔をおかずに続けて入浴するようにし、追い炊きをしないようにする。

・シャンプー、リンスなどはできるだけ使用量を少なくする。

・洗面では、お湯を使わず水で洗うようにする。

○トイレでは

・温水洗浄便座は設定温度を低くし、使用しないときはふたを閉める、もしくは保温を25 
しない。

・再生紙利用トイレットペーパーを使用する。

・消音のための水を流さない。

■洗濯では30 
・洗剤の使用量をできるだけ少なくする。

・風呂の残り湯の利用、まとめ洗いなどにより節水する。

・衣類乾燥機は天気のいい日には使わず、洗濯物は外に干す。 
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■家屋（居間など）では

○機器を適切に使う。 
・冷暖房温度を適正に調節する（冷房 28℃、暖房 20℃を目安）。
・着るもので調節して暖房を控える。

・照明は、省エネ型の蛍光灯や LED照明を使用し、こまめに消灯する。5
・テレビは必要な番組を選び、つけっぱなしにしない。

・機器の特性にあわせてプラグを抜いたり、省エネモードへ切り替えるなど、待機時消

費電力を少なくする。

○住宅の省エネルギーや自然エネルギーの利用10 
・多層ガラス、窓用断熱シートや厚手のカーテンなどを活用し、断熱性を高める。

・自然エネルギーを有効に利用する（自然風、太陽熱、ソーラーパネルなど）。

・庭やベランダなどを緑化する。

・木造住宅を建築する場合は、県産木材を積極的に利用する。

15 
○雨水の利用

・雨水をためて、散水などに利用する。

■移動（自動車）では

○環境にやさしい移動方法を選ぶ。 20
・自家用車の利用を控え、公共交通機関を利用する。

・近くの移動では、自転車利用や徒歩にする。

○自動車を使用するとき

・エコドライブ（アイドリングストップ、経済速度での走行、ふんわりスタートなど）

を励行する。25 
・ムダな荷物は積まない。

・集合住宅でのカーシェアリングや乗り合いを進める。

・ハイブリットカーや電気自動車などの低公害車を選択する。

■レジャーでは30 
・公共交通機関を利用する。

・ごみを持ち帰る。 
・環境への負担が少ない方法で楽しむ。

■庭や家庭菜園などでは35 
・雑草は早期に抜き取ることにより、除草剤をなるべく使用しないようにする。
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・化学合成農薬や化学肥料は適正に使用する。

■琵琶湖との関わりでは

○琵琶湖を楽しむ。

・琵琶湖の恵みを生かした湖魚料理を味わう。

・琵琶湖や川に出かけ、憩い、水に触れたり、遊んだりする機会を増やす。5
・「琵琶湖ルール（プレジャーボートの航行規制、従来型２サイクルエンジンの使用禁

止、ブルーギル・ブラックバスなど外来魚のリリース禁止など）」を守る。 
○琵琶湖や川に関わるボランティアや環境保全活動へ積極的に参加する。

・ヨシの植栽活動

・外来植物除去活動10 
・水田へ魚を遡上させる魚道の整備活動

■環境保全活動への参加では

○地域や NPO などの主催する環境保全活動へ積極的に自らが参加するとともに、実践
活動の輪が広がるよう呼びかける。15 
・環境講座などの環境学習

・清掃活動などの地域環境保全活動

・みどりづくりや森林の保全活動

・里中河川など身近な自然を大切にする活動

○「みるエコおうみ」プログラムの削減チャレンジに参加し、主体的に CO2の削減に取20 
り組む。 

25 
 

30 
 

35 
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第２節 事業活動での環境への心づかい

全ての事業活動に共通する環境への心づかい

■環境への心づかいを進めるためのしくみづくり

○ ISO14001や エコアクション 21等、環境マネジメントシステムを導入し、組織的・5
体系的な環境への心づかいを進めるほか、環境会計の導入を図る。 
○環境保全に関する取組を「環境報告書」や「CSR報告書」等に取りまとめ、地域住民
や県民へ公開、提供する。

○環境に配慮した製品の生産、流通および購入（グリーン購入）を進める。

○環境保全への投資の拡充、技術開発、環境保全事業活動への取組を進める。10 
○環境関連技術における国際協力等を進めるなど、海外での事業活動に際して環境への

配慮をする。

○事業所の景観に配慮し、周辺環境との調和や敷地内の緑化を図る。 
○駐車場等は土壌や草地の保全に配慮し、非舗装化あるいは透水性舗装を進め、雨水の

浸透を図る。 15

■環境への心づかいを進めるための人育ち・人育て

○環境教育、環境学習を実施し、環境に対する社員の自覚や意識を高めるとともに、社

員が行う環境保全活動を支援する。

○経営層自らも環境への意識を高め、環境保全活動を推進するための体制整備を行う。 20
○地域との情報交換や交流に努め、「びわ湖の日」の行事、緑化活動やまちづくり活動

への参加、環境学習会の実施支援など、地域と連携、協働して環境保全の取組を進め

る。 

■地球温暖化防止への心づかい25 
○エネルギーの高効率利用や新エネルギーの活用に努める。

○ビルや工場等の新築や改築時に省エネ性能の向上に努める。

○ＢＥＭＳ（ビルディングエナジーマネジメントシステム）、ＥＳＣＯを積極的に導入

する。

○夜間電力を利用した蓄熱システム等により電力負荷の平準化を図る。 30
○各種機器、照明等の設備更新にあたっては、エネルギー効率が高い機器を選択する。

○カーボンフットプリント制度を積極的に取り入れ、消費者に対して環境負荷の少ない

商品を選択するための情報を提供するとともに、環境に配慮した製品開発を促進する。

○ハイブリッドカー・電気自動車・天然ガス車等、低公害車の積極的な導入を図るとと

もに、エコドライブに努める。35 
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○過度の自動車利用を抑制し、公共交通機関の利用や、自転車や徒歩での移動を励行す

る。 
○情報通信を利用し、交通機関による移動量を低減する。

○グリーン IT（IT 機器・システムの省エネや、IT の活用による社会の省エネ）を推進

する。5
○代替フロン類を使用しない技術の開発等により、使用量の削減に努める。

○木材・農産物などの地産地消を推進する。

■省資源への心づかい

○製品の原料調達、生産、輸送、消費、廃棄等の各段階における環境負荷を低減する。10 
○施設での雨水利用、中水道システムの導入等、効率的な水利用に努め、節水を図る。 
○生ごみ等の堆肥化とその利用や、古紙や包装容器のリサイクルに努めるなど、事業所

で発生する廃棄物の３Ｒ（発生抑制、再使用、再生利用）を進める。

○下水汚泥溶融スラグやその二次製品の利用に努める。

15 
■環境に関するリスク管理

○環境汚染事故の未然防止に努めるとともに、日頃から緊急事態が発生した場合の対応

方法を明確にしておく。

○事業所からの排水、排ガスの浄化には、最適な技術を積極的に導入し適正な処理に努

める。20 
○各種の化学物質を適正に管理するとともに、環境中への排出量の削減を図る。 
○新規の化学物質を使用するときは、そのリスク評価に努める。

事業活動別の環境への心づかい25 
■農林水産業

○直売所や県内市場等と協力・連携し、地産地消を進める。

（農業）

○環境こだわり農業の実践に努める

・化学合成農薬や化学肥料の使用量をできるだけ少なくするとともに、適正な使用に努30 
める。

・用水の節減を図り、代かき、田植期における濁水の発生を抑え、強制落水や畦畔・水

路溝畔からの漏水防止等に努める。

○家畜ふん尿等の有機性資源の循環利用を図るとともに、悪臭の発生を防ぐための施設

管理に努める。35 
○農業集落排水処理施設で発生した汚泥と家庭からの生ごみをコンポスト化し、農地に
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還元することで、有機性資源の循環に努める。

○農業用の使用済みプラスチックの回収を進めるとともに、リサイクルを図る。 
（林業）

○間伐を中心とした森林整備を推進し、生物多様性や水源かん養等、多面的な機能が発

揮される森林づくりを進める。5
○林道等生産基盤の整備については、自然環境の保全や景観へ十分配慮する。

○森林病虫害防除のための農薬については、森林および周辺地域の生態系への影響を考

慮して使用し、その低減を図る。 
○木材の伐採、搬出にあたっては、林地の保全や森林の更新等に配慮した施業に努める。

○県産木材や間伐材等を利用した製品等の普及に努める。10 
（水産業）

○外来魚（ブラックバス、ブルーギル）の駆除を行い、生態系の回復に努める。

○ごみ清掃等を通じて漁場環境の保全に努める。

○在来魚貝類の種苗放流や産卵繁殖場の保全、さらには資源管理等による水産資源の維

持回復を図る。 15
○養殖池では食べ残しが出ないよう適切な給餌を行い、排水による環境水への水質汚濁

防止に努める。

■鉱業

○採取作業や跡地の埋め戻しにおいては、良質土による埋め戻しや緑化等を行うなど、20 
水質汚濁、土壌・地下水汚染の発生や地下水のかん養機能の低下を起こさないように

十分な対策を図る。 
○原料採取後は早期に緑化や原状復帰を行うとともに、現地表土の利用に努める。

○低騒音・低振動型機械の導入等により、騒音・振動・粉じん・排気ガス等の公害防止

対策を図る。特に発破等の作業においては、作業時間帯の適正な設定により、周辺に25 
悪影響を与えないように努める。

■製造業

○ライフサイクルアセスメントを実施し、製品の原料調達、製造から消費、廃棄等の各

段階における環境負荷を低減する。30 
○省資源、長寿命化、また廃棄時を考慮した素材利用など環境に配慮した製品設計を進

める。

○製品の廃棄時における自主回収、再生ルートの整備に努める。

○原材料・製品等の輸送は、鉄道や海運等、より環境負荷の少ない交通手段の利用に努

める。35 
○PRTR法等の規制対象物質の使用削減および環境中への排出削減に努め、水質汚濁・
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大気汚染・悪臭等の公害を防止する。

○化学物質の取扱いについては、責任者を配置し、総合的な安全管理を推進する。

○製品に、その構成成分や適正なリサイクル・廃棄方法を明示するよう努める。

○過剰な地下水の汲み上げを避ける等、地下水利用の抑制に努める。

5
■建設業

○工事による濁水、騒音・振動・粉じん・排気ガス等については、周辺に悪影響を与え

ないような対策を図る。 
○下水汚泥溶融スラグ入りコンクリート二次製品をはじめとする再生品や再利用可能な

建設資材等の使用に努める。木材については県産木材の利用に努める。10 
○有害な化学物質を含む資材等は、使用しないように努める。

○建設廃材や建設発生土等の建設副産物は、適正処理と減量化・有効活用に努める。

○低騒音・低振動型建設機械や低燃費型建設機械の導入を図る。 

■運輸・交通業15 
○ハイブリッドカー・電気自動車・天然ガス車等、低公害車の導入を促進する。

○適正速度の遵守やアイドリングストップ等、エコドライブを励行する。

○荷主と連携しながら、共同輸配送や帰り荷の確保等により輸送効率の向上を図る。 
○中長距離の輸送等については、鉄道の活用により、輸送時の環境負荷低減に努める。

○梱包材等の資材は、再利用・再生利用できるものを使用する。20 
○輸配送ルートの適正な選択と、過積載の防止に努める。

○比較的環境負荷の少ない鉄道・バス等公共交通機関の整備や利便性の向上に努める。

○BDF（バイオディーゼル燃料）の使用を進める。

■販売業（卸・小売業等）25 
○環境配慮型商品やリサイクル製品の販売普及に努め、販売者自身のごみだけでなく、

消費者がごみを作らない販売方法を心がける。

○買い物袋の持参を促すとともに、過剰な包装を避ける。

○製造業者・運送業者と連携し、梱包材の削減・再利用に努めるとともに、計画的な発

送・輸送を行う。 30
○食品トレイや牛乳パックなど、販売した製品の廃棄された容器は、可能な限り店頭回

収を実施し資源化を行う。 
○チラシ・パンフレットの過剰な発行を控えるとともに、再生紙を利用する。

○照明や空調の適正化、省エネ機器の導入等、店舗の省エネ化を図る。 
○自動販売機の過剰な設置を控えるとともに、設置する場合は省エネルギー型を選ぶ。 35
○環境こだわり農産物をはじめとする県産農水産物を積極的に取り扱う。 
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○商品に関する環境情報の表示等、消費者への情報提供を行う。 
○看板・広告塔の設置等は、周辺の景観と調和するよう十分配慮する。

○動植物の輸入、販売にあたっては貴重な生物の保護と在来種の保護に留意する。

○環境にやさしい商店街づくりのための施設整備に努める。

5
■飲食・旅館業

○調理くず、食品残さを減らす工夫をし、自家や共同での堆肥化等によりリサイクルに

努める。

○洗剤の使用量の適正化に努めるとともに、排水に調理くず等を流さない。 
○廃食油の回収を徹底するとともに、ＢＤＦ（バイオディーゼル燃料）原料としての供10 
給に努める。

○環境こだわり農産物をはじめとする県産農水産物を積極的に取り扱う。 

■観光・レジャー関連業

○環境に配慮しつつ、自然を活かし、ふれあえるような観光を促進し、施設整備に努め15 
る。 

○環境学習施設、身近な自然や生活文化を活用し、エコツアー等の新しい観光の展開に

努める。

○公共交通機関や自転車を利用した観光の促進を図り、輸送が必要な場合は低公害車を

利用する。20 
○再利用できる容器利用などの拡大を図り、観光客等に廃棄物の排出抑制を呼びかける

ことで、環境について考える機会になるよう努める。

○観光パンフレット・ポスターについては、再生紙を利用する。

■その他の業種（サービス業など）25 
○上記の各業種別配慮を参照しつつ、環境保全への自主的、積極的な取組を進める。

○グリーン購入を推進し、その使用拡大を図る。 
○省エネルギー機器や節水型の機器を導入する。

○近くの階へは階段を利用し、エレベーターはできるだけ使用しない。

○昼休みの消灯、使用しないＯＡ機器等はこまめに消す。 30
○室内の適切な温度設定により省エネルギーを図る。 
○夏はクールビズ、冬はウォームビズに努める。

○在宅勤務、サテライトオフィス等により、自動車等を利用した移動量を低減する。

35 
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第３節開発行為での環境への心づかい

全ての開発行為に共通する環境への心づかい

■周辺地域への心づかい5
○周辺の地形、土地利用との整合に十分に配慮する。

○地域の歴史的文化的遺産および良好な景観の保全に配慮する。

○水質汚濁、大気汚染、騒音、振動、地球温暖化等の環境保全上の支障が生じないよう

工法も含め配慮を行う。 
○上下水道、廃棄物処理施設、公共交通機関等の都市基盤の整備状況との整合に努める。10 
○事業に伴う地下水への影響に配慮し、非舗装あるいは透水性舗装により雨水の地下浸

透を図るとともに、地域における水循環の保全に努める。

■生態系への心づかい

○自然度の高い地域、貴重な動植物の生息する地域および自然環境保全上重要な湖辺や15 
水源かん養等の重要な森林での事業は極力避けるよう努める。やむなく事業を実施す

る場合は、影響が最小となるよう配慮する。

○良好な水辺地、樹林地など地域の自然環境の保全、健全な生態系の維持に努める。

○適切な植樹、環境変化の緩和措置（ミティゲーション）、モニタリングなどにより、

地域にふさわしい動植物の生息環境の保全および創造に配慮する。20 
○自然植生をできるだけ残すなど、身近な場所で自然とふれあえる場を確保する。

○土地の改変を伴う事業にあたっては、表土の保全に努め、駐車場は土壌や草地の保全

に配慮し、非舗装化あるいは透水性舗装を進める。

■省資源・省エネルギーへの心づかい25 
○再生資源の利用とともに、建設廃棄物および建設発生土の減量化、再利用、再資源化

を推進する。

○省エネルギー型設備や自然エネルギーなどの新エネルギーの利用等を開発計画に取り

入れることにより、省エネルギーおよびエネルギーの有効利用を図る。 
○下水汚泥溶融スラグ入りコンクリート二次製品など、下水汚泥溶融スラグの利用に努30 
める。

○建築物には県産木材を積極的に利用する。

■地域住民（環境コミュニケーション）への心づかい

○情報交換により地域住民の要望を的確に把握し、地域住民の環境との関わりに配慮し35 
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た開発計画とする。

○事業の内容や環境への影響などの情報を適切に提供するとともに、環境への配慮事項

を明確にする。

開発行為別の環境への心づかい5
■住宅系事業（住宅団地造成、市街地再開発等の面的開発）

○市街地の無秩序な拡大を引き起こすことがないよう十分な検討を行う。 
○計画人口等、事業規模の設定について、水質汚濁や廃棄物の著しい増加等を招かない

よう十分な検討を行う。 
○工場に近接する場合、大気汚染、騒音・振動等の状況を調査し、居住環境として適切10 
であることを確認するとともに、緩衝地帯の設置または緩衝性の確保に努める。

○幹線道路や鉄道に近接する場合も、上記と同様の配慮を行う。 
○電波障害、日照阻害等の著しい支障が生じないようにする。

○公共交通機関の利用の便の確保等、自動車交通量の抑制に努める。

○一定規模以上の開発においては、開発面積に対して３％以上の公園緑地の整備を図る。 15
○建築物や看板・広告などの工作物は形態、色彩などについて周辺景観との調和に努め

る。 

■商業・業務系事業（商業施設の建設、流通業務団地造成等）

○水質汚濁や大気汚染等により周辺地域の環境に影響を及ぼすことのないよう十分配慮20 
する。

○自動車の通行による周辺地域の大気汚染、騒音・振動の増大を招かないよう対策に努

める。

○電波障害、光害等の著しい支障が生じないようにする。

○公共交通機関の利用の便を確保するなど、自動車交通量の抑制に努める。25 
○緑化を推進し、周辺環境との調和を図る。 
○建築物や看板、広告物などの工作物の形態、色彩などについて周辺景観との調和に努

める。

■工業系事業（工業団地造成、工場・事業場建設等）30 
○水質汚濁や大気汚染等により周辺地域の環境に影響を及ぼすことのないよう十分配慮

する。

○住宅地や学校等の地域住民の日常生活の場や公共施設に隣接した場所へ立地する際に

は、周辺への影響が最小限になるよう努める。

○有害な化学物質による環境汚染が生じないよう、その保管、使用、輸送等における適35 
正な管理、施設の整備を図る。 
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○地下水を使用する場合は、地下水脈等の実態を十分調査するとともに、節水や再利用

を図り、地盤沈下の防止や地下水の保全に努める。

○工場団地で発生する産業廃棄物は、できるだけ団地内で処理・処分・リサイクルでき

るよう計画するなど、廃棄物の減量化やリサイクル、適正処理に努める。

○緑化を推進し、周辺環境との調和を図る。 5
○建築物の形態、色彩などについて周辺景観との調和に努める。

■鉱業系事業（砂利採取業や採石業としての資源の採掘等）

○周辺の動植物の生息・生育環境や自然環境に影響を及ぼすことのないよう十分配慮す

る。 10
○計画段階において、地下水への影響を考慮して立地を検討する。

○鉱物等の採取により自然災害を助長させることがないよう十分な調査を行う。 
○良質土での埋め戻しを行い、土壌汚染の防止を図る。 
○原料採取後の緑化や原状復帰を行う場合は、現地表土の利用に努める。

○土砂等の運搬時における周辺の騒音、粉塵等による周辺環境への影響に配慮する15 
 

■交通系事業（道路整備、鉄軌道整備）

○動植物の生息・生育地や地下水脈など地域の環境を分断することのないよう十分な配

慮をする。

○路線の設定にあたっては、大気汚染、騒音、振動等により生活環境に著しい影響を及20 
ぼすことのないよう配慮する。

○緑地帯や遮音壁等の環境施設帯を設置するなど、周辺環境への影響の緩和に努める。

○高架構造の場合、電波障害、日照阻害等の著しい支障が生じないようにする。

○道路の緑化により、大気浄化、騒音防止、良好な景観の形成を図るとともに、緑地の

ネットワーク化に努める。25 
○街路樹等について、樹種の選定等にあたり大気汚染浄化機能についても配慮する。

○透水性舗装の採用や道路構造の検討により、地域における水循環の保全に努める。

○舗装材、路盤材等への再生資源の利用を推進する。

○鉄道輸送等との役割分担など効率的な物流体系の整備推進に努める。

○高齢者や身体障害者等が安全で快適に利用できるように配慮する。30 
 

■レクリエーション系事業

○湖国の豊かな自然・歴史的遺産等を活かした施設整備等に配慮する。

○集客人員など事業規模の設定について、水質汚濁、騒音、廃棄物の著しい増加等を招

かないよう十分な検討を行う。 35
○交通の円滑化に十分配慮し、交通渋滞やそれに伴う公害を発生させないように努める。
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○公共交通機関の利用の便の確保等、自動車交通量の抑制に努める。

○建築物の形態、色彩などについて周辺景観との調和に努める。

■公共建築物建設事業

○「環境優先の理念」に基づき、環境へ最大限に配慮する。5
○事業計画・実施に際しては、住民の参加を求め、その意見を反映するよう努める。

○事業規模の設定について、水質汚濁、廃棄物の著しい増加等を招かないよう十分な検

討を行う。 
○電波障害、日照阻害等の著しい支障が生じないようにする。

○太陽光発電やコージェネレーション（熱電併給システム）等の新エネルギーの導入や10 
建設工法、管理方法、設備の省エネルギー化を図る。 

○蓄熱空調機器の導入など、電力負荷の平準化に努める。

○高性能な断熱材の使用、多層ガラスの使用等による省エネルギー化を図る。 
○空調、照明灯の高度制御、自然採光、自然換気を規模や用途に応じて採用する。

○中水道システムや雨水利用システム等、節水や水の循環利用が可能となるような設備15 
の導入に努める。

○ホルムアルデヒド等の揮発性有機化合物を含有しない、あるいは含有を抑えた内装材

の使用に努める。

○公共交通機関の利用の便の確保等、自動車交通量の抑制に努める。

○施設配置にはできるだけゆとりを持たせ、地域における緑のネットワークの拠点とな20 
るよう緑化に努める。

○建築物の形態、色彩について周辺景観との調和に努めるとともに、緑化を推進する。

○建築物について県産木材を活用した木造・木質化を推進する。

25 
 



◎3 各分野別の施策の推進

第三次滋賀県環境総合計画（素案）の概要

は じ め に

【１ 改定の経緯】
○平成 8年3月 滋賀県環境基本条例制定
○平成 9年9月 「滋賀県環境総合計画」策定
○平成16年3月 「新滋賀県環境総合計画」に改定

・概ね5年が経過
・地球環境問題や琵琶湖環境の変化
・基本構想、持続可能な滋賀社会ビジョンの策定

○第三次滋賀県環境総合計画として改定

【２ 計画の性格と役割】
○滋賀県環境基本条例に基づく、県の環境施策の基本計画
○長期的な目標、施策の方向、環境への配慮指針など重要事項を定める。
○「滋賀県基本構想」や「持続可能な滋賀社会ビジョン」を踏まえた計画。
○「マザーレイク21計画（平成22年度改定予定）」とも整合を図る。

環境関連の個別計画等の指針となるもの

【３ 計画期間】
平成21年度（2009年度）～

平成25年度(2013年度）まで

「滋賀県基本構想」「持続可能な滋賀社会ビジョン」
に描く将来像(2030年）の実現に向けて、5年間に講じ
るべき施策の基本方向を示す。

第1章 滋賀の環境の現状と課題

第３章 施策の方向

第４章 重点プロジェクト

第５章 計画の円滑な推進

別冊 淡海のくらし～環境への心づかい～

（１）持続可能な滋賀社会の実現に向けた施策の推進の視点

ア．対症療法だけでなく総合的な視点で解決を目指します。
イ．様々な政策手法を組み合わせて取組を進めます。
ウ．新たなビジネスチャンスの創出や県民の生活の向上を目指します。
エ．最新の科学技術や伝統的な知恵を活用し、新たな豊かさを創造・普及します。
オ．取組が利益となったり、効果が見える仕組みを構築します。

○関係諸計画への確実な位置付け ○計画の進行管理・見直し（「ＰＤＣＡサイクルによる進行管理、環境白書等で成果を公表） ○環境への配慮のための指針を別冊で作成

日常生活編 事業活動編 開発行為編

（２）県民、事業者、市町等との連携による施策の推進の視点

ア．県民、地域団体、ＮＰＯ、事業者等との協働・連携を推進します。
イ．市町とのより適切な連携・協力関係を構築します。
ウ．琵琶湖・淀川流域をはじめとする広域的な連携・協力を図ります。

ア 低炭素社会の実現 2030年における滋賀県の温室効果ガス排出量５０％削減（1990年比）

イ 琵琶湖環境の再生 琵琶湖流域および周辺で健全な生態系と安全・安心な水環境の確保
遊・食・住などの人の暮らしと琵琶湖の関わりの再生

１ 低炭素社会の実現

◎滋賀県基本構想 基本理念「未来を拓く共生社会へ」 戦略 「自然の力を活かす」
（自然の力を活かす：自然本来の力を再生可能な範囲で活かしながら損なわない持続可能な社会づくり）

◎持続可能な滋賀社会ビジョン：持続可能な社会は「低炭素社会」「循環型社会」「自然共生社会」の３つの取組

◎健全な県土の保全・良好な生活環境の確保

◎1 持続可能な滋賀社会の構築に向けた人育ち・人育て （１）環境教育・環境学習の推進

◎2 持続可能な滋賀社会の構築に向けた基盤づくり （１）地域との協働・住民参加 （２）環境と調和した産業・まちづくりへの転換 （３）調査・研究の推進と成果の活用

第２章 長期的な目標

「持続可能な滋賀社会」の3つの取組
は相互に深く関係している。

健全な県土の保全と良好な生活環境
の確保のもと、これらを統合的に進めて
いくために、次の2つを目標とする。

持続可能な滋賀社会の実現

【人口減少と高齢化の進行】
→低成長による環境保全支出の減少
→高齢化や世帯増によるエネルギー消費増加

【産業・経済の動向】
→工業県のため、環境制約への対応大
→一方、環境産業で優位性が期待
→原油など資源の枯渇、価格上昇が懸念
→不況克服の過程は、持続型社会への転換の好機

【地球規模の環境問題の深刻化】
→再生可能エネルギー導入が必要
→食料自給率の向上が必要
→生物多様性確保の対策が必要
→越境汚染対策に国際協力が重要

【県民・事業者の環境意識と行動】
→高い県民と事業者の環境意識を行動へ
→琵琶湖淀川流域等広域的な取組が必要

社会的背景と環境面からのポイント

【地球温暖化】

○県内においても気温や琵琶湖の水温の上昇
→生活や産業、生態系への影響懸念
○「業務」「家庭」「運輸」でGHG排出量が増加
→省資源・省エネの一層の理解と取組が必要。
→大幅削減は社会経済の仕組みの変革が必要

【自然環境】

○森林等の自然環境の管理の低下
○開発行為、外来動植物の侵入等で生態系バ
ランスの維持困難（カワウや水草など）
→人と自然の関わりの再構築、生物多様性の確
保が必要

【水・土壌環境】

○琵琶湖のＣＯＤの漸増や北湖の低酸素化など
→原因究明して琵琶湖の総合保全を一層進めて
いくことが必要
○土壌、地下水汚染が長期継続、新規にも確認
→汚染の解消と未然防止に向けた取組が必要

【廃棄物・資源循環】

○計画期間内は人口増加が予測される
→一般廃棄物は３Ｒの取組を一層推進
→産業廃棄物についても資源化や不法投棄
防止などの取組を推進

長期的な目標（この計画の目標）

施策展開の基本的な視点

家庭でのＣＯ２の「見える化」を図り、温暖化問題を「自分ご
と」として意識できるよう、インターネット上で気軽に参加できる
「みるエコおうみ」プログラムの普及を図る。

みるエコおうみ

経済発展と温室効果ガス削減を同時に達成するため、経済界と
県が協働して取り組む滋賀エコ・エコノミープロジェクトにおいて、し
が炭素基金を創設し、カーボンオフセット制度の運用につなげる。

しが炭素基金

地場野菜の生産拡大と流通体制の整備により地産地消を進めるととも
に、地産地消とあわせて食品資源が地域循環するしくみづくりを進める。

農産物の地産地消の確立

県産木材の生産流通体制を整備するとともに、県産木材を活用し
た良質な木造住宅の普及促進を通じて、木材の地産地消を推進
する。

木材の地産地消の確立

駅周辺や企業・事業所が集積した地域で、通勤や買い物の近距
離のマイカー移動を自転車やバスへ転換する。

持続可能な交通システム

２　琵琶湖環境の再生

琵琶湖と暮らしの関わりの再生に向け、琵琶湖を
意識した暮らしぶりの提案を行う

琵琶湖と暮らしの関わり再生

琵琶湖の在来の魚や貝を増やし、本来の生態系を回復す
るため、琵琶湖南湖の生きもの再生と、早崎内湖の再生を
図る。

魚の再生

今後の効果的な琵琶湖の総合保全施策につなげるた
め、ＣＯＤが改善しない要因について調査研究し、新たな
有機汚濁指標の導入も含めた検討を進める。

水環境の保全

滋賀の環境の現状と課題

目指すべき将来の姿

○１　地球温暖化対策
○２　自然環境
○３　景観・歴史的環境
○４　水・土壌環境
○５　大気・化学物質等の快適環境
○６　廃棄物・資源循環

（１）地球温暖化対策の推進
（１）自然環境の総合的保全
（１）湖国の景観の保全・創造
（１）水・土壌環境保全対策の推進
（１）大気環境保全対策の推進
（１）３Rの推進

（２）新エネルギー導入の推進
（２）健全な生態系の保全・回復
（２）歴史的環境の保全
（２）水源かん養対策の推進
（２）化学物質対策の推進
（２）廃棄物の適正処理の確保

（３）みどりづくりの推進

（３）その他快適な生活環境保全の推進

各分野ごとに２つの長期的な目標に向けた戦略を示した上で、施策の方向を記載します。

資料１－⑤


